
愛 知 県 水 防 計 画 

新 旧 対 照 表 （ 案 ） 

資
料

6 





愛知県水防計画  

1 

頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

第一章 総則 第一章 総則 

第二節 用語の定義 第二節 用語の定義 

1 愛知県水防本部 

県の地域に係る水防を統括するため設置するもので水防に関係の

深い部課で編成し、本部事務局を県庁内（建設部河川課）に置くもの

をいう。 

愛知県水防本部 

県の地域に係る水防を統括するため設置するもので水防に関係の

深い部課で編成し、本部事務局を県庁内（建設局河川課）に置くもの

をいう。 

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

2 水位情報の通知及び周知（法第13条、法第13条の２、法第13条の３） 

国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河

川の水位があらかじめ定めた洪水特別警戒水位に達したとき、水位又

は流量を示して通知及び周知を行う。 

都道府県知事又は市町村長は、水位周知下水道について、当該下水

道の水位があらかじめ定めた雨水出水特別警戒水位に達したとき、水

位を示して通知及び周知を行う。 

都道府県知事は、水位周知海岸について、当該海岸の水位があらか

じめ定めた高潮特別警戒水位に達したとき、水位を示して通知及び周

知を行う。 

＊水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水

により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものと

して指定した河川。

＊水位周知下水道

都道府県知事又は市町村長が、雨水出水により相当な損害が生じる

おそれがあるものとして指定した公共下水道等の排水施設等。

＊水位周知海岸（法第 13条の３）
都道府県知事が、高潮により相当な損害が生じるおそれがあるものとし

て指定した海岸。

水位情報の通知及び周知（法第13条、法第13条の２、法第13条の３） 

国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河

川の水位があらかじめ定めた洪水特別警戒水位に達したとき、水位又

は流量を示して通知及び周知を行う。 

都道府県知事又は市町村長は、水位周知下水道について、当該下水

道の水位があらかじめ定めた雨水出水特別警戒水位に達したとき、水

位を示して通知及び周知を行う。 

都道府県知事は、水位周知海岸について、当該海岸の水位があらか

じめ定めた高潮特別警戒水位に達したとき、水位を示して通知及び周

知を行う。 

＊水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水

により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものと

して指定した河川。

＊水位周知下水道

都道府県知事又は市町村長が、雨水出水により相当な損害が生じる

おそれがあるものとして指定した公共下水道等の排水施設等。

＊水位周知海岸（削除）

都道府県知事が、高潮により相当な損害が生じるおそれがあるものとし

て指定した海岸。

表記の整理

3 洪水浸水想定区域（追加）

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川、水位周知河川について、

洪水浸水想定区域（法第14条第１項）

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川、水位周知河川について、

表記の整理
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

当該河川が氾濫した場合に浸水が想定されるとして指定する区域。（法

第14条第１項）

雨水出水浸水想定区域（追加）

知事又は市町村長が、水位周知下水道について、雨水を排除でき

なくなった場合又は河川等に雨水を排除できなくなった場合に浸水

が想定されるとして指定する区域。（法第14条の２第１項）

高潮浸水想定区域（追加）

知事は、水位周知海岸について、高潮による氾濫が発生した場合

に浸水が想定されるとして指定した区域。（法第14条の３第１項）

浸水想定区域（追加）

洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域を

いう。（法第15条第１項）

当該河川が氾濫した場合に浸水が想定されるとして指定する区域。（削

除）

雨水出水浸水想定区域（法第14条の２第１項）

知事又は市町村長が、水位周知下水道について、雨水を排除でき

なくなった場合又は河川等に雨水を排除できなくなった場合に浸水

が想定されるとして指定する区域。（削除）

高潮浸水想定区域（法第14条の３第１項）

知事は、水位周知海岸について、高潮による氾濫が発生した場合

に浸水が想定されるとして指定した区域。（削除）

浸水想定区域（法第15条第１項）

洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域を

いう。（削除）

第二章 水防組織 第二章 水防組織 

第一節 県の水防組織 第一節 県の水防組織 

11 １ 目的 

 県水防本部は、第一章第三節１(1)に規定された県の水防責任を全う

するために、円滑な情報伝達と迅速な対応をはかることを目的とする

組織である。

１ 目的 

 県水防本部は、第一章第三節１（削除）に規定された県の水防責任を全

うするために、円滑な情報伝達と迅速な対応をはかることを目的とする組

織である。

表記の整理 

11 ２ 概要 

(1) 県水防本部は、愛知県災害対策本部（以下「県災害対策本部」と

いう。）を構成する各部班のうち水防活動に特に関係の深い部班で

編制する常設機関であり、水防業務の総括にあたり、事務局を建設

部河川課に置く。 

（略） 

２ 概要 

(1) 県水防本部は、愛知県災害対策本部（以下「県災害対策本部」と

いう。）を構成する各部班のうち水防活動に特に関係の深い部班で

編制する常設機関であり、水防業務の総括にあたり、事務局を建設

局河川課に置く。 

（略）

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

11 ３ 県水防本部組織図 ３ 県水防本部組織図 愛知県の組織

再編に伴う修

正 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

13 ７ 県災害対策本部に統合後の組織及び所掌事務 

  県災害対策本部が設置された後は、愛知県災害対策実施要綱に定

める災害対策本部機構の組織に統合されるものとする。前記の場合

においても、水防に関する事務は災害対策本部建設部河川課及び各

地方機関において従前のとおり担当する。 

７ 県災害対策本部に統合後の組織及び所掌事務 

  県災害対策本部が設置された後は、愛知県災害対策実施要綱に定

める災害対策本部機構の組織に統合されるものとする。前記の場合

においても、水防に関する事務は災害対策本部建設部河川課及び各

地方機関において従前のとおり担当する。 

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

第二節 水防管理団体 第二節 水防管理団体 

13 ２ 指定水防管理団体の事務 ２ 指定水防管理団体の事務 表記の整理 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

 水防上公共の安全に重大な関係があるとして法（追加）４条により

知事が指定した水防管理団体は表１のとおりであり、指定水防管理団

体は第一章第三節２(1)(2)に規定された事務を行うものする。 

３ 非指定水防管理団体の事務 

非指定水防管理団体は表２のとおりであり、第一章第三節２(1)に

規定された事務を行うものとする。 

 水防上公共の安全に重大な関係があるとして法第４条により知事

が指定した水防管理団体は表１のとおりであり、指定水防管理団体は

第一章第三節３、４に規定された事務を行うものする。 

３ 非指定水防管理団体の事務 

非指定水防管理団体は表２のとおりであり、第一章第三節３に規定

された事務を行うものとする。 

14 表１ 指定水防管理団体 表１ 指定水防管理団体 数値の更新 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

河 川 （ ｍ ） 海 岸 （ ｍ ） ため池（ｍ） 計 （ ｍ ）

名古屋市 名古屋市の全域 392,638 264,000 770 657,408 119 5,672 尾張

春日井市 春日井市の全域 136,460 0 8,951 145,411 9 122 尾張

豊明市 豊明市の全域 26,426 0 4,513 30,939 0 176 尾張

清須市 清須市の全域 25,123 0 0 25,123 31 287 尾張

北名古屋市 北名古屋市の全域 43,728 0 0 43,728 33 190 尾張

豊山町 豊山町の全域 11,680 0 0 11,680 0 82 尾張

半田市 半田市の全域 35,221 13,788 4,470 53,479 11 367 知多

常滑市 常滑市の全域 29,980 19,800 6,282 56,062 36 174 知多

東海市 東海市の全域 45,680 10,600 3,007 59,287 12 197 知多

大府市 大府市の全域 88,908 0 6,886 95,794 7 153 知多

知多市 知多市の全域 72,498 9,140 4,523 86,161 3 128 知多

東浦町 東浦町の全域 48,100 5,000 3,752 56,852 20 221 知多

美浜町 美浜町の全域 43,520 12,610 4,832 60,962 44 238 知多

武豊町 武豊町の全域 32,000 11,260 2,700 45,960 22 178 知多

岡崎市 岡崎市の全域 91,092 0 3,348 94,440 6 1,481 西三河

西尾市 西尾市の全域 236,600 49,131 4,154 289,885 194 518 西三河

碧南市 碧南市の全域 50,848 5,800 0 56,648 75 254 知立

刈谷市 刈谷市の全域 114,127 2,963 1,358 118,448 62 369 知立

安城市 安城市の全域 131,792 0 0 131,792 0 494 知立

知立市 知立市の全域 42,500 0 194 42,694 0 142 知立

高浜市 高浜市の全域 15,968 9,136 0 25,104 28 86 知立

豊田市 豊田市の全域 1,252,528 0 13,500 1,266,028 43 2,051 豊田加茂

みよし市 みよし市の全域 45,010 0 4,553 49,563 3 256 豊田加茂

豊橋市 豊橋市の全域 267,797 32,700 16,247 316,744 195 1,257 東三河

豊川市 豊川市の全域 238,990 4,100 4,362 247,452 41 674 東三河

蒲郡市 蒲郡市の全域 118,052 28,598 3,976 150,626 51 362 東三河

田原市 田原市の全域 165,570 84,400 14,463 264,433 51 720 東三河

合計 29 団体 4,364,447 578,459 125,641 5,068,547 1,387 20,165

一宮

海部地区

水防事務

組合

津島市、愛西市、弥富市、あ

ま市、海部郡の一、二級河川

及び弥富、飛島海岸

143,111 15,433 0 158,544 146 1,896 海部

8,800 427,300 145 1,420
尾張水害

予防組合

一宮市、犬山市、江南市、稲

沢市、岩倉市、丹羽郡の全域
418,500 0

指 定 水 防

管理団体名

管 轄 区 域

水　　防　　区　　域 水 防

（ 消 防 ）

団 員 数

（ 名 ： 現 員 ）

所 管

建 設

事 務 所

堤　防　延　長
水 こ う 門

（ 箇 所 ） 河 川 （ ｍ ） 海 岸 （ ｍ ） ため池（ｍ） 計 （ ｍ ）

名古屋市 名古屋市の全域 392,638 264,000 770 657,408 119 5,700 尾張

春日井市 春日井市の全域 136,460 0 8,951 145,411 9 119 尾張

豊明市 豊明市の全域 26,426 0 4,513 30,939 0 176 尾張

清須市 清須市の全域 25,123 0 0 25,123 31 287 尾張

北名古屋市 北名古屋市の全域 43,728 0 0 43,728 33 190 尾張

豊山町 豊山町の全域 11,680 0 0 11,680 0 84 尾張

半田市 半田市の全域 35,221 13,788 4,470 53,479 11 361 知多

常滑市 常滑市の全域 29,980 19,800 6,282 56,062 36 174 知多

東海市 東海市の全域 45,680 10,600 3,007 59,287 12 198 知多

大府市 大府市の全域 88,908 0 6,886 95,794 7 153 知多

知多市 知多市の全域 72,498 9,140 4,523 86,161 3 128 知多

東浦町 東浦町の全域 48,100 5,000 3,752 56,852 20 221 知多

美浜町 美浜町の全域 43,520 12,610 4,832 60,962 44 238 知多

武豊町 武豊町の全域 32,000 11,260 2,700 45,960 22 178 知多

岡崎市 岡崎市の全域 91,092 0 3,348 94,440 6 1,486 西三河

西尾市 西尾市の全域 236,600 49,131 4,154 289,885 190 508 西三河

碧南市 碧南市の全域 50,848 5,800 0 56,648 75 222 知立

刈谷市 刈谷市の全域 114,127 2,963 2,538 119,628 62 363 知立

安城市 安城市の全域 131,792 0 0 131,792 0 494 知立

知立市 知立市の全域 42,500 0 194 42,694 0 142 知立

高浜市 高浜市の全域 15,968 9,136 0 25,104 28 93 知立

豊田市 豊田市の全域 1,252,528 0 13,500 1,266,028 43 2,064 豊田加茂

みよし市 みよし市の全域 45,010 0 4,553 49,563 3 268 豊田加茂

豊橋市 豊橋市の全域 267,797 32,700 16,247 316,744 195 1,257 東三河

豊川市 豊川市の全域 238,990 4,100 4,362 247,452 41 674 東三河

蒲郡市 蒲郡市の全域 118,052 28,598 3,968 150,626 50 362 東三河

田原市 田原市の全域 165,570 84,400 14,463 264,433 51 725 東三河

合計 29 団体 4,364,447 578,459 126,813 5,069,727 1,382 20,195

1,896 海部

145 1,434 一宮

海部地区

水防事務
組合

津島市、愛西市、弥富市、あ

ま市、海部郡の一、二級河川
及び弥富、飛島海岸

143,111 15,433 0 158,544 146

尾張水害

予防組合

一宮市、犬山市、江南市、稲

沢市、岩倉市、丹羽郡の全域
418,500 0 8,800 427,300

指 定 水 防

管理団体名

管 轄 区 域

水　　防　　区　　域 水 防

（ 消 防 ）

団 員 数

（ 名 ： 現 員 ）

所 管

建 設

事 務 所

堤　防　延　長
水 こ う 門

（ 箇 所 ）
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

15 表２ 非指定水防管理団体 表２ 非指定水防管理団体 数値の更新 

第四章 非常配備 第四章 非常配備

第一節 県の非常配備 第一節 県の非常配備

23 １ 非常配備の基準 

(1) 第１非常配備 

ア 次の予警報等のいずれかが発表されたとき（災害対策本部の設

置にいたらない場合）。 

大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報、波浪警報、「伊勢・三

河湾」「愛知県外海」の津波注意報、木曽川中流氾濫注意情報、

木曽川下流氾濫注意情報、長良川下流氾濫注意情報、庄内川氾濫

注意情報、矢作川氾濫注意情報、豊川及び豊川放水路氾濫注意情

報、新川氾濫注意情報、天白川氾濫注意情報、日光川氾濫注意情

１ 非常配備の基準 

(1) 第１非常配備 

ア 次の予警報等のいずれかが発表されたとき（災害対策本部の設

置にいたらない場合）。 

大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報、波浪警報、「伊勢・三

河湾」「愛知県外海」の津波注意報、木曽川中流氾濫注意情報、

木曽川下流氾濫注意情報、長良川下流氾濫注意情報、庄内川氾濫

注意情報、矢作川氾濫注意情報、豊川及び豊川放水路氾濫注意情

報、新川氾濫注意情報、天白川氾濫注意情報、日光川氾濫注意情

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

河 川 （ ｍ ） 海 岸 （ ｍ ） ため池（ｍ） 計 （ ｍ ）

瀬戸市 瀬戸市の全域 224,240 0 1,197 225,437 3 268 尾張

小牧市 小牧市の全域 28,430 0 5,300 33,730 32 123 尾張

尾張旭市 尾張旭市の全域 22,180 0 1,668 23,848 0 123 尾張

日進市 日進市の全域 45,900 0 6,059 51,959 3 223 尾張

長久手市 長久手市の全域 50,950 0 3,616 54,566 1 126 尾張

東郷町 東郷町の全域 24,800 0 3,809 28,609 0 148 尾張

津島市 600 0 0 600 0 277 海部

愛西市 同上 22,754 0 0 22,754 3 385 海部

弥富市 同上 12,000 0 0 12,000 6 321 海部

あま市 同上 16,242 0 0 16,242 15 357 海部

大治町 同上 3,850 0 0 3,850 14 243 海部

蟹江町 同上 1,200 0 0 1,200 24 192 海部

飛島村 同上 8,885 0 0 8,885 5 139 海部

阿久比町 阿久比町の全域 45,590 0 3,110 48,700 2 97 知多

南知多町 南知多町の全域 38,659 34,318 3,948 76,925 23 406 知多

幸田町 幸田町の全域 213,237 0 5,255 218,492 19 147 西三河

新城市 新城市の全域 517,702 0 4,681 522,383 5 928 新城設楽

設楽町 設楽町の全域 102,824 0 0 102,824 2 275 新城設楽

東栄町 東栄町の全域 127,010 0 0 127,010 1 185 新城設楽

豊根村 豊根村の全域 202,064 0 0 202,064 0 59 新城設楽

合計 20 団体 1,709,117 34,318 38,643 1,782,078 158 5,022

非指定水防

管理団体名

海部地区水防事務組合の管

轄区域を除く区域

管 轄 区 域

水　　防　　区　　域 水 防

（ 消 防 ）

団 員 数

（名：現員）

所 管
建 設

事 務 所

堤　防　延　長 水 こ う 門

（ 箇 所 ） 河 川 （ ｍ ） 海 岸 （ ｍ ） ため池（ｍ） 計 （ ｍ ）

瀬戸市 瀬戸市の全域 224,240 0 1,197 225,437 3 268 尾張

小牧市 小牧市の全域 28,430 0 5,300 33,730 32 139 尾張

尾張旭市 尾張旭市の全域 22,180 0 1,668 23,848 0 123 尾張

日進市 日進市の全域 45,900 0 6,059 51,959 3 230 尾張

長久手市 長久手市の全域 50,950 0 3,616 54,566 1 130 尾張

東郷町 東郷町の全域 24,800 0 3,876 28,676 0 141 尾張

津島市 600 0 0 600 0 277 海部

愛西市 同上 22,754 0 0 22,754 3 385 海部

弥富市 同上 12,000 0 0 12,000 6 324 海部

あま市 同上 16,242 0 0 16,242 15 357 海部

大治町 同上 3,850 0 0 3,850 14 243 海部

蟹江町 同上 1,200 0 0 1,200 24 197 海部

飛島村 同上 8,885 0 0 8,885 5 139 海部

阿久比町 阿久比町の全域 45,590 0 3,110 48,700 2 94 知多

南知多町 南知多町の全域 38,659 34,318 3,948 76,925 23 406 知多

幸田町 幸田町の全域 213,237 0 5,255 218,492 19 147 西三河

新城市 新城市の全域 517,702 0 4,681 522,383 5 838 新城設楽

設楽町 設楽町の全域 102,824 0 0 102,824 2 273 新城設楽

東栄町 東栄町の全域 127,010 0 0 127,010 1 188 新城設楽

豊根村 豊根村の全域 202,064 0 0 202,064 0 76 新城設楽

合計 20 団体 1,709,117 34,318 38,710 1,782,145 158 4,975

海部地区水防事務組合の管

轄区域を除く区域

非指定水防

管理団体名
管 轄 区 域

水　　防　　区　　域 水 防

（ 消 防 ）

団 員 数

（名：現員）

所 管
建 設

事 務 所

堤　防　延　長 水 こ う 門

（ 箇 所 ）
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報、境川・逢妻川氾濫注意情報、竜巻注意情報（本庁防災局のみ）

（略） 

報、境川・逢妻川氾濫注意情報、竜巻注意情報（本庁防災安全局

のみ）

（略） 

25 ２ 非常配備員の編成と報告 

 各部局長及び地方機関の長は、あらかじめ非常配備の各段階における非

常配備員の編成を定めておくものとする。 

 非常配備の編成を行ったときは、速やかにその非常配備員数を防災局長

に報告するものとする。 

２ 非常配備員の編成と報告 

 各部局長及び地方機関の長は、あらかじめ非常配備の各段階における非

常配備員の編成を定めておくものとする。 

 非常配備の編成を行ったときは、速やかにその非常配備員数を防災安全

局長に報告するものとする。 

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

第五章 重要水防箇所 第五章 重要水防箇所

33 ５（１）河川海岸（国土交通省管理区間） 

（略） 

（２）河川海岸（県管理区間） 

（略） 

（３）河川海岸（市町村等管理区間） 

（略） 

（４）ため池 

（略） 

（５）堤外（堤防の川側）民有地 

（略） 

※本案においては、上記の表は省略し、下記の集計表に代える。 

令和元年度 平成３０年度 
前年度から 

削 除 

今年度新たに 

追 加 

差し引き 

増減 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

河

川

国 627 294 631 301 11 10 7 3 ▲4 ▲7

県 325 118 326 118 1 0 0 0 ▲1 0

市町村 129 83 129 83 0 0 0 0 0 0

小 計 1,081 495 1,086 502 12 10 7 3 ▲5 ▲7

海 岸 17 16 17 16 0 0 0 0 0 0

ため池 384 32 374 32 7 1 17 1 10 0

合 計 1,482 543 1,477 550 19 11 24 4 5 ▲7

重要水防箇所

表の更新 
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47 （２） 河川海岸（県管理区間） 

 注）表中、重要度欄の「Ａ」は水防上最も重要な区間を、「Ｂ」は次に重

要な区間を、「Ｃ」はやや危険な区間をいう。（）書きは、重複箇所及びそ

の延長を示す。 

位置欄の数値は、河口からの距離を示す。例えば7.8k+86mは 7,886mの

ことである。 

 注）重要水防箇所の位置については、「あいちの河川と海岸」「重要水

防箇所」 

（ http://www.pref.aichi.jp/kasen/koumoku/jyuyousuiboukasyo/jyuy

ousuiboukasyo.htm）を参照。 

（２） 河川海岸（県管理区間） 

 注）表中、重要度欄の「Ａ」は水防上最も重要な区間を、「Ｂ」は次に重

要な区間を、「Ｃ」はやや危険な区間をいう。（）書きは、重複箇所及びそ

の延長を示す。 

 位置欄の数値は、河口からの距離を示す。例えば 7.8k+86m は 7,886mの

ことである。 

 注）重要水防箇所の位置については、「重要水防箇所図」

（ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/jyuyousuiboukashozu.htm

l）を参照。 

URLの更新 

第二節 重要工作物 第二節 重要工作物

85 １ 重要工作物表 

（略） 

※本案においては、重要工作物の個別表は省略し、下記の集計表に代える。 

建設事務所名 尾張 一宮 海部 知多 西三河 知立 
豊田 

加茂 

新城 

設楽 
東三河 合計 

平成 30年度 

箇所数 
366 145 130 273 289 178 46 7 384 1818

令和元年度 

箇所数 
364 145 130 273 289 176 46 7 379 1809

重要工作物表

の更新 

第六章 水防に関連する予報・警報 第六章 水防に関連する予報・警報

第一節 水防に関連する予報･警報の種類と発表基準 第一節 水防に関連する予報･警報の種類と発表基準 

139 １ 気象、高潮及び洪水についての予報･警報等(名古屋地方気象台発表) 

（略） 

(3)  洪水注意報 

大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。 

（略） 

(6)  洪水警報 

大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害と

１ 気象、高潮及び洪水についての予報･警報等(名古屋地方気象台発表) 

（略） 

(3)  洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。 

（略） 

(6)  洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重

表記の整理 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

して、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげ

られる。 

（略） 

（8） 高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。 

(9)  気象情報 

  ｱ) 「全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報」 

（略） 

ｲ)「記録的短時間大雨情報」 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大

雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上

の雨量計を組み合わせた分析)したときに発表される。 

発表基準は、1時間雨量100mm である。 

ｳ)「土砂災害警戒情報」 

愛知県と名古屋地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報

（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が更に高

まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主

避難の参考となるよう市町村ごと（＊）に発表される。 

土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表され

ているときは、避難勧告等の対象地区の範囲が十分であるかどうか

等、既に実施済みの措置の内容を再度確認し、その結果、必要に応

じて避難勧告の対象地域の拡大等の更なる措置を検討する必要が

ある。 

（＊）豊田市については豊田市西部と豊田市東部に分割（愛知県

の二次細分区域）。また、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、知立

市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山

町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村の市町村を除く。 

ｴ) ｢竜巻注意情報｣ 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に、

大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な

災害があげられる。 

（略） 

（8） 高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいときに発表される。 

(9)  気象情報 

  ｱ) 「全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報」 

（略） 

ｲ)「記録的短時間大雨情報」 

愛知県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないよ

うな猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解

析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、

府県気象情報の一種として発表される。この情報が発表されたとき

は、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発

生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害

発生の危険度が高まっている場所については、警報の危険度分布で

確認することができる。 

発表基準は、1時間雨量 100mmである。 

ｳ)「土砂災害警戒情報」 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度が更に高まったとき、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判

断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける

情報で、愛知県と名古屋地方気象台から共同で発表される。なお、

これを補足する情報である土砂災害警戒判定メッシュ情報で、実際

に危険度が高まっている場所を確認することができる。

土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表され

ているときは、避難勧告等の対象地区の範囲が十分であるかどうか

等、既に実施済みの措置の内容を再度確認し、その結果、必要に応

じて避難勧告の対象地域の拡大等の更なる措置を検討する必要が

ある。 

（注）豊田市については豊田市西部と豊田市東部に分割（愛知県
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愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表される。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地

域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれ

が非常に高まっている旨を、愛知県西部と愛知県東部を発表区域と

してで発表される。 

この情報の有効期間は、発表から 1時間である。 

（略） 

・台風等を要因とする特別警報の指標

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）

の台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表しま

す。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気

圧 910hPa 以下又は最大風速 60m/s 以上とします。

の二次細分区域）。また、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、知立

市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山

町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村の市町村を除く。 

ｴ) ｢竜巻注意情報｣ 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に、

愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表される。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地

域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれ

が非常に高まっている旨を、愛知県西部と愛知県東部を発表区域と

して発表される。 

この情報の有効期間は、発表から約1時間である。 

（略） 

・台風等を要因とする特別警報の指標

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）

の台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表す

る。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気

圧 910hPa 以下又は最大風速 60m/s 以上とする。

142 ２ 津波警報等の種類・内容等（気象庁発表） 

愛知県外海及び伊勢･三河湾の各津波予報区に対しては、気象庁から大津

波警報・津波警報･津波注意報、津波予報、津波情報が発表される。 

（１）大津波警報、津波警報、津波注意報

（略） 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等

の種類
発表基準

津波の高さ予想の

区分

発表される津波の高さ
津波警報等を見聞き

した場合にとるべき

行動

数値での

発表

巨大地震

の場合の

発表

大津波警報

予想される津波

の高さが高いと

ころで３ｍを超

10ｍ＜高さ 10ｍ超

巨大

沿岸部や川沿いにい

る人は、ただちに高

台や避難ビルなど安

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ

２ 津波警報等の種類・内容等（気象庁発表） 

地震発生後、津波による災害の発生が予想される場合、気象庁から大津波

警報等が発表される。 

（１）大津波警報、津波警報、津波注意報

（略） 

津波警報・注意報の種類 

津波警報等

の種類
発表基準

津波の高さ予想の

区分

発表される津波の高さ
津波警報等を見聞き

した場合にとるべき

行動

数値での

発表

巨大地震

の場合の

発表

大津波警報

予想される津波

の高さが高いと

ころで３ｍを超

10ｍ＜高さ 10ｍ超

巨大

沿岸部や川沿いにい

る人は、ただちに高

台や避難ビルなど安

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ

表記の整理 
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（略） 

える場合 全な場所へ避難す

る。

警報が解除されるま

で安全な場所から離

れない。

津波警報

予想される津波

の高さが高いと

ころで１ｍを超

え、３ｍ以下の

場合

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報

予想される津波

の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以

上、１ｍ以下の

場合であって、

津波による災害

のおそれがある

場合

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ
（表記し

ない）

海の中にいる人はた

だちに海から上がっ

て、海岸から離れ

る。

注意報が解除される

まで海に入ったり海

岸に近付いたりしな

い。

（略） 

える場合 全な場所へ避難す

る。

警報が解除されるま

で安全な場所から離

れない。

津波警報

予想される津波

の高さが高いと

ころで１ｍを超

え、３ｍ以下の

場合

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報

予想される津波

の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以

上、１ｍ以下の

場合であって、

津波による災害

のおそれがある

場合

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ
（表記し

ない）

海の中にいる人はた

だちに海から上がっ

て、海岸から離れ

る。

注意報が解除される

まで海に入ったり海

岸に近付いたりしな

い。

143 （２）津波情報 

（略） 

最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

観測された津波の高さ＞1 

ｍ 
数値で発表 

観測された津波の高さ≦１

ｍ 
「観測中」と発表 

津波警報 

観測された津波の高さ≧0.2 

ｍ 
数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 

ｍ 
「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 

数値で発表（津波の高さがご

く小さい場合は「微弱」と表

現） 

（２）津波情報 

（略） 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

観測された津波の高さ＞1 

ｍ 
数値で発表 

観測された津波の高さ≦１

ｍ 
「観測中」と発表 

津波警報 

観測された津波の高さ≧0.2 

ｍ 
数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 

ｍ 
「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 

数値で発表（津波の高さがご

く小さい場合は「微弱」と表

現） 

表記の整理 
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144 最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から100km 程度以内にある沖

合の観測点）

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高

さ＞３ｍ 

沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高

さ≦３ｍ 

沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高

さ＞１ｍ 

沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高

さ≦１ｍ 

沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高

さ＞３ｍ 

沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高

さ≦３ｍ 

沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高

さ＞１ｍ 

沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高

さ≦１ｍ 

沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

表記の整理 

145 （３）津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、次表の内

容を津波予報で発表する。

津波予報の発表基準と発表内容

発表基準 発表内容

津
波
予
報

津波が予想されないとき

（地震情報に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

0.2m未満の海面変動が予想さ
れたとき（津波に関するその

他の情報に含めて発表）

高いところでも 0.2m未満の海
面変動のため被害の心配はな

く、特段の防災対応の必要が

ない旨を発表

津波警報等の解除後も海面変

動が継続するとき（津波に関

するその他の情報に含めて発

表）

津波に伴う海面変動が観測さ

れており、今後も継続する可

能性が高いため、海に入って

の作業や釣り、海水浴などに

際しては十分な留意が必要で

ある旨を発表

（３）津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、次表の内

容を津波予報で発表する。

津波予報の発表基準と発表内容

発表基準 発表内容

津
波
予
報

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情

報に含めて発表

0.2m未満の海面変動が予想さ
れたとき

高いところでも 0.2m未満の海
面変動のため被害の心配はな

く、特段の防災対応の必要が

ない旨を発表

津波警報等の解除後も海面変

動が継続するとき

津波に伴う海面変動が観測さ

れており、今後も継続する可

能性が高いため、海に入って

の作業や釣り、海水浴などに

際しては十分な留意が必要で

ある旨を発表

148 （別表２）洪水警報基準 

平成２９年９月７日現在 

（別表２）洪水警報基準 

平成３０年１０月２５日現在

基準の更新 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

流域雨量指数基

準 
複合基準 指定河川洪水予

報による基準 

尾張東部 

名古屋市 

堀川流域=20.2， 
荒 子 川 流 域
=23.2， 
地 蔵 川 流 域
=10.6， 
香 流 川 流 域
=14.7， 
戸 田 川 流 域
=6.5， 
山 崎 川 流 域
=13.2， 
扇川流域=9.6 

堀川流域=（11，
14.2）， 
荒 子 川 流域 =
（21，17.9）， 
地 蔵 川 流域 =
（11，9.5）， 
香 流 川 流域 =
（11，14.4）， 
山 崎 川 流域 =
（11，11.1）， 
扇川流域=（11，
8.6）， 
庄 内 川 流域 =
（15､28.9）， 
矢 田 川 流域 =
（11，23.5）， 
天 白 川 流域 =
（13，11）

庄内川［志段味・

枇杷島・瀬古］, 

愛知県天白川水

系 天白川［天

白川］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］, 

愛知県庄内川水

系 新川［水場

川外水位］ 

瀬戸市 

水 野 川 流 域
=13， 
矢 田 川 流 域
=17.3 

矢 田 川 流域 =
（11，15.5） 

庄内川［志段味］

春日井市 

内津川流域=17, 
八 田 川 流 域
=11.4， 
地 蔵 川 流 域
=11.3 

内 津 川 流域 =
（10，16.8）， 
八 田 川 流域 =
（10，10.2）， 
地 蔵 川 流域 =
（10，43.8） 

庄内川［志段味］

犬山市 

五 条 川 流 域
=17， 
合 瀬 川 流 域
=5.8， 
薬 師 川 流 域
=6.2， 
郷瀬川流域=9.3 

－

木曽川中流［犬

山］ 

小牧市 

大 山 川 流 域
=16， 
合 瀬 川 流 域
=10， 
薬師川流域=8.6 

大 山 川 流域 =
（23，10.4）， 
薬 師 川 流域 =
（17，6.4） 

－

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

流域雨量指数基

準 
複合基準（※1） 指定河川洪水予

報による基準 

尾張東部 

名古屋市 

堀川流域=20.2， 
荒 子 川 流 域
=23.2， 
地 蔵 川 流 域
=10.6， 
香 流 川 流 域
=14.7， 
戸 田 川 流 域
=6.5， 
山 崎 川 流 域
=13.2， 
扇川流域=9.6 

堀川流域=（11，
14.2）， 
荒 子 川 流域 =
（21，17.9）， 
地 蔵 川 流域 =
（11，9.5）， 
香 流 川 流域 =
（11，14.4）， 
山 崎 川 流域 =
（11，11.1）， 
扇川流域=（11，
8.6）， 
庄 内 川 流域 =
（15､28.9）， 
矢 田 川 流域 =
（11，23.5）， 
天 白 川 流域 =
（13，11）

木曽川中流［犬

山・笠松］, 

庄内川［志段味・

枇杷島・瀬古］, 

愛知県天白川水

系 天白川［天

白川］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］, 

愛知県庄内川水

系 新川［水場

川外水位］ 

瀬戸市 

水 野 川 流 域
=13， 
矢 田 川 流 域
=17.3 

矢 田 川 流域 =
（11，15.5） 

庄内川［志段味］

春日井市 

内津川流域=17, 
八 田 川 流 域
=11.4， 
地 蔵 川 流 域
=11.3 

内 津 川 流域 =
（10，16.8）， 
八 田 川 流域 =
（10，10.2）， 
地 蔵 川 流域 =
（10，43.8） 

庄内川［志段味］

犬山市 

五 条 川 流 域
=17， 
合 瀬 川 流 域
=5.8， 
薬 師 川 流 域
=6.2， 
郷瀬川流域=9.3 

－

木曽川中流［犬

山］ 

小牧市 

大 山 川 流 域
=16， 
合 瀬 川 流 域
=10， 
薬師川流域=8.6 

大 山 川 流域 =
（23，10.4）， 
薬 師 川 流域 =
（17，6.4） 

木曽川中流［犬

山］
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尾張旭市 
矢 田 川 流 域
=18.9 

矢 田 川 流域 =
（12，17.8）

－ 

豊明市 
正 戸 川 流 域
=6.8， 
皆瀬川流域=8.6 

正 戸 川 流域 =
（12，6.1）8， 
皆 瀬 川 流域 =
（12，7.7）

愛知県境川水系

境川・逢妻川［泉

田・一ツ木逢妻

川］ 

日進市 天白川流域=8.6 
天 白 川 流域 =
（9，7.7） 

－ 

長久手市 香流川流域=8.5 － － 

東郷町 境川流域=13.6 － － 

尾張西部 

一宮市 

五 条 川 流 域
=20.3， 
青 木 川 流 域
=10.9， 
大江用水流域
=11.4， 
光 堂 川 流 域
=4.1， 
野府川流域=4.6 

五 条 川 流域 =
（18，18.1）， 
青 木 川 流域 =
（14，7.3）， 
大江用水流域=
（10，10.2）， 
光 堂 川 流域 =
（10，3.5）， 
野 府 川 流域 =
（10，4.1）， 
日 光 川 流域 =
（10，14.2）

木曽川中流［犬

山・笠松］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

津島市 善太川流域=8.4 
日 光 川 流域 =
（10，23.2） 

木曽川中流［笠

松］, 

木曽川下流［木

曽成戸］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

江南市 

五 条 川 流 域
=18.4， 
青木川流域=8， 
日光川流域=4.1 

青 木 川 流域 =
（8，7.2），日光川
流域=（8，4） 

木曽川中流［犬

山］ 

稲沢市 

青 木 川 流 域
=16.2， 
大江用水流域
=12.6， 

青 木 川 流域 =
（14，10.9）， 
三 宅 川 流域 =
（8，6.3）， 

木曽川中流［笠

松］, 

尾張旭市 
矢 田 川 流 域
=18.9 

矢 田 川 流域 =
（12，17.8）

－ 

豊明市 
正 戸 川 流 域
=6.8， 
皆瀬川流域=8.6 

正 戸 川 流域 =
（12，6.1） 
皆 瀬 川 流域 =
（12，7.7）

愛知県境川水系

境川・逢妻川［泉

田・一ツ木逢妻

川］ 

日進市 天白川流域=8.6 
天 白 川 流域 =
（9，7.7） 

－ 

長久手市 香流川流域=8.5 － － 

東郷町 境川流域=13.6 － － 

尾張西部 

一宮市 

五 条 川 流 域
=20.3， 
青 木 川 流 域
=10.9， 
大江用水流域
=11.4， 
光 堂 川 流 域
=4.1， 
野府川流域=4.6 

五 条 川 流域 =
（18，18.1）， 
青 木 川 流域 =
（14，7.3）， 
大江用水流域=
（10，10.2）， 
光 堂 川 流域 =
（10，3.5）， 
野 府 川 流域 =
（10，4.1）， 
日 光 川 流域 =
（10，14.2）

木曽川中流［犬

山・笠松］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

津島市 善太川流域=8.4 
日 光 川 流域 =
（10，23.2） 

木曽川中流［犬

山・笠松］, 

木曽川下流［木

曽成戸］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

江南市 

五 条 川 流 域
=18.4， 
青木川流域=8， 
日光川流域=4.1 

青 木 川 流域 =
（8，7.2）， 
日 光 川 流域 =
（8，4） 

木曽川中流［犬

山・笠松］ 

稲沢市 

青 木 川 流 域
=16.2， 
大江用水流域
=12.6， 

青 木 川 流域 =
（14，10.9）， 
三 宅 川 流域 =
（8，6.3）， 

木曽川中流［犬

山・笠松］, 
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三 宅 川 流 域
=7.1， 
領 内 川 流 域
=7.1， 
福 田 川 流 域
=10.6 

領 内 川 流域 =
（8，5.7）， 
福 田 川 流域 =
（8，9.6）， 
日 光 川 流域 =
（18，19.1） 

木曽川下流［木

曽成戸］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

岩倉市 
五 条 川 流 域
=12.4 

五 条 川 流域 =
（22，11.1） 

－

愛西市 
善 太 川 流 域
=10.6， 
領内川流域=11 

－ 

木曽川中流［笠

松］, 

木曽川下流［木

曽成戸］, 

長良川下流［長

良成戸］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

清須市 
五 条 川 流 域
=26.2 

新川流域=（8，
29.2） 

庄内川［志段

味・枇杷島］, 

愛知県庄内川水

系 新川［水場

川外水位］ 

北名古屋市 

五 条 川 流 域
=13.5， 
水 場 川 流 域
=7.4， 
合 瀬 川 流 域
=11.6 

五 条 川 流域 =
（22，12）， 
合 瀬 川 流域 =
（10，10.3）， 
新川流域=（10，
26.1） 

庄内川［志段

味・枇杷島］, 

愛知県庄内川水

系 新川［水場

川外水位］ 

弥富市 
善 太 川 流 域
=10.1， 
筏川流域=12 

－ 

木曽川下流[木

曽成戸], 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

三 宅 川 流 域
=7.1， 
領 内 川 流 域
=7.1， 
福 田 川 流 域
=10.6 

領 内 川 流域 =
（8，5.7）， 
福 田 川 流域 =
（8，9.6）， 
日 光 川 流域 =
（18，19.1） 

木曽川下流［木

曽成戸］, 

愛知県日光川水

系 日光川［戸

苅・古瀬］ 

岩倉市 
五 条 川 流 域
=12.4 

五 条 川 流域 =
（22，11.1） 

木曽川中流［犬

山］

愛西市 
善 太 川 流 域
=10.6， 
領内川流域=11 

－ 

木曽川中流[犬

山・笠松］,

木曽川下流[木

曽成戸］,

長良川下流[長

良成戸］,

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬］ 

清須市 
五 条 川 流 域
=26.2 

新川流域=（8，
29.2） 

木曽川中流[犬

山・笠松］,

庄内川[志段

味・枇杷島］,

愛知県庄内川水

系 新川[水場

川外水位］ 

北名古屋市 

五 条 川 流 域
=13.5， 
水 場 川 流 域
=6.3， 
合 瀬 川 流 域
=11.6 

五 条 川 流域 =
（22，12）， 
合 瀬 川 流域 =
（10，10.3）， 
新川流域=（10，
26.1） 

木曽川中流［犬

山・笠松］, 

庄内川[志段

味・枇杷島］,

愛知県庄内川水

系 新川[水場

川外水位］ 

弥富市 
善 太 川 流 域
=10.1， 
筏川流域=12 

－ 
木曽川中流[犬

山・笠松］, 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

あま市 

五 条 川 流 域
=24.7， 
蟹 江 川 流 域
=13.6， 
福 田 川 流 域
=12.1 

蟹 江 川 流域 =
（10，13.1）， 
福 田 川 流域 =
（10，10.8）， 
新川流域=（10，
34.4） 

庄内川[志段

味・枇杷島], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬］, 

愛知県庄内川水

系 新川[水場

川外水位] 

豊山町 
大 山 川 流 域
=21.5 

－ 

庄内川[志段

味], 

大口町 
五 条 川 流 域
=17.6 

五 条 川 流域 =
（10，15.8） 

－

扶桑町 青木川流域=5.5 
青 木 川 流域 =
（8，4.9） 

木曽川中流[犬

山] 

大治町 福田川流域=13 

福 田 川 流域 =
（10，11.6）， 
新川流域=（10，
34.3） 

庄内川[枇杷

島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場

川外水位] 

蟹江町 

蟹 江 川 流 域
=14.4， 
福 田 川 流 域
=14.9 

蟹 江 川 流域 =
（10，13.5） 

木曽川下流[木

曽成戸], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

飛島村  － 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

知多地域 半田市 

阿久比川流域

=18.8， 

神戸川流域=10

 阿久比川流域

=（12，7.8）， 

神 戸 川 流域 =

（12，9.3）

－ 

木曽川下流[木

曽成戸],

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬］ 

あま市 

五 条 川 流 域
=24.7， 
蟹 江 川 流 域
=13.6， 
福 田 川 流 域
=12.1 

蟹 江 川 流域 =
（10，13.1）， 
福 田 川 流域 =
（10，10.8）， 
新川流域=（10，
34.4） 

木曽川中流[犬

山・笠松］, 

庄内川[志段

味・枇杷島],

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬］,

愛知県庄内川水

系 新川[水場

川外水位] 

豊山町 
大 山 川 流 域
=21.5 

－ 

庄内川[志段

味],愛知県庄内

川水系 新川

[水場川外水位]

大口町 
五 条 川 流 域
=17.6 

五 条 川 流域 =
（10，15.8） 

木曽川中流[犬

山]

扶桑町 青木川流域=5.5 
青 木 川 流域 =
（8，4.9） 

木曽川中流[犬

山] 

大治町 福田川流域=13 

福 田 川 流域 =
（10，11.6）， 
新川流域=（10，
34.3） 

木曽川中流[犬

山・笠松],

庄内川[枇杷

島],

愛知県庄内川水

系 新川[水場

川外水位] 

蟹江町 
蟹 江 川 流 域
=14.4， 
福 田 川 流 域

蟹 江 川 流域 =
（10，13.5） 

木曽川中流[犬

山・笠松],
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

常滑市 

稲 早 川 流 域

=7.2， 

矢 田 川 流 域

=12.4， 

前山川流域=8.4

稲 早 川 流域 =

（11，6.4）， 

矢 田 川 流域 =

（11，8.7）， 

前 山 川 流域 =

（11，8.4）

－ 

東海市 
大 田 川 流 域

=10.2

大 田 川 流域 =

（10，9.1）

愛知県天白川水

系 天白川[天

白川] 

大府市 

五 ヶ村川流域

=9.3， 

石ヶ瀬川（鞍流

瀬 川 ） 流 域

=12.6， 

皆 瀬 川 流 域

=10.2， 

石 ヶ瀬川流域

=7.2

五ヶ村川流域=

（12，9.1）， 

石ヶ瀬川（鞍流

瀬 川 ） 流 域 =

（12，11.3）， 

皆 瀬 川 流域 =

（12，9.1）， 

石ヶ瀬川流域=

（12，6.4）

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

知多市 信濃川流域=7.4
信 濃 川 流域 =

（12，6.6）

－ 

阿久比町 
阿久比川流域
=10.5 

阿久比川流域
=(12，9.5) 

－ 

東浦町 

五 ヶ村川流域
=21， 
明徳寺川流域
=8.8， 
石 ヶ瀬川流域
=13.4 

五ヶ村川流域=
（12，17.9）， 
石ヶ瀬川流域=
（12，12） 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

南知多町 内海川流域=12 － － 

美浜町 稲早川流域=9.8 － － 

武豊町 堀川流域=10.1 
堀川流域=（12，
9.4） 

－ 

=14.9 木曽川下流[木

曽成戸],

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位]

飛島村  － 

木曽川中流[犬

山・笠松],

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

知多地域 

半田市 

阿久比川流域

=18.8， 

神戸川流域=10

阿久比川流域=

（12，7.8）， 

神 戸 川 流域 =

（12，9.3）

－ 

常滑市 

稲 早 川 流 域

=7.2， 

矢 田 川 流 域

=12.4， 

前山川流域=8.4

稲 早 川 流域 =

（11，6.4）， 

矢 田 川 流域 =

（11，8.7）， 

前 山 川 流域 =

（11，8.4）

－ 

東海市 
大 田 川 流 域

=10.2

大 田 川 流域 =

（10，9.1）

愛知県天白川水

系 天白川[天

白川] 

大府市 

五 ヶ村川流域

=9.3， 

鞍流瀬川流域

=12.6， 

皆 瀬 川 流 域

=10.2， 

五ヶ村川流域=

（12，9.1）， 

鞍流瀬川流域=

（12，11.3）， 

皆 瀬 川 流域 =

（12，9.1）， 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

西三河南部 

岡崎市 

広 田 川 流 域
=21.1， 
鹿 乗 川 流 域
=7.5， 
乙川流域=28.5， 
占 部 川 流 域
=10.4， 
砂川流域=4， 
伊賀川流域=5 

広 田 川 流域 =
（9，20.1）， 
鹿 乗 川 流域 =
（9，5.1）， 
乙川流域=（15，
25.6）， 
占 部 川 流域 =
（9，8.6）， 
砂川流域=（19，
3.6）， 
伊 賀 川 流域 =
（9，3.7）， 
矢 作 川 流域 =
（9，78.8） 

矢作川[高橋･岩

津] 

碧南市 
蜆川流域=4.9， 
長 田 川 流 域
=12.1 

蜆川流域=（11､
4.4），長田川流
域=（13，6.6） 

矢作川[岩津･米

津] 

刈谷市 
猿 渡 川 流 域
=16.7， 
発抗川流域=8.3 

発 抗 川 流域 =
（12，8.2）， 
境川流域=（12，
23.9） 

矢作川[高橋･岩

津] 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

安城市 

鹿 乗 川 流 域
=12.4， 
西鹿乗川流域
=8.1， 
猿 渡 川 流 域
=12.8， 
長 田 川 流 域
=11.4， 
半場川流域=6.3 

鹿 乗 川 流域 =
（11，11.1）， 
西鹿乗川流域=
（11，7.4）， 
長 田 川 流域 =
（13，6.2） 

矢作川[高橋･岩

津･米津] 

西尾市 

矢作古川流域
=5， 
北 浜 川 流 域
=10.6， 
広 田 川 流 域
=23.9， 
矢 崎 川 流 域
=8.7， 
朝鮮川流域=6.7 

北 浜 川 流域 =
（8，7.2），矢崎川
流域=（8，7.3） 

矢作川[岩津･米

津] 

石ヶ瀬川流域

=7.2

石ヶ瀬川流域=

（12，6.4）

知多市 信濃川流域=7.4
信 濃 川 流域 =

（12，6.6）

－ 

阿久比町 
阿久比川流域
=10.5 

阿久比川流域
=(12，9.5) 

－ 

東浦町 

五 ヶ村川流域
=21， 
明徳寺川流域
=8.8， 
石 ヶ瀬川流域
=13.4 

五ヶ村川流域=
（12，17.9）， 
石ヶ瀬川流域=
（12，12） 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

南知多町 内海川流域=12 － － 

美浜町 稲早川流域=9.8 － － 

武豊町 堀川流域=10.1 
堀川流域=（12，
9.4） 

－ 

西三河南部 

岡崎市 

広 田 川 流 域
=21.1， 
鹿 乗 川 流 域
=7.5， 
乙川流域=28.5， 
占 部 川 流 域
=10.4， 
砂川流域=4， 
伊賀川流域=5 

広 田 川 流域 =
（9，20.1）， 
鹿 乗 川 流域 =
（9，5.1）， 
乙川流域=（15，
25.6）， 
占 部 川 流域 =
（9，8.6）， 
砂川流域=（19，
3.6）， 
伊 賀 川 流域 =
（9，3.7）， 
矢 作 川 流域 =
（9，78.8） 

矢作川[高橋･岩

津] 

碧南市 
蜆川流域=4.9， 
長 田 川 流 域
=12.1 

蜆川流域=（11､
4.4）， 
長 田 川 流域 =
（13，6.6） 

矢作川[岩津･米

津] 

刈谷市 
猿 渡 川 流 域
=16.7， 
発抗川流域=8.3 

発 抗 川 流域 =
（12，8.2）， 
境川流域=（12，
23.9） 

矢作川[高橋･岩

津],

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

知立市 猿渡川流域=12 

猿 渡 川 流域 =
（12，10.8）， 
逢 妻 川 流域 =
（12，21.7） 

矢作川[高橋･岩

津] 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

高浜市 高浜川流域=5.8 
高 浜 川 流域 =
（11，5.2） 

矢作川[岩津･米

津] 

幸田町 

広田川（永野）流
域=21， 
須美川流域=4， 
広田川(町役場
付 近 ) 流 域
=10.2， 
相見川流域=9.8 

須 美 川 流域 =
（10，3.7）， 
広田川（町役場
付 近 ） = （ 10 ，
9.1）， 
相 見 川 流域 =
（10，8.8） 

矢作川[岩津] 

西三河北西部 

豊田市西部 
（※1） 

家 下 川 流 域
=8.2， 
巴川流域=40.2， 
安 永 川 流 域
=4.8， 
加 納 川 流 域
=6.5， 
猿 渡 川 流 域
=8.1， 
逢妻男川流域
=11.7， 
逢妻女川流域
=16.1 

家 下 川 流域 =
（10，7.3）， 
巴川流域=（10，
36.1）， 
安 永 川 流域 =
（10，4.8）， 
加 納 川 流域 =
（10，5.8）， 
逢妻男川流域=
（10，11.2）， 
逢妻女川流域=
（10，15.7）， 
矢 作 川 流域 =
（10，58.5） 

矢作川[高橋･岩

津], 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

みよし市 境川流域=12.5 － － 

西三河北東部 
豊田市東部 
（※2） 

矢作川流域
=53.1， 
名倉川流域
=20.8， 
巴川流域=40.2， 
阿摺川流域
=13.7， 
大桑川流域
=12.4 

矢 作 川 流域 =
（11，47.7）， 
阿 摺 川 流域 =
（11，12.2）， 
大 桑 川 流域 =
（11，11.1） 

－ 

田･一ツ木逢妻

川] 

安城市 

鹿 乗 川 流 域
=12.4， 
西鹿乗川流域
=8.1， 
猿 渡 川 流 域
=12.8， 
長 田 川 流 域
=11.4， 
半場川流域=6.3 

鹿 乗 川 流域 =
（11，11.1）， 
西鹿乗川流域=
（11，7.4）， 
長 田 川 流域 =
（13，6.2） 

矢作川[高橋･岩

津･米津] 

西尾市 

矢作古川流域
=5， 
北 浜 川 流 域
=10.6， 
広 田 川 流 域
=23.9， 
矢 崎 川 流 域
=8.7， 
朝鮮川流域=6.7 

北 浜 川 流域 =
（8，7.2）， 
矢 崎 川 流域 =
（8，7.3） 

矢作川[岩津･米

津] 

知立市 猿渡川流域=12 

猿 渡 川 流域 =
（12，10.8）， 
逢 妻 川 流域 =
（12，21.7） 

矢作川[高橋･岩

津] 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

高浜市 稗田川流域=5.8 
稗 田 川 流域 =
（11，5.2） 

矢作川[岩津･米

津] 

幸田町 

広田川（永野）流
域=21， 
須美川流域=4， 
広田川(町役場
付 近 ) 流 域
=10.2， 
相見川流域=9.8 

須 美 川 流域 =
（10，3.7）， 
広田川（町役場
付 近 ） = （ 10 ，
9.1）， 
相 見 川 流域 =
（10，8.8） 

矢作川[岩津] 

西三河北西部 
豊田市西部 
（※2） 

家 下 川 流 域
=8.2， 
巴川流域=40.2， 
安 永 川 流 域
=4.8， 
加 納 川 流 域
=6.5， 

家 下 川 流域 =
（10，7.3）， 
巴川流域=（10，
36.1）， 
安 永 川 流域 =
（10，4.8）， 
加 納 川 流域 =

矢作川[高橋･岩

津], 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

東三河北部 

新城市 

宇 連 川 流 域
=31.2， 
当貝津川流域
=16.9, 
海 老 川 流 域
=18， 
巴川（豊川水系）
流域=15.5， 
巴川(矢作川流
域)=19.8 

－ 

豊川及び豊川放

水路[石田] 

設楽町 

油 戸 川 流 域
=11.1， 
当貝津川流域
=19.6， 
豊川流域=33.3， 
名倉川流域=9.6 

－ 

－ 

東栄町 
大千瀬川流域
=29.7 

－ － 

豊根村 

大 入 川 流 域
=22.7， 
古真立川流域
=14.2 

－ 

－ 

東三河南部 

豊橋市 

神 田 川 流 域
=10.7， 
間川流域=6.6， 
柳 生 川 流 域
=7.5， 
梅 田 川 流 域
=12.8， 
紙 田 川 流 域
=9.5， 
内張川流域=5.4 

間川流域=（12，
5.9）， 
柳 生 川 流域 =
（12，6.7）， 
梅 田 川 流域 =
（12，9.4）， 
内 張 川 流域 =
（12，4.8）， 
豊川流域=（16，
45.3） 

豊川及び豊川放

水路 

[石田･当古･放

水路第１] 

豊川市 

佐 奈 川 流 域
=13.3， 
白川流域=10.5， 
音 羽 川 流 域
=12.6 

－ 

豊川及び豊川放

水路 

[石田･当古･放

水路第１] 

蒲郡市 
西 田 川 流 域
=8.7， 
落合川流域=7.5 

－ 
－ 

田原市 

汐川流域=16.8， 
新 堀 川 流 域
=6.8， 
免々田川流域
=6.2， 

汐川流域=（12，
15.1），天白川流
域=（12，6.3） 

－ 

猿 渡 川 流 域
=8.1， 
逢妻男川流域
=11.7， 
逢妻女川流域
=16.1 

（10，5.8）， 
逢妻男川流域=
（10，11.2）， 
逢妻女川流域=
（10，15.7）， 
矢 作 川 流域 =
（10，58.5） 

田･一ツ木逢妻

川] 

みよし市 境川流域=12.5 － － 

西三河北東部 
豊田市東部 
（※3） 

矢作川流域
=53.1， 
名倉川流域
=20.8， 
巴川流域=33.2， 
阿摺川流域
=13.7， 
大桑川流域
=12.4 

矢 作 川 流域 =
（11，47.7）， 
阿 摺 川 流域 =
（11，12.2）， 
大 桑 川 流域 =
（11，11.1） 

－ 

東三河北部 

新城市 

宇 連 川 流 域
=31.2， 
当貝津川流域
=16.9, 
海 老 川 流 域
=18， 
巴川（豊川水系）
流域=15.5， 
巴川(矢作川流
域)=19.8 

－ 

豊川及び豊川放

水路[石田] 

設楽町 

大 入 川 流 域
=11.1， 
当貝津川流域
=19.6， 
豊川流域=33.3， 
名倉川流域=9.6 

－ 

－ 

東栄町 
大千瀬川流域
=29.7 

－ － 

豊根村 

大 入 川 流 域
=22.7， 
古真立川流域
=14.2 

－ 

－ 

東三河南部 豊橋市 

神 田 川 流 域
=10.7， 
間川流域=6.6， 
柳 生 川 流 域

間川流域=（12，
5.9）， 
柳 生 川 流域 =
（12，6.7）， 

豊川及び豊川放

水路 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

（※1）豊田市西部：豊田市東部の区域を除く 

（※2）豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

天白川流域=6.7 

（※1）複合基準は、（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる

基準値を表す。

（※2）豊田市西部：豊田市東部の区域を除く 

（※3）豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る 

=7.5， 
梅 田 川 流 域
=12.8， 
紙 田 川 流 域
=9.5， 
内張川流域=5.4 

梅 田 川 流域 =
（12，9.4）， 
内 張 川 流域 =
（12，4.8）， 
豊川流域=（16，
45.3） 

[石田･当古･放

水路第１] 

豊川市 

佐 奈 川 流 域
=13.3， 
白川流域=10.5， 
音 羽 川 流 域
=12.6 

－ 

豊川及び豊川放

水路 

[石田･当古･放

水路第１] 

蒲郡市 
西 田 川 流 域
=8.7， 
落合川流域=7.5 

－ 
－ 

田原市 

汐川流域=16.8， 
新 堀 川 流 域
=6.8， 
免々田川流域
=6.2， 
天白川流域=6.7 

汐川流域=（12，
15.1）， 
天 白 川 流域 =
（12，6.3） 

－ 

155 （別表４）洪水注意報基準 

平成２９年７月７日現在 

（別表４）洪水注意報基準 

平成３０年５月３０日現在 

基準の更新 
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市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

流域雨量指数基

準 
複合基準 

指定河川洪水予

報による基準 

尾張東部 

名古屋市 

堀川流域=16.2， 
荒 子 川 流 域
=18.5， 
地 蔵 川 流 域
=8.4， 
香 流 川 流 域
=11.8， 
戸 田 川 流 域
=5.2， 
山 崎 川 流 域
=10.5， 
扇川流域=7.6 

堀川流域=（11，
12.8）， 
荒 子 川 流域 =
（7，16.1）， 
地 蔵 川 流域 =
（7，8.2）， 
香 流 川 流域 =
（7，11.8）， 
戸 田 川 流域 =
（13，2.6）， 
山 崎 川 流域 =
（11，5.9）， 
扇川流域=（7，
7.6）， 
庄 内 川 流域 =
（7，17.6）， 
新川流域=（7，
19.6）， 
矢 田 川 流域 =
（11，17.3）， 
天 白 川 流域 =
（13，9.9）， 
日 光 川 流域 =
（7，24.1）

庄内川[志段味・

枇杷島・瀬古], 

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

瀬戸市 

水 野 川 流 域
=10.4， 
矢 田 川 流 域
=13.8 

水 野 川 流域 =
（7，10.4）， 
矢 田 川 流域 =
（7，13.8）， 
庄 内 川 流域 =
（7，37）

庄内川[志段味] 

春日井市 

内 津 川 流 域
=13.6， 
八 田 川 流 域
=9.1， 
地蔵川流域=9 

内 津 川 流域 =
（10，10.9）， 
八 田 川 流域 =
（6，8.7）， 
地 蔵 川 流域 =
（6，6.4）， 
庄 内 川 流域 =
（8，19.2）

庄内川[志段味] 

犬山市 

五 条 川 流 域
=13.6， 
合 瀬 川 流 域
=4.6， 

五 条 川 流域 =
（7，13.6）， 
合 瀬 川 流域 =
（7，4.6）， 

木曽川中流[犬

山] 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

流域雨量指数基

準 
複合基準(※1)

指定河川洪水予

報による基準 

尾張東部 

名古屋市 

堀川流域=16.2， 
荒 子 川 流 域
=18.5， 
地 蔵 川 流 域
=8.4， 
香 流 川 流 域
=11.8， 
戸 田 川 流 域
=5.2， 
山 崎 川 流 域
=10.5， 
扇川流域=7.6 

堀川流域=（11，
12.8）， 
荒 子 川 流 域 =
（7，16.1）， 
地 蔵 川 流 域 =
（7，8.2）， 
香 流 川 流 域 =
（7，11.8）， 
戸 田 川 流 域 =
（13，2.6）， 
山 崎 川 流 域 =
（11，5.9）， 
扇川流域=（7，
7.6）， 
庄 内 川 流 域 =
（7，17.6）， 
新川流域=（7，
19.6）， 
矢 田 川 流 域 =
（11，17.3）， 
天 白 川 流 域 =
（13，9.9）， 
日 光 川 流 域 =
（7，24.1）

庄内川[志段味・

枇杷島・瀬古], 

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

瀬戸市 

水 野 川 流 域
=10.4， 
矢 田 川 流 域
=13.8 

水 野 川 流 域 =
（7，10.4）， 
矢 田 川 流 域 =
（7，13.8）， 
庄 内 川 流 域 =
（7，37）

庄内川[志段味] 

春日井市 

内 津 川 流 域
=13.6， 
八 田 川 流 域
=9.1， 
地蔵川流域=9 

内 津 川 流 域 =
（10，10.9）， 
八 田 川 流 域 =
（6，8.7）， 
地 蔵 川 流 域 =
（6，6.4）， 
庄 内 川 流 域 =
（8，19.2）

庄内川[志段味] 

犬山市 

五 条 川 流 域
=13.6， 
合 瀬 川 流 域
=4.6， 

五 条 川 流 域 =
（7，13.6）， 
合 瀬 川 流 域 =
（7，4.6）， 

木曽川中流[犬

山] 



愛知県水防計画  

23 

薬 師 川 流 域
=4.9， 
郷瀬川流域=7.4 

薬 師 川 流域 =
（7，4.9）， 
郷 瀬 川 流域 =
（7，7.4）， 
木 曽 川 流域 =
（7，67.6）

小牧市 

大 山 川 流 域
=12.8， 
合瀬川流域=8， 
薬師川流域=6.8 

大 山 川 流域 =
（6，9.4）， 
合 瀬 川 流域 =
（10，6.4）， 
薬 師 川 流域 =
（6，5.8） 

－ 

尾張旭市 
矢 田 川 流 域
=15.1 

矢 田 川 流域 =
（7，15.1）

－ 

豊明市 
正 戸 川 流 域
=5.4， 
皆瀬川流域=6.8 

正 戸 川 流域 =
（7，5.4）， 
皆 瀬 川 流域 =
（7，4.4）

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

日進市 天白川流域=6.8 
天 白 川 流域 =
（6，6.8）

－ 

長久手市 香流川流域=6.8 
香 流 川 流域 =
（7，6.8）

－ 

東郷町 境川流域=10.9 
境川流域=（7，
10.6）

－ 

尾張西部 

一宮市 

五 条 川 流 域
=12.8， 
青 木 川 流 域
=5.7， 
大江用水流域
=9.1， 
光 堂 川 流 域
=3.2， 
野府川流域=3.6 

五 条 川 流域 =
（10，12.8）， 
青 木 川 流域 =
（10，5.7）， 
大江用水流域=
（8，5.5）， 
光 堂 川 流域 =
（6，2），野府川
流域=（6，3），木
曽川流域=（6，
86）， 
日 光 川 流域 =
（10，8） 

木曽川中流[犬

山・笠松], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

津島市 善太川流域=6.7 

善 太 川 流域 =
（10，5.4） 
日 光 川 流域 =
（10，16.5） 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

江南市 
五 条 川 流 域
=14.7，青木川流
域=6.4，日光川

五 条 川 流域 =
（9，11.8）， 
青 木 川 流域 =

木曽川中流[犬

山] 

薬 師 川 流 域
=4.9， 
郷瀬川流域=7.4 

薬 師 川 流 域 =
（7，4.9）， 
郷 瀬 川 流 域 =
（7，7.4）， 
木 曽 川 流 域 =
（7，67.6）

小牧市 

大 山 川 流 域
=12.8， 
合瀬川流域=8， 
薬師川流域=6.8 

大 山 川 流 域 =
（6，9.4）， 
合 瀬 川 流 域 =
（10，6.4）， 
薬 師 川 流 域 =
（6，5.8） 

－ 

尾張旭市 
矢 田 川 流 域
=15.1 

矢 田 川 流 域 =
（7，15.1）

－ 

豊明市 
正 戸 川 流 域
=5.4， 
皆瀬川流域=6.8 

正 戸 川 流 域 =
（7，5.4）， 
皆 瀬 川 流 域 =
（7，4.4）

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

日進市 天白川流域=6.8 
天 白 川 流 域 =
（6，6.8）

－ 

長久手市 香流川流域=6.8 
香 流 川 流 域 =
（7，6.8）

－ 

東郷町 境川流域=10.9 
境川流域=（7，
10.6）

－ 

尾張西部 

一宮市 

五 条 川 流 域
=12.8， 
青 木 川 流 域
=5.7， 
大江用水流域
=9.1， 
光 堂 川 流 域
=3.2， 
野府川流域=3.6 

五 条 川 流 域 =
（10，12.8）， 
青 木 川 流 域 =
（10，5.7）， 
大江用水流域=
（8，5.5）， 
光 堂 川 流 域 =
（6，2）， 
野 府 川 流 域 =
（6，3）， 
木 曽 川 流 域 =
（6，86）， 
日 光 川 流 域 =
（10，8） 

木曽川中流[犬

山・笠松], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

津島市 善太川流域=6.7 

善 太 川 流 域 =
（10，5.4） 
日 光 川 流 域 =
（10，16.5） 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 
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流域=3.2 （5，5）， 
日 光 川 流域 =
（8，1.7） 

稲沢市 

青 木 川 流 域
=11.8， 
大江用水流域
=10.1， 
三 宅 川 流 域
=5.6， 
領 内 川 流 域
=5.6， 
福田川流域=8.5 

青 木 川 流域 =
（10，9.4）， 
三宅川流域=(5，
3.7)， 
領 内 川 流域 =
（8，4.5）， 
福田川流域=(5，
5.3)， 
日 光 川 流域 =
（5，17） 

木曽川中流[笠

松], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

岩倉市 五条川流域=9.9 
五 条 川 流域 =
（10，7.9） 

－ 

愛西市 
善 太 川 流 域
=8.5， 
領内川流域=8.8 

善 太 川 流域 =
（6，5.9）， 
領 内 川 流域 =
（6，8.8）， 
日 光 川 流域 =
（10，15.8） 

木曽川中流[笠

松], 

木曽川下流[木

曽成戸], 

長良川下流[長

良成戸], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

清須市 五条川流域=21 

五 条 川 流域 =
（9，16.9）， 
新川流域=（8，
19.5） 

庄内川[枇杷島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

北名古屋市 

五 条 川 流 域
=10.7，水場川流
域=5.2，合瀬川
流域=9.2 

五 条 川 流域 =
（10，8.6）， 
合 瀬 川 流域 =
（10，7.4）， 
新川流域=（6，
22.2） 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

弥富市 
善 太 川 流 域
=8.1， 
筏川流域=9.6 

善 太 川 流域 =
（6，5.6）， 
筏川流域=（6，
9.6）， 
日 光 川 流域 =
（6，17.8） 

木曽川下流[木

曽成戸], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

江南市 

五 条 川 流 域
=14.7， 
青 木 川 流 域
=6.4， 
日光川流域=3.2 

五 条 川 流 域 =
（9，11.8）， 
青 木 川 流 域 =
（5，5）， 
日 光 川 流 域 =
（8，1.7） 

木曽川中流[犬

山] 

稲沢市 

青 木 川 流 域
=11.8， 
大江用水流域
=10.1， 
三 宅 川 流 域
=5.6， 
領 内 川 流 域
=5.6， 
福田川流域=8.5 

青 木 川 流 域 =
（10，9.4）， 
三宅川流域=(5，
3.7)， 
領 内 川 流 域 =
（8，4.5）， 
福田川流域=(5，
5.3)， 
日 光 川 流 域 =
（5，17） 

木曽川中流[笠

松], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

岩倉市 五条川流域=9.9 
五 条 川 流 域 =
（10，7.9） 

－ 

愛西市 
善 太 川 流 域
=8.5， 
領内川流域=8.8 

善 太 川 流 域 =
（6，5.9）， 
領 内 川 流 域 =
（6，8.8）， 
日 光 川 流 域 =
（10，15.8） 

木曽川中流[笠

松], 

木曽川下流[木

曽成戸], 

長良川下流[長

良成戸], 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

清須市 五条川流域=21 

五 条 川 流 域 =
（9，16.9）， 
新川流域=（8，
19.5） 

庄内川[枇杷島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

北名古屋市 

五 条 川 流 域
=10.7， 
水場川流域=5， 
合瀬川流域=9.2 

五 条 川 流 域 =
（10，8.6）， 
合 瀬 川 流 域 =
（10，7.4）， 
新川流域=（6，
22.2） 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

弥富市 
善 太 川 流 域
=8.1， 
筏川流域=9.6 

善 太 川 流 域 =
（6，5.6）， 
筏川流域=（6，
9.6）， 
日 光 川 流 域 =

木曽川下流[木

曽成戸], 
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あま市 

五 条 川 流 域
=19.7， 
蟹 江 川 流 域
=10.9， 
福田川流域=9.6 

五 条 川 流域 =
（9，15.8）， 
蟹 江 川 流域 =
（6，8.6）， 
福 田 川 流域 =
（6，8.2）， 
新川流域=（6，
28.1） 

庄内川[枇杷島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

豊山町 
大 山 川 流 域
=17.2 

大 山 川 流域 =
（10，13.8） 

－ 

大口町 五条川流域=14 
五 条 川 流域 =
（10，11.2） 

－ 

扶桑町 青木川流域=3.5
青 木 川 流域 =
（5，3.5） 

木曽川中流[犬

山] 

大治町 
福 田 川 流 域
=10.3 

福 田 川 流域 =
（6，8.8）， 
庄 内 川 流域 =
（6，25.4）， 
新川流域=（6，
27） 

庄内川[枇杷島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

蟹江町 

福 田 川 流 域
=8.1， 
蟹 江 川 流 域
=10.4 

蟹 江 川 流域 =
（10，8.1） 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬] 

飛島村  
日 光 川 流域 =
（6，28.6） 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬] 

知多地域 

半田市 

阿久比川流域

=15， 

神戸川流域=8

阿久比川流域=

（8，13.2）， 

神 戸 川 流域 =

（8，7.1）

－ 

常滑市 

稲 早 川 流 域

=5.7， 

矢 田 川 流 域

=9.9， 

前山川流域=6.7

稲 早 川 流域 =

（11，4.6）， 

矢 田 川 流域 =

（7，7.8）， 

前 山 川 流域 =

（7，6.7）

－ 

（6，17.8） 愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅･古瀬] 

あま市 

五 条 川 流 域
=19.7， 
蟹 江 川 流 域
=10.9， 
福田川流域=9.6 

五 条 川 流 域 =
（9，15.8）， 
蟹 江 川 流 域 =
（6，8.6）， 
福 田 川 流 域 =
（6，8.2）， 
新川流域=（6，
28.1） 

庄内川[枇杷島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

豊山町 
大 山 川 流 域
=17.2 

大 山 川 流 域 =
（10，13.8） 

－ 

大口町 五条川流域=14 
五 条 川 流 域 =
（10，11.2） 

－ 

扶桑町 青木川流域=3.3
青 木 川 流 域 =
（5，3.3） 

木曽川中流[犬

山] 

大治町 
福 田 川 流 域
=10.3 

福 田 川 流 域 =
（6，8.8）， 
庄 内 川 流 域 =
（6，25.4）， 
新川流域=（6，
27） 

庄内川[枇杷島], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

蟹江町 

福 田 川 流 域
=8.1， 
蟹 江 川 流 域
=10.4 

蟹 江 川 流 域 =
（10，8.1） 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬] 

飛島村  
日 光 川 流 域 =
（6，28.6） 

愛知県日光川水

系 日光川[戸

苅・古瀬] 

知多地域 

半田市 

阿久比川流域

=15， 

神戸川流域=8

阿久比川流域=

（8，13.2）， 

神 戸 川 流 域 =

（8，7.1）

－ 

常滑市 

稲 早 川 流 域

=5.7， 

矢 田 川 流 域

=9.9， 

前山川流域=6.7

稲 早 川 流 域 =

（11，4.6）， 

矢 田 川 流 域 =

（7，7.8）， 

前 山 川 流 域 =

－ 
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東海市 大田川流域=8.1
大 田 川 流域 =

（6，8.1）

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川] 

大府市 

五 ヶ村川流域

=7.4， 

石ヶ瀬川（鞍流

瀬川）流域=10， 

皆 瀬 川 流 域

=8.1， 

石 ヶ瀬川流域

=5.7

五ヶ村川流域=

（8，7.4）， 

石ヶ瀬川（鞍流

瀬川）流域=（8，

10）， 

皆 瀬 川 流域 =

（8，8.1）， 

石ヶ瀬川流域=

（8，5.7） 

境川流域=（13，

17.3）

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

知多市 信濃川流域=5.9
信 濃 川 流域 =

（7，5.9）

－ 

阿久比町 
阿久比川流域
=8.4 

阿久比川流域
=(7，8.4) 

－ 

東浦町 

五 ヶ村川流域

=14.7， 

明徳寺川流域

=7， 

石 ヶ瀬川流域
=10.6 

五ヶ村川流域=

（8，14.7）， 

明徳寺川流域=

（8，7）， 

石ヶ瀬川流域=
（8，10.6） 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

南知多町 内海川流域=8.4 － － 

美浜町 稲早川流域=7.8 
稲 早 川 流域 =
（7，7.8） 

－ 

武豊町 堀川流域=8.1 
堀川流域=（7，
7.1） 

－ 

西三河南部 岡崎市 

広 田 川 流 域
=16.9， 
鹿乗川流域=6， 
乙川流域=22.8， 
占 部 川 流 域
=8.3， 
砂川流域=3.2， 
伊賀川流域=4 

広 田 川 流域 =
（6，16.9）， 
鹿 乗 川 流域 =
（8，3.3）， 
乙川流域=（10，
18.2）， 
占 部 川 流域 =
（6，7.7）， 

矢作川[高橋・岩

津] 

（7，6.7）

東海市 大田川流域=8.1
大 田 川 流 域 =

（6，8.1）

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川] 

大府市 

五 ヶ村川流域

=7.4， 

鞍流瀬川流域

=10， 

皆 瀬 川 流 域

=8.1， 

石 ヶ瀬川流域

=5.7

五ヶ村川流域=

（8，7.4）， 

鞍流瀬川流域=

（8，10）， 

皆 瀬 川 流 域 =

（8，8.1）， 

石ヶ瀬川流域=

（8，5.7） 

境川流域=（13，

17.3）

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻

川] 

知多市 信濃川流域=5.9
信 濃 川 流 域 =

（7，5.9）

－ 

阿久比町 
阿久比川流域
=8.4 

阿久比川流域
=(7，8.4) 

－ 

東浦町 

五 ヶ村川流域

=14.7， 

明徳寺川流域

=7， 

石 ヶ瀬川流域
=10.6 

五ヶ村川流域=

（8，14.7）， 

明徳寺川流域=

（8，7）， 

石ヶ瀬川流域=
（8，10.6） 

愛知県境川水系

境川･逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

南知多町 内海川流域=8.4 － － 

美浜町 稲早川流域=7.8 
稲 早 川 流 域 =
（7，7.8） 

－ 

武豊町 堀川流域=8.1 
堀川流域=（7，
7.1） 

－ 

西三河南部 岡崎市 

広 田 川 流 域
=16.9， 
鹿乗川流域=6， 
乙川流域=22.8， 
占 部 川 流 域
=8.3， 
砂川流域=3.2， 

広 田 川 流 域 =
（6，16.9）， 
鹿 乗 川 流 域 =
（8，3.3）， 
乙川流域=（10，
18.2）， 
占 部 川 流 域 =

矢作川[高橋・岩

津] 
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砂川流域=（10，
2.6）， 
伊 賀 川 流域 =
（6，3.3）， 
矢 作 川 流域 =
（9，70） 

碧南市 
蜆川流域=3.9， 
長田川流域=9.6 

蜆川流域=（7，
3.7）， 
長 田 川 流域 =
（9，5.9） 

矢作川[米津] 

刈谷市 
猿 渡 川 流 域
=13.3， 
発抗川流域=6.6 

猿 渡 川 流域 =
（8，12.9）， 
発 抗 川 流域 =
（8，5.3）， 
境川流域=（8，
16.8）， 
逢 妻 川 流域 =
（8，15.4） 

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

安城市 

鹿 乗 川 流 域
=9.9， 
西鹿乗川流域
=6.4， 
猿 渡 川 流 域
=10.2， 
長田川流域=9， 
半場川流域=5 

鹿 乗 川 流域 =
（7，7.7）， 
西鹿乗川流域=
（11，5.2）， 
猿 渡 川 流域 =
（7，10.2）， 
長 田 川 流域 =
（9，5.5）， 
半 場 川 流域 =
（7，4.6）， 
矢 作 川 流域 =
（11，47.6） 

矢作川[岩津] 

西尾市 

矢作古川流域
=4， 
北 浜 川 流 域
=8.4， 
広 田 川 流 域
=19.1， 
矢 崎 川 流 域
=6.9， 
朝鮮川流域=5.3 

北 浜 川 流域 =
（5，6.5）， 
矢 崎 川 流域 =
（5，6.6）， 
矢 作 川 流域 =
（5，74.8） 

矢作川[岩津・米

津] 

知立市 猿渡川流域=9.6 

猿 渡 川 流域 =
（8，9.6）， 
逢 妻 川 流域 =
（8，19.3） 

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

高浜市 高浜川流域=4.4 
高 浜 川 流域 =
（7，4.4） 

－ 

伊賀川流域=4 （6，7.7）， 
砂川流域=（10，
2.6）， 
伊 賀 川 流 域 =
（6，3.3）， 
矢 作 川 流 域 =
（9，70） 

碧南市 
蜆川流域=3.9， 
長田川流域=9.6 

蜆川流域=（7，
3.7）， 
長 田 川 流 域 =
（9，5.9） 

矢作川[米津] 

刈谷市 
猿 渡 川 流 域
=13.3， 
発抗川流域=6.6 

猿 渡 川 流 域 =
（8，12.9）， 
発 抗 川 流 域 =
（8，5.3）， 
境川流域=（8，
16.8）， 
逢 妻 川 流 域 =
（8，15.4） 

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

安城市 

鹿 乗 川 流 域
=9.9， 
西鹿乗川流域
=6.4， 
猿 渡 川 流 域
=10.2， 
長田川流域=9， 
半場川流域=5 

鹿 乗 川 流 域 =
（7，7.7）， 
西鹿乗川流域=
（11，5.2）， 
猿 渡 川 流 域 =
（7，10.2）， 
長 田 川 流 域 =
（9，5.5）， 
半 場 川 流 域 =
（7，4.6）， 
矢 作 川 流 域 =
（11，47.6） 

矢作川[岩津] 

西尾市 

矢作古川流域
=4， 
北 浜 川 流 域
=8.4， 
広 田 川 流 域
=19.1， 
矢 崎 川 流 域
=6.9， 
朝鮮川流域=5.3 

北 浜 川 流 域 =
（5，6.5）， 
矢 崎 川 流 域 =
（5，6.6）， 
矢 作 川 流 域 =
（5，74.8） 

矢作川[岩津・米

津] 

知立市 猿渡川流域=9.6 

猿 渡 川 流 域 =
（8，9.6）， 
逢 妻 川 流 域 =
（8，19.3） 

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 
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幸田町 

広田川（永野）流
域=16.8， 
須 美 川 流 域
=3.2， 
広田川（町役場
付近）流域=8.1， 
相見川流域=7.8 

須 美 川 流域 =
（6，3.2）， 
広田川（町役場
付近）流域=（6，
8.1）， 
相 見 川 流域 =
（6，7.1） 

－ 

西三河北西部 

豊田市西部 
（※1） 

家 下 川 流 域
=6.5， 
巴川流域=32.1， 
安 永 川 流 域
=3.8， 
加 納 川 流 域
=5.2， 
猿 渡 川 流 域
=6.5， 
逢妻男川流域
=9.4， 
逢妻女川流域
=12.9 

家 下 川 流域 =
（6，6.5）， 
巴川流域=（10，
25.7）， 
安 永 川 流域 =
（6，3.8）， 
加 納 川 流域 =
（10，4.2）， 
猿 渡 川 流域 =
（6，6.5）， 
逢妻男川流域=
（6，9.4）， 
逢妻川女川流域
=（6，12.9）， 
矢 作 川 流 域
=(10，41.6) 

矢作川[高橋・岩

津], 

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

みよし市 境川流域=10 
境川流域=（7，
10） 

－ 

西三河北東部 
豊田市東部 
（※2） 

矢作川流域
=42.4， 
名倉川流域
=16.6， 
巴川流域=31， 
阿摺川流域
=10.8， 
大桑川流域=9.9 

矢 作 川 流域 =
（11，33.9）， 
名 倉 川 流域 =
（11，13.3）， 
巴川流域=（13，
30.5）， 
阿 摺 川 流域 =
（11，8.6）， 
大 桑 川 流域 =
（11，7.9） 

－ 

東三河北部 

新城市 

宇 連 川 流 域
=24.9， 
当貝津川流域
=13.4， 
海 老 川 流 域
=14.4， 
巴川（豊川水系）
流域=12.4， 
巴川（矢作川水
系）流域=15.8 

当貝津川流域=
（13，10.8）， 
海 老 川 流域 =
（7，14.4）， 
巴川（矢作川水
系）流域=（12，
12.6）， 
豊川流域=（12，
37.8） 

豊川及び豊川放

水路[石田] 

設楽町 
油 戸 川 流 域
=8.8， 

当貝津川流域=
（13，12.5） 

－ 

高浜市 稗田川流域=4.4 
稗 田 川 流 域 =
（7，4.4） 

－ 

幸田町 

広田川（永野）流
域=16.8， 
須 美 川 流 域
=3.2， 
広田川（町役場
付近）流域=8.1， 
相見川流域=7.8 

須 美 川 流 域 =
（6，3.2）， 
広田川（町役場
付近）流域=（6，
8.1）， 
相 見 川 流 域 =
（6，7.1） 

－ 

西三河北西部 

豊田市西部 
（※2） 

家 下 川 流 域
=6.5， 
巴川流域=32.1， 
安 永 川 流 域
=3.8， 
加 納 川 流 域
=5.2， 
猿 渡 川 流 域
=6.5， 
逢妻男川流域
=9.4， 
逢妻女川流域
=12.9 

家 下 川 流 域 =
（6，6.5）， 
巴川流域=（10，
25.7）， 
安 永 川 流 域 =
（6，3.8）， 
加 納 川 流 域 =
（10，4.2）， 
猿 渡 川 流 域 =
（6，6.5）， 
逢妻男川流域=
（6，9.4）， 
逢妻川女川流域
=（6，12.9）， 
矢 作 川 流 域
=(10，41.6) 

矢作川[高橋・岩

津], 

愛知県境川水系

境川・逢妻川[泉

田・一ツ木逢妻

川] 

みよし市 境川流域=10 
境川流域=（7，
10） 

－ 

西三河北東部 
豊田市東部 
（※3） 

矢作川流域
=42.4， 
名倉川流域
=16.6， 
巴川流域=26.5， 
阿摺川流域
=10.8， 
大桑川流域=9.9 

矢 作 川 流 域 =
（11，33.9）， 
名 倉 川 流 域 =
（11，13.3）， 
巴川流域=（13，
26.5）， 
阿 摺 川 流 域 =
（11，8.6）， 
大 桑 川 流 域 =
（11，7.9） 

－ 

東三河北部 新城市 

宇 連 川 流 域
=24.9， 
当貝津川流域
=13.4， 
海 老 川 流 域
=14.4， 
巴川（豊川水系）
流域=12.4， 
巴川（矢作川水
系）流域=15.8 

当貝津川流域=
（13，10.8）， 
海 老 川 流 域 =
（7，14.4）， 
巴川（矢作川水
系）流域=（12，
12.6）， 
豊川流域=（12，
37.8） 

豊川及び豊川放

水路[石田] 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

（※1）豊田市西部：豊田市東部の区域を除く 

（※2）豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

当貝津川流域
=15.6， 
豊川流域=26.6， 
名倉川流域=7.6 

東栄町 
大千瀬川流域
=23.7 

－ － 

豊根村 

大 入 川 流 域
=18.1， 
古真立川流域
=11.3 

－ 

－ 

東三河南部 

豊橋市 

神 田 川 流 域
=8.5， 
間川流域=5.2， 
柳生川流域=6， 
梅 田 川 流 域
=10.2， 
紙 田 川 流 域
=7.6， 
内張川流域=4.3 

間川流域=（12，
5.2）， 
柳 生 川 流域 =
（8，6）， 
梅 田 川 流域 =
（10，6.6）， 
紙 田 川 流域 =
（8，7.4）， 
内 張 川 流域 =
（8，4.3）， 
豊川流域=（13，
35.8） 

豊川及び豊川放

水路[石田・当

古・放水路第１] 

豊川市 

佐 奈 川 流 域
=10.6， 
白川流域=8.4， 
音羽川流域=10 

佐 奈 川 流域 =
（6，10.6）， 
豊川流域=（6，
49.3） 

豊川及び豊川放

水路 

[石田・当古・放

水路第１] 

蒲郡市 
西田川流域=7， 
落合川流域=6 

落 合 川 流域 =
（6，6） 

－ 

田原市 

汐川流域=8.4， 
新 堀 川 流 域
=5.4， 
免々田川流域
=4.9， 
天白川流域=5.3 

汐川流域=（12，
5.6）， 
新 堀 川 流域 =
（12，4.3）， 
免々田川流域=
（12，3.9）， 
天 白 川 流域 =
（7，4.8） 

－ 

（※1）複合基準は、（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる

基準値を表す。 

（※2）豊田市西部：豊田市東部の区域を除く 

（※3）豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

設楽町 

大 入 川 流 域
=8.8， 
当貝津川流域
=15.6， 
豊川流域=26.6， 
名倉川流域=7.6 

当貝津川流域=
（13，12.5） 

－ 

東栄町 
大千瀬川流域
=23.7 

－ － 

豊根村 

大 入 川 流 域
=18.1， 
古真立川流域
=11.3 

－ 

－ 

東三河南部 

豊橋市 

神 田 川 流 域
=8.5， 
間川流域=5.2， 
柳生川流域=6， 
梅 田 川 流 域
=10.2， 
紙 田 川 流 域
=7.6， 
内張川流域=4.3 

間川流域=（12，
5.2）， 
柳 生 川 流 域 =
（8，6）， 
梅 田 川 流 域 =
（10，6.6）， 
紙 田 川 流 域 =
（8，7.4）， 
内 張 川 流 域 =
（8，4.3）， 
豊川流域=（13，
35.8） 

豊川及び豊川放

水路[石田・当

古・放水路第１] 

豊川市 

佐 奈 川 流 域
=10.6， 
白川流域=8.4， 
音羽川流域=10 

佐 奈 川 流 域 =
（6，10.6）， 
豊川流域=（6，
49.3） 

豊川及び豊川放

水路[石田・当

古・放水路第１] 

蒲郡市 
西田川流域=7， 
落合川流域=6 

落 合 川 流 域 =
（6，6） 

－ 

田原市 

汐川流域=8.4， 
新 堀 川 流 域
=5.4， 
免々田川流域
=4.9， 
天白川流域=5.3 

汐川流域=（12，
5.6）， 
新 堀 川 流 域 =
（12，4.3）， 
免々田川流域=
（12，3.9）， 
天 白 川 流 域 =
（7，4.8） 

－ 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

第二節 水防に関連する予報・警報の伝達 第二節 水防に関連する予報・警報の伝達

163 １ 気象、高潮及び洪水に関する警報等伝達系統図（愛知県及び市町村部

分のみ）

１ 気象、高潮及び洪水に関する警報等伝達系統図（愛知県及び市町村部

分のみ）

表記の整理 

第七章 水防警報 第七章 水防警報

170 第三節 水防警報を発する基準 第三節 水防警報を発する基準 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

１ 水防警報の対象水位（潮位）観測所及び発令基準

(2) 知事が水防警報を行う河川 

河 

川 

名

観 測

所 名 

所 在

地

（ 位

置 ） 

水防団 

待機水位 

（通報水

位） 

氾 濫 

注意水位 

（警戒水

位） 

出 動 

水 位 

氾 濫 

危険水位 

堤 防

高 

上：左

岸 

下：右

岸 

発表者

(量水標管

理者)

対 象

団 体

（略） 

八田川 味 美 

春 日

井 市

味 美

町 ３

丁目 

( 右

岸 合

流 点

か ら

2.4k

m） 

3.90 4.50 4.70 5.55 
6.66 

6.66 

尾 張 建

設 事 務

所長 

名 古

屋市・

春 日

井市・

北 名

古 屋

市・豊

山町

（略） 

１ 水防警報の対象水位（潮位）観測所及び発令基準

(2) 知事が水防警報を行う河川 

河 

川 

名

観 測

所 名 

所 在

地

（ 位

置 ） 

水防団 

待機水位 

（通報水

位） 

氾 濫 

注意水位 

（警戒水

位） 

出 動 

水 位 

氾 濫 

危険水位 

堤 防

高 

上：左

岸 

下：右

岸 

発表者

(量水標管

理者)

対 象

団 体

（略） 

八田川 味 美 

春 日

井 市

味 美

町 ３

丁目 

( 右

岸 合

流 点

か ら

2.4k

m） 

3.90 4.50 4.70 5.55 
6.66 

6.66 

尾 張 建

設 事 務

所長 

名 古

屋市・

春 日

井市 

（略） 

表記の整理、

伝達経路との

整合 

171 第四節 水防警報伝達系統

１ 国土交通大臣が水防警報を行う河川

 図中：愛知県防災局災害対策課 

２ 知事が水防警報を行う河川及び海岸

図中：愛知県防災局災害対策課 

   愛知県建設部河川課 

第四節 水防警報伝達系統

１ 国土交通大臣が水防警報を行う河川

図中：愛知県防災安全局防災部災害対策課 

２ 知事が水防警報を行う河川及び海岸

図中：愛知県防災安全局防災部災害対策課 

   愛知県建設局河川課 

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

179 第五節 水防警報発表受報様式

２ 河川水防警報知事発表様式

第五節 水防警報発表受報様式

２ 河川水防警報知事発表様式

新元号に伴う

修正 



愛知県水防計画  

32 

頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

３ 海岸水防警報知事発表受報様式

４ 津波水防警報知事発表受報様式

様式中：平成

３ 海岸水防警報知事発表受報様式

４ 津波水防警報知事発表受報様式

様式中：令和

第八章 洪水予報 第八章 洪水予報

187 第四節 洪水予報の種類等と発表基準

１ 木曽川、長良川、庄内川※）、矢作川、豊川及び豊川放水路、新川、

天白川、日光川、境川及び逢妻川

※）庄内川と矢田川の洪水予報は、[庄内川洪水予報]の名称により一体で運用さ

れている。

種類 情報名 発表基準

「洪水警報（発表）」

又は

「洪水警報」

「氾濫発生情報」 （略）

「氾濫危険情報」 （略）

「氾濫警戒情報」 （略）

「洪水注意報（発表)」
又は

「洪水注意報」

「氾濫注意情報」 （略）

「洪水注意報

（警報解除）」

「氾濫注意情報

（警戒情報解除）」

（略）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 （略）

第四節 洪水予報の種類等と発表基準

１ 木曽川、長良川、庄内川※）、矢作川、豊川及び豊川放水路、新川、

天白川、日光川、境川及び逢妻川

※）庄内川と矢田川の洪水予報は、[庄内川洪水予報]の名称により一体で運用さ

れている。

種類 情報名 発表基準

「洪水警報（発表）」

又は

「洪水警報」

「氾濫発生情報」

【警戒レベル５相当情

報（洪水）】

（略）

「氾濫危険情報」

【警戒レベル４相当情

報（洪水）】

（略）

「氾濫警戒情報」

【警戒レベル３相当情

報（洪水）】

（略）

「洪水注意報（発表)」
又は

「洪水注意報」

「氾濫注意情報」

【警戒レベル２相当情

報（洪水）】

（略）

「洪水注意報

（警報解除）」

「氾濫注意情報

（警戒情報解除）」

（略）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 （略）

「避難勧告等

に関するガイ

ドライン」の

改訂に伴う洪

水予報発表文

例の変更 

188 第五節 洪水予報伝達系統 

１ 国土交通大臣が指定した河川

２ 知事が指定した河川

図中：愛知県防災局災害対策課 

第五節 洪水予報伝達系統 

１ 国土交通大臣が指定した河川

２ 知事が指定した河川

 図中：愛知県防災安全局防災部災害対策課 

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

190 第五節 洪水予報伝達系統 

１ 国土交通大臣が指定した河川

(5) 矢作川 

第五節 洪水予報伝達系統 

１ 国土交通大臣が指定した河川

(5) 矢作川

伝達系統の見

直し 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

193 第六節 洪水予報発表文例 第六節 洪水予報発表文例
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

「避難勧告等

に関するガイ

ドライン」の

改訂に伴う洪

水予報発表文

例の変更 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

（見出し）

（主　文）

（雨量）

所により1時間に○ミリの雨が降っています。

今後もこの雨は当分この状態が降り続く見込みです。

天白川流域

（水位）

愛知県天白川水系　天白川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

(参考資料)
(単位:水位(m)又は流量(m3/s))

レベル４

氾濫危険水位
※

レベル３

避難判断水位
※

レベル２

氾濫注意水位

レベル１

水防団待機水位

氾濫が発生した場合

の浸水想定区域

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の

　　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル

レベル５

レベル４

レベル３ 避難の必要も含めて氾濫に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団が体制を整える段階

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

問い合わせ先
水位関係：愛知県尾張建設事務所　維持管理課　電話：052-961-4421
気象関係：気象庁　名古屋地方気象台　電話：052-751-0909

氾濫危険水位から氾濫発生まで
いつ氾濫してもおかしくない状態

避難していない住民への対応を求める段階

避難判断水位から氾濫危険水位まで

氾濫注意水位から避難判断水位まで

水防団待機水位から氾濫注意水位まで

川の防災情報

気象庁ホームページ

パソコンから 携帯電話から

http://www.kasen-owari.jp/

http://www.jma.go.jp/
http://www.kasen-owari.jp/m/

受け持ち区間

天白川

2.90

氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階

水位 求める行動の段階

3.90

3.50

名古屋市

6.20

○日○時○分の予測

観測所名

天白川

水位観測所

水位のグラフは各水位間を按分したものです。
レベル４については、はん濫危険水位と計画高水位を按分しており、はん濫危険水位＝計画高水位の場合は最大になります。

レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３

天白川
水位観測所
（名古屋市）

○日○時○分の状況

○日○時○分の予測

天白川の天白川水位観測所（名古屋市）では、○日○時○分頃に、氾濫注意水位（レベル
２）に達しました。水位はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意してくださ
い。

流域
○日○時○分～○日○時○分

までの流域平均雨量
○日○時○分～○日○時○分
までの流域平均雨量の見込み

○○ミリ ○○ミリ

愛知県天白川水系　天白川では、氾濫注意水位（レベル２）に到達、水位はさ
らに上昇

愛知県天白川水系　天白川氾濫注意情報
愛知県天白川水系 天白川洪水予 報第 1号
洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時 ○ 分

愛知県尾張建設事務所・名古屋地方気象台　共同発表

（見出し）

（主　文）

（雨量）

多いところで1時間に○ミリの雨が降っています。

この雨は当分この状態が続くでしょう。

天白川流域

（水位）

愛知県天白川水系　天白川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

(参考資料)
(単位:水位(m))

レベル４水位

氾濫危険水位
※

レベル３水位

避難判断水位
※

レベル２水位

氾濫注意水位

レベル１水位

水防団待機水位

氾濫が発生した場合

の浸水想定区域

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の

　　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル

レベル５

レベル４

レベル３ 避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団が体制を整える段階

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階

問い合わせ先
水位関係：愛知県尾張建設事務所　維持管理課　電話：052-961-4421
気象関係：気象庁　名古屋地方気象台　電話：052-751-0909

氾濫危険水位から氾濫発生まで
いつ氾濫してもおかしくない状態

避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

避難判断水位から氾濫危険水位まで

氾濫注意水位から避難判断水位まで

水防団待機水位から氾濫注意水位まで

川の防災情報

気象庁ホームページ

パソコンから 携帯電話から

http://www.kasen-owari.jp/

https://www.jma.go.jp/
http://www.kasen-owari.jp/m/

受け持ち区間

天白川

水位

3.95

2.90

求める行動の段階

水位のグラフは各水位間を按分したものです。

水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最大になります。
なお、水位の予測値は前30分間の最大値を示しています。

6.05

4.90

観測所名

天白川

水位観測所

名古屋市

天白川
水位観測所
（名古屋市）

○日○時○分の状況

○日○時○分の予測

○日○時○分の予測

レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

○○ミリ ○○ミリ

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３

【警戒レベル２相当情報［洪水］】愛知県天白川水系　天白川では、氾濫注意
水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

【警戒レベル２相当】天白川の天白川水位観測所（名古屋市）では、○日○時○分頃に、
「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報
に注意して下さい。

流域
○日○時○分～○日○時○分

までの流域平均雨量
○日○時○分～○日○時○分
までの流域平均雨量の見込み

洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

愛知県天白川水系　天白川氾濫注意情報
愛 知 県天白川水系 天白川洪水予 報第 1号

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時 ○ 分

愛知県尾張建設事務所・名古屋地方気象台　共同発表
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

（見出し）

（主　文）

（雨量）

所により1時間に○ミリの雨が降っています。

今後もこの雨は降り続く見込みです。

（水位）

愛知県境川水系　境川・逢妻川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

(参考資料)
(単位:水位(m)又は流量(m3/s))

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の

　　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル

レベル５

レベル４

レベル３ 避難の必要も含めて氾濫に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団が体制を整える段階

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

問い合わせ先
水位関係：愛知県知立建設事務所　維持管理課　電話：0566-82-3111
気象関係：気象庁　名古屋地方気象台　電話：052-751-0909

水防団待機水位から氾濫注意水位まで

川の防災情報

気象庁ホームページ

パソコンから 携帯電話から

http://www.kasen-owari.jp/

http://www.jma.go.jp/
http://www.kasen-owari.jp/m/

氾濫注意水位から避難判断水位まで

氾濫が発生した場合の浸

水想定区域

水位 求める行動の段階

氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階

氾濫危険水位から氾濫発生まで
いつ氾濫してもおかしくない状態

避難していない住民への対応を求める段階

避難判断水位から氾濫危険水位まで

受け持ち区間

境川 逢妻川

レベル２

氾濫注意水位
4.10 3.30

レベル１

水防団待機水位
3.30 2.60

レベル４

氾濫危険水位※ 5.70 4.70

レベル３

避難判断水位※ 4.80 4.00

水位のグラフは各水位間を按分したものです。

レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最大になります。

観測所名

泉田

水位観測所

一ツ木逢妻川

水位観測所

刈谷市 刈谷市

泉田
水位観測所
（刈谷市）

○日○時○分の状況

○日○時○分の予測

○日○時○分の予測

一ツ木逢妻川
水位観測所
（刈谷市）

○日○時○分の状況

○日○時○分の予測

○日○時○分の予測

レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

レベル３

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２

境川の泉田水位観測所（刈谷市）では、○日○時○分頃に、氾濫注意水位（レベル２）に達しました。水位
はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意してください。
逢妻川の一ツ木逢妻川水位観測所（刈谷市）では、○日○時○分頃に、氾濫注意水位（レベル２）に達しま
した。水位はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意してください。

流域
○日○時○分～○日○時○分

までの流域平均雨量
○日○時○分～○日○時○分
までの流域平均雨量の見込み

境川・逢妻川流域 ○○ミリ ○○ミリ

愛知県境川水系　境川・逢妻川では、氾濫注意水位（レベル２）に到達、水位は
さらに上昇

愛知県境川水系　境川・逢妻川氾濫注意情報

愛知県境川水系 境川・逢妻川洪水予報第1号

洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時 ○ 分

愛知県知立建設事務所・名古屋地方気象台　共同発表

（見出し）

（主　文）

（雨量）

多いところで1時間に○ミリの雨が降っています。

この雨は当分この状態が続くでしょう。

（水位）

愛知県境川水系　境川・逢妻川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

○.○○　-

(参考資料)
(単位:水位(m))

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の

　　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル

レベル５

レベル４

レベル３ 避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団が体制を整える段階

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

川の防災情報

気象庁ホームページ

逢妻川

氾濫水への警戒を求める段階

境川

携帯電話から

http://www.kasen-owari.jp/

https://www.jma.go.jp/
http://www.kasen-owari.jp/m/

水位

5.20 4.80

4.65 4.00

泉田
水位観測所
（刈谷市）

一ツ木逢妻川
水位観測所
（刈谷市）

観測所名

レベル４水位

氾濫危険水位※

レベル３水位

避難判断水位※

問い合わせ先
水位関係：愛知県知立建設事務所　維持管理課　電話：0566-82-3227
気象関係：気象庁　名古屋地方気象台　電話：052-751-0909

【警戒レベル２相当】境川の泉田水位観測所（刈谷市）では、○日○時○分頃に、「氾濫注意
水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意して下さ
い。
逢妻川の一ツ木逢妻川水位観測所（刈谷市）では、○日○時○分頃に、「氾濫注意水位（レベ
ル２）」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意して下
さい。

愛知県境川水系 境川・逢妻川洪水予報第1号

洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 時 ○ 分

愛知県知立建設事務所・名古屋地方気象台　共同発表

【警戒レベル２相当情報［洪水］】愛知県境川水系　境川・逢妻川では、氾濫注
意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

水位のグラフは各水位間を按分したものです。

水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最大になります。

○日○時○分の状況

氾濫危険水位から氾濫発生まで
いつ氾濫してもおかしくない状態

避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

避難判断水位から氾濫危険水位まで

氾濫注意水位から避難判断水位まで

水防団待機水位から氾濫注意水位まで

パソコンから

境川・逢妻川流域

求める行動の段階

氾濫の発生以降

3.35

3.10 2.70

レベル２水位

氾濫注意水位

レベル１水位

水防団待機水位

受け持ち区間

氾濫が発生した場合の浸

水想定区域

3.85

避難
判断

氾濫
危険

○日○時○分の状況

○日○時○分の予測

○日○時○分の予測

○日○時○分の予測

○日○時○分の予測

泉田

水位観測所

一ツ木逢妻川

水位観測所

刈谷市 刈谷市

○日○時○分～○日○時○分
までの流域平均雨量の見込み

愛知県境川水系　境川・逢妻川氾濫注意情報

○○ミリ ○○ミリ

水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３

○日○時○分～○日○時○分
までの流域平均雨量

流域

観測所名

レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意
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197 （別紙）

【説明】 

本書は、洪水予報指定河川にかかる洪水のおそれがある状況について、水

防法第１１条第１項の規定に基づき水防管理団体（市町村・水防事務組合

等）及び関係機関に通知するとともに、同法第１３条の４の規定に基づき

関係市町村長に通知するものです。 

【関係法令】 

水防法（昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定

した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずる

おそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認

められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示し

て直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通

知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させなければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象

庁長官に協議するものとする。 

（関係市町村長への通知）  

第十三条の四 第十条第二項若しくは前条第一項の規定により通知をし

た国土交通大臣又は第十一条第一項若しくは前条第二項の規定により通

知をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項 の規定による

避難のための立退きの勧告若しくは指示又は同条第三項の規定による屋

内での待避等の安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長

にその通知に係る事項を通知しなければならない。 

災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号） 

（市町村長の避難の指示等）  

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の

生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必

（別紙） 

【説明】 

本書は、洪水予報指定河川にかかる洪水のおそれがある状況について、水

防法第１１条第１項の規定に基づき水防管理団体（市町村・水防事務組合

等）及び関係機関に通知するとともに、同法第１３条の４の規定に基づき

関係市町村長に通知するものです。 

【関係法令】 

水防法（昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定

した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずる

おそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認

められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示し

て直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通

知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させなければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象

庁長官に協議するものとする。 

（関係市町村長への通知）  

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知

をした国土交通大臣又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二

第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対策基

本法第六十条第一項 の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指

示又は同条第三項の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示の

判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなけれ

ばならない。 

災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号） 

（市町村長の避難の指示等）  

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の

表記の整理 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在

者その他の者（以下「居住者等」という。）に対し、避難のための立退きを

勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のため

の立退きを指示することができる。 

２ 以下 略 

生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必

要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対

し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これ

らの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。 

２ 以下 略 

第九章 水位情報の周知 第九章 水位情報の周知

201 第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 「避難勧告等

に関するガイ

ドライン」の

改訂に伴う表

記の変更 

199 第四節 水位情報伝達系統

１ 知事が水位情報の周知を行う河川

 図中：愛知県防災局災害対策課 

   愛知県建設部河川課 

第四節 水位情報伝達系統

１ 知事が水位情報の周知を行う河川

図中：愛知県防災安全局防災部災害対策課 

   愛知県建設局河川課 

愛知県の組織

再編に伴う修

正 

209 第五節 水位情報等発表文例 第五節 水位情報等発表文例 「避難勧告等

に関するガイ

ドライン」の

改訂に伴う水

位情報等発表

文例の変更 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

第十章 水防活動 第十章 水防活動

第四節 水こう門・防潮扉・排水ポンプ場・ダム・ため池等の操作

（略） 

１ 水門、こう門、樋門、防潮扉及び角落し

（１）樋門、水門、防潮扉及び角落しの管理要領 

第１ （目的） 

この要領は、知事が管理する樋門、水門（以下「樋門等」とい

う。）及び防潮扉、角落し（以下「防潮扉等」という。）の管理

方法を定め、適正な管理を行うことを目的とする。 

第２ （定義等） 

   この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定める基準による。 

(1) 樋  門  堤体内に暗きょを挿入して設けられるもので、そ

の径間または内径（以下「径間」という）が概ね

１メートル以上のもの。 

 (2) 水  門  堤防を分断して設けられるもの。 

 (3) 防 潮 扉  堤防開口部に設けられるもので、人、車の通路用

として扉を設けたもの。 

 (4) 角 落 し  堤防開口部に設けられるもので、差込板を落とし

込むことにより締め切るもの。 

第３ （操作） 

  樋門等の操作については別添２の「樋門等の操作委託契約書」

により、防潮扉等の操作については別添３の「防潮扉等の操作委

託契約書」により、それぞれ地元市町村長に委託するものとする。

   なお、樋門等と防潮扉等をひとつの契約書により委託する場合

は、別添４の「樋門及び防潮扉等の操作委託契約書」（樋門等と

防潮扉等を併せた場合）により、地元市町村長に委託するものと

する。 

第４ （委託に要する費用） 

樋門等の委託に要する費用は、受託者と協議のうえ決定し支払

うものとし、防潮扉等については無償とする。 

第四節 水こう門・防潮扉・排水ポンプ場・ダム・ため池等の操作

（略） 

１ 水門、こう門、樋門、防潮扉及び角落し

（１）水門、樋門及び陸閘の管理要領 

  （目的） 

第１ この要領は、知事が管理する沿岸部の水門、樋門及び陸閘

（ただし、別に管理方法を定めている施設を除く。）の管理方

法を定め、適正な管理を行うことを目的とする。 

（対象施設） 

第２ この要領における対象施設は次の各号の施設とする。 

（１）水門 

（２）樋門（樋管を含む） 

（３）陸閘（角落しを含む） 

（操作） 

第３ 水門、樋門及び陸閘の操作については、別に定める「水門、

樋門及び陸閘の操作規則」によるものとし、原則として地元市

町村長に委託するものとする。 

（委託に要する費用） 

第４ 水門及び樋門の委託に要する費用は、受託者と協議のうえ

決定し支払うものとし、陸閘については無償とする。 

（定期検査及び維持修繕） 

第５ 水門、樋門及び陸閘の定期検査及び維持修繕は、知事が行

うものとする。 

（通知の廃止） 

第６ 平成２３年４月１日付け「樋門、水門、防潮扉及び角落し

「樋門、水門、

防潮扉及び角

落しの管理要

領」に代わり、

「水門、樋門

及び陸閘の管

理要領」が定

められたこと

による修正 
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第５ （定期検査及び維持修繕） 

樋門、水門、防潮扉及び角落しの定期検査及び維持修繕は、管

理者（県）が行うものとする。 

第６ （準用規定） 

第２に定める施設以外の施設（第２(1)に掲げる規模未満のも

の（樋管）等）であって、周囲の地形地勢から判断して、小規模

な施設ではあるが、水防等の範囲で処理できないもの等で特に操

作を必要とするものについては、前各項に準じて行うものとする。

第７ （通知の廃止） 

    昭和４３年６月１日付け４３河第５２号「樋門、水門及び陸閘

の管理要領について（通知）」は廃止する。 

第８ （施行期日） 

  この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

  この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

（２）樋門等の操作委託契約書（例示） 

委託者愛知県知事○○○○（以下「甲」という。）と受託者○○○

○（以下「乙」という）は、樋門及び水門（以下「樋門等」という。）

の操作について、次のとおり委託契約を締結する。 

（総則） 

第１条 甲は、別紙に掲げる樋門等について、その操作を乙に委託す

るものとする。 

（委託業務の内容） 

第２条 乙は、委託期間中は、台風による高潮、地震による津波等

（以下「高潮等」という。）による災害の発生を防御するため、そ

の必要が生じた都度、的確かつ迅速に樋門等を操作するものとし、

その操作に関しては別に定める「樋門等の操作規程」及び「津波

発生時の樋門・水門・防潮扉等操作規程」に基づき行うものとす

る。 

２ 前項に関わらず、甲は、樋門等の操作の必要があると認めたと

の管理要領について（通知）」は廃止する。 

（施行期日） 

第７ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

なお、この要領の施行の日以後、改訂後の要領及び別に定める

「水門、樋門及び陸閘の操作規則」に基づく操作委託契約がな

されるまでの間においては、改訂前の要領によるものとみな

す。 

 （２）水門、樋門及び陸閘の操作規則 

（定義） 

第一条 この操作規則において使用する用語は、特別の定めのあ

る場合を除くほか、河川法（昭和三十九年七月十日法律第百六

十七号）、河川法施行令（昭和四〇年二月一一日政令第一四号）、

河川法施行規則（昭和四〇年三月一三日建設省令第七号）、海

岸法（昭和三十一年五月十二日法律第百一号）、海岸法施行令

（昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号）及び海岸法施

行規則（昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第

一号）において使用する用語の例による。 

（目的） 

第二条 この操作規則は、「水門、樋門及び陸閘の管理要領」に

基づき、知事が管理する操作施設の適切な操作及び操作に従事

する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津

波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。 

（陸閘の閉鎖状態の確保） 

第三条 陸閘については、車両等が通行する場合を除き、閉鎖状

態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し

閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるとき

はこの限りではない。  
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きは、甲乙協議の上、乙に操作を指示することができる。 

 （委託料） 

第３条 この委託に伴う経費は、甲、乙協議の上、別に定めるもの

とする。ただし、維持修繕は管理者の甲が行うものとする。 

  （連絡体制等の届出） 

第４条 乙は、樋門等の操作を適正に行うため、操作員との連絡体

制及び行動内容を定めるものとし、契約締結後速やかにその旨を

甲に届け出るものとする。連絡体制等に変更があった場合も同様

とする。 

  （施設の点検） 

第５条 甲及び乙は、樋門等の正常な機能を保持するため、原則と

して、毎年度出水期前までに甲、乙立会のうえ点検（作動確認）を

行うとともに、乙は毎年５回以上の点検（作動確認）を行うもの

とし、この点検期間は出水期（６月から１０月）を基本とするが、

渇水期の点検を妨げるものではない。 

 （操作報告） 

第６条 乙は、高潮等による災害の発生を防止するため、樋門等を

操作したときは、水防上支障をきたさないよう、必要に応じて関

係機関（警察署、消防署等）への連絡に努めるものとする。 

２ 乙は樋門等の操作（ただし第５条の操作を除く。）を行ったと

きは、様式１により甲に直ちに報告するものとする。 

３ 乙は、第５条及び第１項の操作を行ったときは、操作内容を様

式２により、操作後速やかに甲に報告するものとする。 

４ 甲は、前項で施設の異常等の報告を受けたときは、甲乙協議の

上、修繕若しくは応急措置を講ずる等操作に支障をきたさないよ

う努めるものとする。 

  （契約期間） 

第７条 この契約の有効期間は、契約締結の日から翌年３月３１日

までとする。 

ただし、この契約の有効期間が満了する日の１ヶ月前までに甲又

は乙において、特に申し出がないときは、その後１年間引き続き

（操作の態勢） 

第四条 操作に従事する者は、以下の場合に操作施設（常時閉鎖

施設を除く。）の閉鎖操作態勢をとる。 

一 操作施設の所在地に震度四以上の地震が観測されたとき。

二 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報

（以下「津波注意報等」という。）が発表されたとき。 

三 操作施設の所在地に高潮注意報、高潮警報又は高潮特別警

報（以下「高潮注意報等」という。）が発表されたとき。 

四 海水の進入による被害の発生を防止するため必要と認め

られるとき。 

２ 操作に従事する者は、以下の場合に操作施設（常時閉鎖施設

を除く。）の閉鎖操作態勢を解除する。 

   一 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。

   二 操作施設の所在地の津波注意報等が全て解除されたとき。

   三 操作施設の所在地の高潮注意報等が全て解除されたとき。

   四 開門によって海水の進入による被害が発生しないと認め

られるとき。 

３ 前二項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保

されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。 

４ 第一項第四号及び第二項第四号の操作は、知事又は市町村長

から操作に従事する者への指示を行うものとする。 

５ 第一項及び第二項の規定に関して、操作施設ごとの操作基準

は、必要に応じて別に定める。 

（操作の方法） 

第五条 操作の方法は、操作施設ごとに定められた手順並びに運

用規程に基づき操作するものとする。 

２ 操作施設の操作は、２人以上の組で行うものとする。 

３ 操作施設は以下の留意事項に基づき操作することを基本と

する。 
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その効力を有するものとする。以後同様とする。 

（廃止事項） 

第８条 昭和（平成）  年  月  日付けで取り交わした「ひ門

等の操作委託契約書」は、本契約締結の日をもって廃止する。 

  （雑則） 

第９条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義が生じた

とき、若しくはこの契約の変更の必要が生じたときは、甲、乙それ

ぞれ協議して定めるものとする。 

この契約を証するため、契約書２通を作成し甲、乙それぞれ１通

を保管する。 

平成  年  月  日 

甲  委託者  愛知県知事 ○○○○ 

乙  受託者  ○○○長  ○○○○ 

添付物  樋門等内訳書、連絡体制等届出書、樋門等の操作規程、津波

発生時の樋門・水門・防潮扉等操作規程（省略） 

様式１ 

   一 水門、樋門及び陸閘の閉鎖中は、原則として車両、人の通

行及びいかなる船舶の運航も認めないものとする。 

   二 陸閘の操作にあたっては、施設周辺の堤外地の利用者の避

難を考慮すること。 

   三 操作施設に不具合が生じ、閉鎖ができない場合は、速やか

に操作を中止し、運用規程に基づく次の操作行動（退避行動

を含む。）に移るものとする。 

   四 高潮時は、降雨時等における内水氾濫を防止するよう適切

に水門及び樋門を操作するものとする。 

   五 その他の留意事項については、必要に応じて別に定める。

４ 操作施設の操作を行う際は、操作の完了時に知事に報告する

ものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することが

できないときはこの限りでない。 

（操作に従事する者の安全の確保） 

第六条 操作に従事する者は、安全の確保のために以下により退

避するものとする。 

   一 津波発生時、操作に従事する者は、退避開始時刻を経過す

る前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するもの

とする。なお、退避開始時刻は気象庁の発表する津波到達予

想時刻等を基に算出するものとする。 

   二 高潮時、操作に従事する者は、気象状況等のため操作を安

全に行えなくなる以前に操作を完了し、安全な場所に退避す

るものとする。なお、水門等の操作を継続する必要がある場

合も、自己の安全確保を優先するものとする。 

２ 操作に従事する者は、出動前に、安全に操作・退避するため

の情報を確認するものとする。   

３ 操作に従事する者は、出動後は、安全に操作・退避するため

に、あらかじめ定められた連絡体制のもとで活動するものとす

る。  

４ 前三項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確
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保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとす

る。 

５ 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直

ちに知事に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情に

より報告することができないときはこの限りでない。 

６ 操作に従事する者が安全に操作・退避する際の参集場所及び

退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別に定める。

ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、こ

の限りではない。 

（施設の操作の訓練） 

第七条 操作施設の操作の机上又は実地における訓練を、年に１

回以上行うものとする。 

   なお、地域防災計画又は消防団活動・安全管理マニュアル等に

よる操作施設の操作に係る訓練を実施している場合や、操作委

託契約に基づく点検に合わせて行う場合などは、これによるこ

とができる。 

２ 前項の訓練は、操作に従事する者が参加したものでなければ

ならない。 

３ 第一項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又

は操作に従事する者の安全確保のために必要があると認める

場合は、操作規則を変更するものとする。 

（施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他

の維持） 

第八条 施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点

検を実施するものとし、点検内容については別に定める。  

２ 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従

事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施

設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検並びに施

設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するもの
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様式２ 

（３）防潮扉等の操作委託契約書（例示）

委託者愛知県知事○○○○（以下「甲」という。）と受託者○○○

○（以下「乙」という。）は、防潮扉及び角落し（以下「防潮扉等」

とする。 

（施設の操作の際にとるべき措置に関する事項） 

第九条 操作に従事する者は、操作施設の操作の際に、通行する

車両、船舶等の安全を確保するため、警報音の鳴動、動作状況

の監視その他の必要な措置を講じるものとする。 

（細則） 

第十条 この操作規則に定めるほか、施設の管理上必要な事項は

別に定める。 

附 則 

１ この操作規則は、平成３１年４月１日より施行する。 

 （３）水門、樋門及び陸閘の運用規程 

  （目的） 

第１条 この運用規程は、「水門、樋門及び陸閘の操作規則」（以

下「操作規則」という。）に基づき、津波発生時及び高潮時に

おける、地域の実情を考慮した詳細な施設運用及びその他必要

事項について定めることを目的とする。 

（対象施設） 

第２条 本運用規程における対象施設は、別表に記載した施設の

うち、市町村管理の施設及び常時閉鎖施設を除いた施設とす

る。 

２ 常時閉鎖施設を開門した者は、車両等が通行した後に閉鎖し

なければならない。なお、知事は常時閉鎖施設の周辺において、

この旨を記載した書面を明示するものとする。 

（操作に従事する者の構成） 

第３条 水門及び樋門（以下「水門等」という。）の操作を行う



愛知県水防計画  

49 

頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

という。）の操作について、次のとおり委託契約を締結する。 

（総則） 

第１条 甲は、別紙に掲げる防潮扉等について、その操作を乙に委託

するものとする。 

    （委託業務の内容） 

第２条 乙は、委託期間中は、台風による高潮、地震による津波等

（以下「高潮等」という。）による災害の発生を防御するため、そ

の必要が生じた都度、的確かつ迅速に防潮扉等を操作するものと

し、その操作に関しては別に定める「防潮扉等の操作規程」及び

「津波発生時の樋門・水門・防潮扉等操作規程」に基づき行うも

のとする。 

２ 前項に関わらず、甲は、防潮扉等の操作の必要があると認めた

ときは、甲乙協議の上、乙に操作を指示することができる。 

    （委託料） 

第３条 防潮扉等の操作委託に要する費用は、無償とする。ただし、

維持修繕は管理者の甲が行うものとする。 

    （連絡体制等の届出） 

第４条 乙は、防潮扉等の操作を適正に行うため、操作員との連絡

体制及び行動内容を定めるものとし、契約締結後速やかにその旨

を甲に届け出るものとする。連絡体制等に変更があった場合も同

様とする。 

    （施設の点検） 

第５条 甲及び乙は、防潮扉等の正常な機能を保持するため、原則

として、毎年度出水期前までに甲、乙立会のうえ点検（作動確認）

を行うとともに、乙は毎年５回以上の点検（作動確認、目視点検

等）を行うものとし、この点検期間は出水期（６月から１０月）

を基本とするが、渇水期の点検を妨げるものではない。 

    （操作報告） 

第６条 乙は、高潮等による災害の発生を防止するため、防潮扉等

を操作したときは、水防上支障をきたさないよう必要に応じて関

係機関（警察署、消防署等）への連絡に努めるものとする。 

場合の操作に従事する者の構成は、水門等ごとに２名以上とす

る。 

２ 陸閘の操作を行う場合の操作に従事する者の構成は、陸閘ご

とに２名以上とする。 

（津波発生時又は高潮時の操作方法） 

第４条 水門等及び陸閘の操作を行う場合の操作に従事する者

（以下「操作員」という。）は、操作施設の所在地に地震が観

測された場合又は台風が接近するなど高潮が発生する可能性

については、気象情報等の掌握に努めるものとする。 

２ 操作員は、操作規則第四条第一項各号の状況に至った場合、

もしくは市町村災害対策本部等の指示を受けた場合には、それ

ぞれ次の措置をとるものとする。 

   一 操作員は、あらかじめ定めたとおり準備及び参集をすると

ともに、出動前に安全に操作・退避するための情報（退避開

始時刻、活動可能時間）の確認を行い、閉鎖操作態勢をとる。

   二 津波警報又は大津波警報（以下「津波警報等」という。）

が発表された場合は、操作対象施設へ出動（もしくは移動）

し、操作施設ごとに定められた手順に従い、速やかに閉鎖操

作を行うものとする。 

   三 高潮警報又は高潮特別警報（以下「高潮警報等」という。）

が発表された場合は、操作対象施設へ出動（もしくは移動）

し、操作施設ごとに定められた手順に従い、速やかに閉鎖操

作を行うものとする。 

四 高潮時において、水門等は現地での水位が上昇し逆流が生

じている施設に対して閉門操作を行うものとする。 

３ 操作員は、操作規則第五条第三項第四号の規定に基づき操作

する必要がある場合には、現地待機も必要に応じて行う。ただ

し、この場合においても、自己の安全確保を優先するものとす

る。 
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２ 乙は防潮扉等の操作（ただし第５条の操作を除く。）を行った

ときは、様式１により甲に直ちに報告するものとする。 

３ 乙は、第５条及び第１項の操作を行ったときは、操作内容を様

式２により、操作後速やかに甲に報告するものとする。 

４ 甲は、前項で施設の異常等の報告を受けたときは、甲乙協議の

上、修繕若しくは応急措置を講ずる等操作に支障をきたさないよ

う努めるものとする。 

   （契約期間） 

第７条 この契約の有効期間は、契約締結の日から翌年３月３１日

までとする。 

ただし、この契約の有効期間が満了する日の１ヶ月前までに甲又

は乙において、特に申し出がないときは、その後１年間引き続き

その効力を有するものとする。以後同様とする。 

（廃止事項） 

第８条 昭和（平成）  年  月  日付けで取り交わした「陸

閘等の操作委託契約書」は、本契約締結の日をもって廃止する。 

    （雑則） 

第９条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義が生じた

とき、若しくはこの契約の変更の必要が生じたときは、甲、乙そ

れぞれ協議して定めるものとする。 

この契約を証するため、契約書２通を作成し甲、乙それぞれ１通

を保管する。 

平成  年  月  日 

甲  委託者  愛知県知事 ○○○○ 

乙  受託者  ○○○長  ○○○○ 

添付物  防潮扉等内訳書、連絡体制等届出書、操作報告書、防潮

扉等の操作規程、津波発生時の樋門・水門・防潮扉等操作規程（省

略）

（４）樋門及び防潮扉等の操作委託契約書（樋門等と防潮扉等を併せ

た場合）（例示） 

４ 操作員は、津波警報等又は高潮警報等がすべて解除された場

合、もしくは市町村災害対策本部等の指示を受けた場合には、

それぞれ次の各号の措置をとるものとする。 

   一 操作員は、閉鎖した操作施設を、操作施設毎に定められた

手順に従い開門の操作を行うものとする。 

   二 当該施設の操作が完了し次第、次の操作施設がある場合は

移動し操作を行い、ない場合は閉鎖操作態勢を継続する。 

（津波発生時の退避開始時刻） 

第５条 操作規則第六条第一項第一号に規定する退避開始時刻

は、別表及び気象庁が発表する津波到達予想時刻等を使用し、

次に示す算出方法により算出する。なお、算定に使用する津波

到達予想時刻は、気象庁が発表する各津波予報区の津波到達予

想時刻を基本とする。ただし、より近隣の主な地点の予想時刻

が把握できた場合には、それによることもできるものとする。

   （算出方法） 

    ・[退避開始時刻]＝[津波到達予想時刻]－[退避時間]－[余

裕時間] 

（報告） 

第６条 操作規則第五条第四項に基づく施設操作完了時の報告

は、次の各号のとおりとする。 

   一 管理要領第３に基づき市町村長等へ操作を委託している

場合は、受託者は操作員からの操作完了報告を受け次第、知

事へ報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により

報告することができない場合は、この限りでない。 

   二 操作委託をしていない場合は、操作員は操作完了次第、知

事へ報告する。ただし、やむを得ない事情により報告できな

い場合は、この限りではない。 

２ 操作規則第六条第五項に基づく退避完了時の報告は、以下の

とおりとする。 
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委託者愛知県知事○○○○（以下「甲」という。）と受託者○○○

○（以下「乙」という。）は、樋門、水門、防潮扉及び角落し（以下

「樋門及び防潮扉等」という。）の操作について、次のとおり委託契

約を締結する。 

（総則） 

第１条 甲は、別紙に掲げる樋門及び防潮扉等について、その操作

を乙に委託するものとする。 

    （委託業務の内容） 

第２条 乙は、委託期間中は、高潮、津波等（以下「高潮等」とい

う。）による災害の発生を防御するため、その必要が生じた都度、

的確かつ迅速に樋門及び防潮扉等を操作するものとし、その操作

に関しては別に定める「樋門等の操作規程」、「防潮扉等の操作規

程」及び「津波発生時の樋門・水門・防潮扉等操作規程」に基づき

行うものとする。 

２ 前項に関わらず、甲は、樋門及び防潮扉等の操作の必要がある

と認めたときは、甲乙協議の上、乙に操作を指示することができ

る。 

    （委託料） 

第３条 この委託に伴う経費は、甲、乙協議の上、別に定めるもの

とする。ただし、防潮扉等の操作委託に要する費用は無償とし、

樋門及び防潮扉等に係る維持修繕は管理者の甲が行うものとす

る。 

    （連絡体制等の届出） 

第４条 乙は、樋門及び防潮扉等の操作を適正に行うため、操作員

との連絡体制及び行動内容を定めるものとし、契約締結後速やか

にその旨を甲に届け出るものとする。連絡体制等に変更があった

場合も同様とする。 

    （施設の点検） 

第５条 甲及び乙は、樋門及び防潮扉等の正常な機能を保持するた

め、原則として、毎年度出水期前までに甲、乙立会のうえ点検（作

動確認）を行うとともに、乙は毎年５回以上、樋門、水門について

   一 管理要領第３に基づき市町村長等へ操作を委託している

場合は、受託者は操作員から退避完了報告を受け次第、知事

へ報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報

告することができない場合は、この限りでない。 

   二 操作委託をしていない場合は、操作員は退避完了次第、知

事へ報告する。ただし、やむを得ない事情により報告できな

い場合は、この限りではない。 

（施設の操作の訓練） 

第７条 操作規則第七条第一項に規定する施設の操作の訓練の

内容は、操作の確実性、迅速性の向上や、操作、退避ルールが

実態に即したものとなっているかの検証に資する内容とし、具

体的な内容は、想定事象（津波発生時、高潮時等）を踏まえた

訓練毎の実施計画によるものとする。 

２ 知事は、前項に規定する訓練や次条第一項に規定する点検等

の機会を活用して、操作員に対して平常時から操作の方法、安

全確保にかかる事項等の周知に努めるものとする。 

３ 第一項に規定する訓練等により、津波等の被害の防止又は操

作員の安全確保のために必要があると認める場合は、本運用規

程を変更するものとする。 

（施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検） 

第８条 操作規則第八条第一項に規定する施設及び施設を操作

するために必要な機械、器具等の点検の種類及び内容は、次の

各号のとおりとし、詳細は別に定める。 

一 定期検査、日常点検（作動確認、目視点検等）、臨時点検

   二 点検の頻度 

   三 点検の記録、保管 

（操作員に対する補償） 

第９条 操作員は、水門等及び陸閘を操作中などの被災に備え、



愛知県水防計画  

52 

頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

は点検（作動確認）を行い、防潮扉及び角落しについては点検（作

動確認、目視点検等）を行うものとし、この点検期間は出水期（６

月から１０月）を基本とするが、渇水期の点検を妨げるものでは

ない。 

   （操作報告） 

第６条 乙は、高潮等による災害の発生を防止するため、樋門及び

防潮扉等を操作したときは、水防上支障をきたさないよう、必要

に応じて関係機関（警察署、消防署等）への連絡に努めるものと

する。 

２ 乙は樋門及び防潮扉等の操作（ただし第５条の操作を除く。）

を行ったときは、様式１により甲に直ちに報告するものとする。 

３ 乙は、第５条及び第１項の操作を行ったときは、操作内容を様

式２により、操作後速やかに甲に報告するものとする。 

４ 甲は、前項で施設の異常等の報告を受けたときは、甲乙協議の

上、修繕若しくは応急措置を講ずる等操作に支障をきたさないよ

う努めるものとする。 

（契約期間） 

第７条 この契約の有効期間は、契約締結の日から翌年３月３１日

までとする。 

ただし、この契約の有効期間が満了する日の１ヶ月前までに甲又

は乙において、特に申し出がないときは、その後１年間引き続き

その効力を有するものとする。以後同様とする。 

    （廃止事項） 

第８条 昭和（平成）  年  月  日付けで取り交わした「ひ

門等の操作委託契約書」及び「陸閘等の操作委託契約書」は、本契

約締結の日をもって廃止する。 

    （雑則） 

第９条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義が生じた

とき、若しくはこの契約の変更の必要が生じたときは、甲、乙そ

れぞれ協議して定めるものとする。 

この契約を証するため、契約書２通を作成し甲、乙それぞれ１通

補償が受けられる保険等に加入すること。なお、その補償は、

天災等による被災の場合にも補償されるものとする。 

（雑則） 

第１０条 この運用規程に定めるほか、施設の管理上必要な事項

を別に定めることができる。 

附 則 

１ この運用規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （４）水門、樋門及び陸閘の操作委託契約書（例示） 

委託者 愛知県知事 大村秀章（以下「甲」という。）と受託

者 ○○○○長 ○○○○（以下「乙」という。）は、次のとお

り委託契約を締結する。 

（目的） 

第１条 この契約は、津波、高潮等災害時において、背後地を防

護し、もって背後地域の生命、財産を防護し、災害に対する防

災・減災を図るため、第２条に定める施設を対象に、甲及び乙

が実施すべき開閉操作等について定めたものである。 

（対象とする施設） 

第２条 本契約における操作施設は、別表 対象施設一覧表に記

載の施設のうち施設管理者が〇〇〇〇建設事務所、○○港務所

のものとする。 

（委託業務） 

第３条 甲は、前条に定める操作施設の管理及び操作に関する次

の業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙は、こ

れを受託する。 

   一 津波、高潮等の発生が予測される場合の操作施設の開閉操
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を保管する。 

平成  年  月  日 

甲  委託者  愛知県知事 ○○○○ 

乙  受託者  ○○○長  ○○○○ 

添付物 樋門及び防潮扉等内訳書、連絡体制等届出書、操作報告書、

樋門等の操作規程、防潮扉等の操作規程 

（５）樋門等の操作規程 

樋門及び水門（以下「樋門等」という。）の操作を適正に行うため、

操作委託契約書第２条第１項の規定に基づき、次のとおり樋門等の操

作規程を定め、もって高潮その他海水の浸入を防御するとともに、洪

水の疎通を調節し、災害の発生を防止するものとする。 

    （操作方法） 

第１条 樋門等の操作は、次の場合に行うものとし、平常時は常に開

門しておくものとする。 

(1) 台風による高潮等（以下「高潮等」という。）の異常気象の発生

が予想されるとき。 

(2) 操作機能を保持するため点検時に作動確認の必要があるとき。 

    （操作体制） 

第２条 樋門等の操作を行う場合の構成員は、原則として次の各号

に定めるところによる。 

(1) 手動式のものにあっては、樋門等毎に操作員１名及び操作員を

補助する者１名以上。 

(2) 動力式のものにあっては、操作員１名及び操作員を補助する者

２名以上。 

    （操作の順序） 

第３条 樋門等の開閉の順序は原則として、閉門の場合は両端のも

のから順次行い、開門の場合は中央部のものから順次行うものとす

る。 

    （異常気象時の操作体制及び操作方法） 

第４条 操作員及び操作員を補助する者（以下「操作員等」という。）

作にかかる業務 

   二 平常時における操作施設の点検・訓練にかかる業務 

（委託業務の実施） 

第４条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しな

ければならない。 

２ 委託業務は、「水門、樋門及び陸閘の操作規則」及び「水門、

樋門及び陸閘の運用規程」（以下「操作規則等」という。）に

基づき実施する。 

３ 操作規則等に定めのない事項については、本契約に基づき実

施する。 

（委託料） 

第５条 この委託に伴う経費は、甲、乙協議の上、別に定めるも

のとする。 

（操作施設の操作） 

第６条 乙は、操作規則等に定められた基準に従い、操作施設の

操作を行うものとする。ただし、第１０条の規定に従い退避す

るなど、操作員の安全を確保するためやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項に関わらず、甲は、操作施設の操作に必要があると認め

たときは、甲乙協議の上、乙に操作を指示することができる。

３ 乙は、運用規程第４条第２項各号及び同条第４項の規定に関

わらず、次の各号に該当する場合は、警報等を注意報に読み替

えるものとする。 

   一 別表 対象施設一覧表の施設のうち、備考欄に高潮の記載

がある施設について、高潮注意報が発令された場合 

   二 別表 対象施設一覧表の施設のうち、備考欄に津波の記載

がある施設について、津波注意報が発令された場合 

４ 乙は、操作員の安全確保のためやむ得ない場合を除き、操作
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

は、異常気象時においては気象情報の掌握に努め、市町村災害対

策本部等の指示により、それぞれ次の措置をとるものとする。た

だし、操作上危険が予想される場合等については、この限りでは

ない。 

   (1) 当該地区に高潮注意報又は東海地震注意情報が発表された場合

は、高潮等による潮位上昇により樋門等の上流で溢水等の恐れが

ある施設に対して準備（操作員等の詰所参集等）を行い、潮位情報

等を把握し、必要に応じて現地での操作体制に就くものとする。 

   (2) 当該地区に高潮警報又は東海地震予知情報（警戒宣言）が発表

された場合は、原則として、全施設について現地での操作体制に就

くものとする。 

(3) 高潮時においては、現地での水位が上昇し逆流が生じている施

設に対して、閉門操作を行うものとする。 

また、東海地震注意情報が発表された場合においては樋門等の

上流で溢水等の恐れがある施設に対して、東海地震予知情報（警

戒宣言）が発表された場合においては原則全施設に対して、それ

ぞれ閉門操作を行うものとする。 

   (4) 前号の場合において、降雨時等における閉門操作は、内水氾濫

を防止するよう適切に樋門等を操作するものとする。 

２ 潮位が高い状況及び高潮警報発表中は、現地での操作体制を維

持する。 

３ 操作員等は、緊急事態のため気象情報の掌握ができない場合は、

自己の判断により第１項各号に準じて操作することができるもの

とする。 

４ 市町村災害対策本部等は、現地の状況及び気象情報等を考慮し、

高潮等による危険がなくなったと判断されたときは、安全を確認

した上で開門し、施設管理者（建設事務所又は港務所）へその旨

を連絡し、操作体制を解除することができる。 

     （船舶運航の禁止） 

第５条 異常気象時における閉門中は、原則として、いかなる船舶

の運航も認めないものとする。 

完了後速やかに甲に対し、様式１異常気象時における樋門等操

作報告書により報告するものとする。また、水防活動等で支障

をきたさないよう、必要に応じて関係機関（警察署、消防署等）

への連絡に努めるものとする。 

（施設の点検） 

第７条 甲及び乙は、操作施設の正常な機能を保持するため、原

則として、毎年度出水期（６月から１０月）前までに、甲、乙

立会のうえ点検（作動確認）を行うとともに、乙は毎年５回以

上、点検（作動確認、目視点検等）を行うものとする。この点

検期間は出水期を基本とするが、渇水期の点検を妨げるもので

はない。 

２ 乙は、前項の操作を行ったときは、操作内容を様式２樋門等

操作報告書により、操作後速やかに甲に報告するものとする。

３ 甲は、前項で施設の異常等の報告を受けたときは、甲乙協議

の上、修繕若しくは応急措置を講ずる等操作に支障をきたさな

いよう努めるものとする。 

４ 乙は第１項の点検結果を記録し、甲乙両者がそれぞれ適切に

保管するものとする。 

（定期検査及び維持修繕） 

第８条 操作施設の定期検査及び維持修繕は、甲が行うものとす

る。 

２ 甲は、操作施設の備品について、定期的またはその必要が生

じた際、補充・交換を行う。 

（連絡体制等の届出） 

第９条 乙は、対象施設の操作を適正に行うため、操作員との連

絡体制及び行動内容（以下、「連絡体制等」という。）を定め

るものとし、様式３連絡体制等届出書により、契約締結後速や

かに甲に届け出るものとする。連絡体制等に変更があった場合
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

     （点検整備） 

第６条 操作員等は、操作完了後は、次回の操作に支障を生じさせ

ないよう十分点検整備に努めるものとする。 

     （雑則） 

第７条 この操作規程に定めのない事項については、建設事務所及

び港務所において、別途「運用規程」を定めることができる。 

（６）防潮扉等の操作規程 

防潮扉及び角落し（以下「防潮扉等」という。）の操作を適正に行

うため、操作委託契約書第２条第１項の規定に基づき、次のとおり防

潮扉等の操作規程を定め、もって高潮その他海水の浸入を防御するこ

とにより災害の発生を防止するものとする。 

（操作方法） 

第１条 防潮扉等の操作は、次の場合に行うものする。 

   (1) 台風による高潮等（以下「高潮等」という。）の異常気象の発生

が予想されるとき。 

   (2) 操作機能を保持するため点検時に作動確認の必要があるとき。 

     （操作体制） 

第２条 防潮扉等の操作を行う場合の構成員は、原則として次に定

めるところによる。 

   (1) 防潮扉等ごとに操作員１名及び操作員を補助する者１名以上。 

     （操作方法の詳細） 

第３条 防潮扉の開閉は、操作要領のあるものは、要領に従って行

うものとする。角落しにあっては、最寄に設置された格納庫内の

差込板を用いること。 

（異常気象時の操作体制及び操作方法） 

第４条 操作員及び操作員を補助する者（以下「操作員等」という。）

は、異常気象時においては気象情報の掌握に努め、市町村災害対

策本部等の指示により、それぞれ次の措置をとるものとする。た

だし、操作上危険が予想される場合等については、この限りでは

ない。 

も同様とする。 

（操作員の安全確保） 

第１０条 甲及び乙は、施設操作に際して、操作員の安全を確保

する。 

２ 乙は、操作規則等及び第９条で定めた連絡体制等に基づき、

操作員の安全を確保した上で、施設の操作等に従事させなけれ

ばならない。 

３ 乙は、気象情報や現場の情報等から、施設の操作等が安全に

行えないと判断した場合は、操作員に施設の操作等は行わせ

ず、速やかに安全な場所へ退避させるものとする。 

４ 甲は、閉鎖指示をした後であっても、施設の操作等が安全に

行えないと判断した場合は、乙に対し避難を指示する。 

５ 乙は、第３項及び前項に基づき操作員を避難させたときは、

様式４避難完了報告書により、速やかに甲に報告するものとす

る。 

（損害賠償責任） 

第１１条 甲は、乙が本契約書及び操作規則等に従って施設の操

作を行う限り、施設の操作に関して背後地域に浸水が発生し、

背後地域に立地する企業等の第三者が、施設や機材等の財産の

損傷・流出、人員の怪我や落命等の損害を受けた場合も、その

損害の賠償を乙に請求することがないものとする。 

２ 甲は、乙が第６条の規定に基づき、操作員の安全確保のため

に施設の閉鎖操作を行わなかった場合に、第三者が損害を受け

た場合も、その損害の賠償を乙に請求することがないものとす

る。 

３ ただし、乙が責めを負うべき重大な過失があると認められる

場合には、甲と乙により、協議を行うものとする。 

（訓練の実施） 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

   (1) 当該地区に高潮注意報又は東海地震注意情報が発表された場合

は、高潮等による潮位上昇により防潮扉等の背後地において浸水

の恐れがある施設に対して準備（操作員等の詰所参集等）を行い、

潮位情報を把握し、必要に応じて現地での操作体制に就くものと

する。 

   (2) 当該地区に高潮警報又は東海地震予知情報（警戒宣言）が発表

された場合は、原則として、全施設について現地での操作体制に就

くものとする。 

   (3) 前各号の場合において、原則、現地に就き次第、閉門操作を実

施するものとする。操作にあたっては、施設周辺の堤外地の利用者

を的確に避難誘導し、閉扉操作を行うものとする。 

２ 潮位が高い状況又は高潮警報発表中は、現地での操作体制を継

続し、原則として閉扉を維持する。 

３ 操作員等は、緊急事態のため気象情報の掌握ができない場合は、

自己の判断によって第１項各号に準じて操作することができる。 

４ 市町村災害対策本部等は、現地の状況及び気象情報等を考慮し、

高潮等による危険がなくなったと判断されたときは、安全を確認

した上で開扉し、施設管理者（建設事務所又は港務所）へその旨

を連絡し、操作体制を解除することができる。 

 （車両等の通行の禁止） 

第５条 異常気象時における閉扉中は、原則として車両、人の通行は

認めないものとする。 

     （点検整備） 

第６条 操作員等は、操作完了後は、次回の操作に支障を生じさせ

ないよう十分点検整備に努めるものとする。 

 （雑則） 

第７条 この操作規程に定めのない事項については、建設事務所及

び港務所において、別途「運用規程」を定めることができる。 

（７）津波発生時の樋門・水門・防潮扉等操作規程

（目的）

第１２条 乙は、操作施設の実地における訓練を、年に一度以上

行うものとする。 

２ 前項の訓練は、第９条で届出のあった連絡体制等に基づき、

現場にて施設の操作を行うとされている操作員が参加したも

のでなければならない。 

３ 乙は、具体的な訓練の実施計画を定めた場合は、様式５訓練

実施計画書により甲へ報告するものとする。 

４ 乙は、訓練実施結果について、様式６訓練実施結果報告書に

より甲へ報告するものとする。 

（調査等） 

第１３条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状

況等について調査を行い、若しくは、乙に対して報告を求め、

又は実地に調査することができる。 

（契約期間） 

第１４条 この契約の有効期間は、契約締結の日から翌年３月３

１日までとする。ただし、この契約の有効期間が満了する日の

１か月前までに甲又は乙において、特に申し出がないときは、

その後１年間引き続きその効力を有するものとする。以後同様

とする。 

（定めのない事項の処理） 

第１５条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義が生

じたとき、若しくはこの契約の変更の必要が生じたときは、甲、

乙それぞれ協議して定めるものとする。 

（廃止事項） 

第１６条 昭和（平成） 年 月 日付けで取り交わした「樋門

等の操作委託契約書」、「防潮扉等の操作委託契約書」、「樋

門及び防潮扉等の操作委託契約書」は、平成３１年３月３１日
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第１条 地震発生により津波注意報、津波警報、大津波警報（以下

「津波注意報等」という。）の発表及びそれに伴う津波水防警報が

発表されたとき、津波到達が予想される樋門・水門・防潮扉及び

角落し等（以下「樋門等」という。）の操作を適正に行うため、次

のとおり樋門等の操作方法を定め、操作員等の安全を確保しなが

ら津波による海水の浸入を防御することにより災害の発生を防止

するものとする。

なお、津波水防警報が発表されないときであっても、津波注意

報等が発表されたときには操作員等は本規程に基づいて操作を行

うものとする。

（津波到達想定市町村）

第２条 津波到達想定市町村は次の市町村とする。

(1)愛知県外海
豊橋市、田原市

(2)伊勢湾、三河湾
名古屋市、豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、西尾市、蒲

郡市、常滑市、東海市、

知多市、高浜市、田原市、弥富市、飛島村、東浦町、南知多町、美

浜町、武豊町

(3)その他津波が河川遡上する可能性がある市町村（前二項と重複す
る市町村を除く。）

一宮市、津島市、安城市、稲沢市、大府市、知立市、愛西市、清須

市、北名古屋市、あま

市、大治町、蟹江町、阿久比町

（津波注意報等発令時の操作体制及び操作方法）

第３条 操作員及び操作員を補助する者（以下「操作員等」という。）

は、津波発生時においては気象情報等の掌握に努め、市町村災害

対策本部等の指示により、それぞれ次の措置をとるものとする。

(1)当該地区に愛知県から津波水防警報が発表された場合は、操作

員等は水防管理団体からの指示に従い参集し、 気象庁からの津

波に関する情報の発表区分に従い、次のとおり操作等を行うもの

とする。 

をもって廃止する。 

この契約を証するため、契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１

通を保管する。 

平成○○年○月○日 

甲 委託者 愛知県知事 大村秀章 

乙 受託者 ○○○長  ○○○○ 

【添付物】 

別表 対象施設一覧表 

様式１ 異常気象時における樋門等操作報告書 

様式２ 樋門等操作報告書 

様式３ 連絡体制等届出書 

様式４ 避難完了報告書 

様式５ 訓練実施計画書 

様式６ 訓練実施結果報告書 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

   津波注意報：津波情報を把握し、必要に応じて現地での操作体制に

就くものとする。 

   津波警報・大津波警報：原則として、全施設について現地での操作

体制に就くものとする。 

(2) 前号の場合において、各施設の施設高（敷高）、交通の状況及

び若しくは津波の到達予想時間を考慮して、施設周辺の堤外地の

利用者を的確に避難誘導し、閉鎖操作を行うものとする。 

(3) 降雨時及び長時間の樋門等の閉鎖等における開門等操作は、内

水氾濫を防止するよう適切に樋門等を操作するものとする。 

２ 地震発生により津波注意報等が発令された場合の操作判断基準

を次のとおりあらかじめ定めておくものとする。 

(1)閉鎖する樋門等の順序を決定し、別紙１「樋門・水門・防潮扉等
津波時操作順位表」を作成し操作を行うものとする。

なお、すでに運用規程等により操作順序が定められている場合は、

「樋門・水門・防潮扉等津波時操作順位表」の作成を省略できるも

のとする。

(2) 順序を決定するにあたり、考慮する条件は次のとおりとする。
(ア)操作員の体制、各施設の地理的状況、閉鎖に要する時間
(イ)背後地等の状況
(ウ)施設高（敷高）と想定津波高、地震による地盤沈降量の関係

（愛知県防災会議地震部会愛知県東海地震・東南海地震等被

害予測調査報告書のデータを参考とする）

(エ)その他個別要因等
(3) 地震発生場所及び発令される注意報等による操作員の操作判断
基準及び行動内容は次による。

(ア)地震発生場所が近地（震源地が国内であるときまたは津波到
達予想時刻が概ね３時

間以内であるとき）の場合

津波注意報発令時   操作規定に従い操作を行う

津波警報発令時    最新の気象情報等を確認しながら、

安全等に配慮し操作を行う。ただ

し、操作に危険が伴う可能性が高い

様式 1 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

ため、避難を優先することにより操

作を行うことができない場合があ

る。

大津波津波警報発令時 最新の気象情報等を確認しながら、

安全等に配慮し操作を行う。ただ

し、操作に危険が伴う可能性が高い

ため、避難を優先することにより操

作を行うことができない場合があ

る。

(イ)地震発生場所が遠地（近地以外）の場合
原則として操作を行うこととする

(ウ)操作員は津波水防警報、各市町村の災害対策本部等の判断及
び津波に関する最新情報に留意し、常に自らの安全確保を考慮

して行動すること。

３ 操作員等は、緊急事態のため気象情報の掌握ができない場合は、

自己の判断により前二項に準じて操作することができるものとす

る。

４ 津波注意報等発表中は、現地での操作体制を継続し、原則とし

て閉鎖を維持する。 

５ 市町村災害対策本部等は、津波水防警報が解除されたときは、

現地の状況及び気象情報等を考慮し、津波による危険がなくなっ

たと判断されるなど、安全を確認した上で開門等を行い、施設管

理者（建設事務所又は港務所）へその旨を連絡し、操作体制を解

除することができる。 

（操作員の避難）

第４条 操作員等の危険が予想される場合は、操作前または操作の

途中でも避難を優先することができるものとする。

(1)地震の震源地が近く、樋門等の操作に必要な時間より津波到達が
早いと判断される場合は避難を優先することができるものとす

る。なお、樋門等の操作に必要な時間は、移動・操作・避難・猶予

時間を考慮した時間とする。

(2)避難を優先する場合でも操作員がいる場所から近隣、または比較 様式 2 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

的迅速に操作できると判断される樋門等については、できる限り

操作に努めるものとする。

（車両等の通行及び船舶等の運行の禁止） 

第５条 津波注意報等発表時における樋門・水門・防潮扉等の閉鎖

中は、原則として車両、人の通行及びいかなる船舶の運航も認め

ないものとする。 

     （点検整備） 

第６条 操作員等は、操作完了後は、次回の操作に支障を生じさせ

ないよう十分点検整備に努めるものとする。 

     （雑則） 

第７条 この操作規程に定めのない事項については、建設事務所及び港務

所において、別途「運用規程」を定めることができる。

様式 3 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

様式 4 
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様式 5 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

様式 6 

235 （８）日光川水こう門管理規則（抜粋） 

（水こう門の操作） 

第３条 水こう門の操作は、平常時においては、河川水位の調節（防

潮を含む。）のため一般水門及び通船水門の開閉操作並びに通船

（５）日光川水閘門操作要領細則（抜粋） 

（操作の基本方針） 

第三条

１ 水閘門の操作は、平常時においては、河川水位の調節（防潮

日光川水閘門

供用開始によ

る修正 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

の便を計るための通船水門及びこう門の開閉操作を行い、異常時

においては内水位を最低に保つための一般水門及び通船水門の開

閉操作を行うものとする。ただし水こう門及びその付属施設の修

繕・点検その他特別の理由があるときは、水こう門を閉鎖するこ

とがある。 

（９）日光川水こう門管理要領（抜粋） 

第３ 水門の操作と通報 

（水位調節の異常時操作） 

3. 出水、高潮時の異常時は、事前に気象通報を掌握し、所長の指

示を得て、指定水位にかかわらず、あらかじめ内水位を最低に保

つためにそれぞれ次のような措置をとるものとする。 

(1)出水時、（出水は大きいが、潮位が高くない場合）は、一般

水門及び通船水門の全門を開き、洪水のすみやかな疎通をは

かること。 

(2)高潮時（出水は小さく、潮位が高い場合）は、一般水門及び

通船水門の全門を閉ざして防潮をはかること。 

出水高潮時（出水が大きく、高潮も高い場合）は、一般水門及び通船水門

を操作すること。

を含む。）のための水門の開閉操作並びに通航の便を計るた

めの閘門の開閉操作を行い、異常時においては、内水位をで

きるだけ低くするための水門の開閉操作を行うものとする。

ただし、水閘門及びその附属施設の修繕、点検その他特別の

理由があるときは、水閘門を閉鎖することができる。

２ 水閘門扉の開閉操作は、操作員が遠方操作設備により操作す

ることを原則とする。

３ 水閘門扉操作を行なうものは、遠方操作中は、操作設備の位

置をはなれてはならない。また、やむを得ず機側操作を行う

ときは、機側をはなれてはならない。

（水位調節の異常時操作） 

第六条

出水、高潮、出水かつ高潮時及び津波のおそれがある時の異常時

は、事前に気象情報を掌握し、次のような措置をとるものとする。

（１）出水時（出水は大きいが潮位は高くない場合）は、水門全門

を開き、洪水の速やかな排除をはかること。出水が終わって

一旦水門を閉ざした場合において潮位上昇速度より内水が

極端に上昇した場合は、もう一度水門全門を開門して内水を

排除し、これ以上排除が出来ないと判断した時閉門する。

（２）高潮時（出水は小さいが潮位が高い場合）は、水門全門を閉

ざして防潮をはかること。

（３）出水かつ高潮時（出水が大きく潮位も高い場合）において

も、内水の排除がはかれる場合は水門の全門を操作するこ

と。

（４）津波のおそれがある時は、速やかに水門全門を閉ざし、津波

の河川への遡上を防ぐこと。

236 

237 

（10）高浜川水門操作規則（抜粋） 

（略） 
（11）安永川樋門操作規則 

（略） 

（６）高浜川水門操作規則（抜粋） 

（略） 
（７）安永川樋門操作規則 

（略

連番の修正 

239 ２ 排水ポンプ場

（１）日光川排水機等操作規則（抜粋） 

２ 排水ポンプ場

（１）日光川排水機等操作規則（抜粋） 

日光川水閘門

供用開始によ
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

（略） 

別表（第３条関係） 

施設名 位置 操作基準

日 光 川

排水機

海部郡飛島村

大字梅之郷字

宮東地先

（略）

蟹 江 川

排水機

海部郡蟹江町

大字蟹江本町

字栄花野地先

名古屋市港区

南陽町大字福

田前新田字へ

の割地先

（略）

日 光 川

水 こ う

門

海部郡飛島村

大字梅之郷字

宮東地先

（略）

（略） 

別表（第３条関係） 

施設名 位置 操作基準

日 光 川

排水機

海部郡飛島村

大字梅之郷字

宮東地先

（略）

蟹 江 川

排水機

海部郡蟹江町

大字蟹江本町

字栄花野地先

名古屋市港区

南陽町大字福

田前新田字へ

の割地先

（略）

日 光 川

水 こ う

門

海部郡飛島村

大字梅之郷字

東梅地先

（略）

る修正 

第十節 費用負担と公用負担 第十節 費用負担と公用負担

276 ２ 公用負担

(1) 公用負担権限 

 水防のため必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機

関の長は、次の権限を行使することができる。また、水防管理者等

から委任を受けた者も同様とする。（法第２８条第１項、第２項） 

ア 必要な土地の一時使用 

イ 土石、竹木その他の資材の使用 

ウ 土石、竹木その他の資材の収用

エ 車両、その他の運搬用機器の使用 

２ 公用負担

(1) 公用負担権限 

 水防のため必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機

関の長は、次の権限を行使することができる。また、水防管理者等

から委任を受けた者は、次のアからエ（イにおける収用を除く）の

権限を行使することができる。（法第２８条第１項、第２項） 

ア 必要な土地の一時使用 

イ 土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用

ウ 車両、その他の運搬用機器の使用 

表記の整理 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

オ 工作物その他の障害物の処分 エ 排水用機器の使用

オ 工作物その他の障害物の処分 

277 (2) 公用負担権限証明書 

（略） 

 図中：平成

(2) 公用負担権限証明書 

（略） 

 図中：令和

新元号に伴う

修正 

278 第十一節 水防報告と水防記録

１ 水防管理者

（略）

２ 県建設事務所長

（略）

（追加）

第十一節 水防報告と水防記録

１ 水防管理者

（略）

２ 県建設事務所長

（略）

３ 県水防本部長 

 県水防本部長は、県建設事務所長からの報告について、３日以内に

国（中部地方整備局等）に報告するものとする。 

県から国への

水防報告につ

いて明記 

279 第 1号様式 

第 2号様式 

第 3号様式 

 様式中：平成

第1号様式 

第 2号様式 

第 3号様式 

 様式中：令和

新元号に伴う

修正 

第十一章 他の機関等の協力応援 第十一章 他の機関等の協力応援

283 第一節 洪水予報連絡会

（略） 

  新川、天白川、日光川及び境・逢妻川については洪水予報連絡会に

準じて担当者会議を設置している。 

第一節 洪水予報連絡会

（略） 

  新川、天白川、日光川及び境川・逢妻川については洪水予報連絡会

に準じて担当者会議を設置している。 

表記の整理 

283 第二節 水防災協議会

愛知県は、県管理河川等を対象に、中部地方整備局、名古屋地方気象

台、関係市町村、関係諸団体とともに、水防災協議会を設立した。

（略） 

表１ 県管理河川等を対象とした水防災協議会の設立状況（法第 15 条の

10）

第二節 大規模氾濫減災協議会（水防災協議会）

県は、県管理河川等を対象に、中部地方整備局、名古屋地方気象台、

関係市町村、関係諸団体とともに、法第１５条の１０に基づく大規模氾

濫減災協議会として、水防災協議会を設立した。

（略） 

表１ 県管理河川等を対象とした水防災協議会の設立状況（法第 15 条の

10）

表記の整理、

位置づけを明

記 

表記の整理 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

協議会の

名称

事務局 構成員

庄内川・木

曽川圏域

水防災協

議会

県：建設部 県：建設部（河川課、圏域内建設事務所）、防

災局

市町村：２５市町村、水害予防組合：１団体、

水防事務組合１団体、気象台：名古屋地方気

象台

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：庄内川河川事

務所、木曽川上流河川事務所、木曽川下流河

川事務所      

知多半島

圏域水防

災協議会

県：建設部 県：建設部（河川課、圏域内建設事務所）、防

災局

市町村：７市町

気象台：名古屋地方気象台

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：河川部 地域

河川課

矢作川圏

域水防災

協議会

県：建設部 県：建設部（河川課、圏域内建設事務所）、防

災局

市町村：１４市町

気象台：名古屋地方気象台

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：豊橋河川事務

所

豊川圏域

水防災協

議会

県：建設部 県：建設部（河川課、圏域内建設事務所）、防

災局

市町村：８市町村

気象台：名古屋地方気象台

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：豊橋河川事務

所

協議会の

名称

事務局 構成員

庄内川・木

曽川圏域

水防災協

議会

県：建設局 県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防

災安全局

市町村：２５市町村、水害予防組合：１団体、

水防事務組合１団体、気象台：名古屋地方気

象台

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：庄内川河川事

務所、木曽川上流河川事務所、木曽川下流河

川事務所      

知多半島

圏域水防

災協議会

県：建設局 県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防

災安全局

市町村：７市町

気象台：名古屋地方気象台

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：河川部 地域

河川課

矢作川圏

域水防災

協議会

県：建設局 県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防

災安全局

市町村：１４市町

気象台：名古屋地方気象台

ダム管理者：矢作ダム管理所、中部電力株式

会社越戸水力制御所

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：豊橋河川事務

所

豊川圏域

水防災協

議会

県：建設局 県：建設局（河川課、圏域内建設事務所）、防

災安全局

市町村：８市町村

気象台：名古屋地方気象台

ダム管理者：水資源機構豊川用水総合事業部

中部地方整備局(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)：豊橋河川事務

所
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

第十二章 排水機の運転調整 第十二章 排水機の運転調整

290 ２ 新川流域排水調整要綱

(1) 新川流域排水調整要綱 

（排水調整の目的）

第一条 一級河川庄内川水系新川流域において、流域の排水のために

設置された排水機の排水調整は、現在の河川の整備水準を上回る洪

水に見舞われ、河川からの越水及び破堤などによる氾濫のおそれが

あるとき、外水氾濫による沿川の甚大な浸水被害の発生を回避し、

人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減することを目的と

して実施するものである。

（略）

附 則

この要綱は、平成３０年５月２８日から施行する。

（追加）

（別表第一：第五条第一項関係）各単位流域の市町

（略）

２ 新川流域排水調整要綱

(1) 新川流域排水調整要綱 

（排水調整の目的）

第一条 一級河川庄内川水系新川流域において、流域の排水のために

設置された排水機の排水調整は、現在の河川の整備水準を上回る洪

水（高潮を含む）に見舞われ、河川からの越水及び破堤などによる

氾濫のおそれがあるとき、外水氾濫による沿川の甚大な浸水被害の

発生を回避し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減す

ることを目的として実施するものである。

（略）

附 則

この要綱は、平成３０年５月２８日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 元年５月２７日から施行する。

（別表第一：第五条第一項関係）各単位流域の市町

（略）

新川流域排水

調整要綱の改

定に伴う修正 
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295 （別表第二：第五条第二項関係）各単位流域の排水機一覧

排水量 比流量

(km2) (m3/s) (m3/s/km2)

1 藤前 名古屋市：(上下水道局） 0k100 ○ 1.08 14.95 13.84

2 藤高その1 藤高土地改良区 0k900 ○ 1.32 1.38 1.05

3 七島 藤高土地改良区 1k900 ○ 0.31 0.83 2.68

4 福田 名古屋市：(上下水道局） 3k120 ○ 2.54 20.75 8.17

5 助光 名古屋市：(上下水道局） 5k500 ○ 1.63 18.33 11.25

6 富田 名古屋市：(上下水道局） 6k560 ○ 2.96 20.25 6.84

7 伏屋 名古屋市：(上下水道局） 6k880 ○ 1.25 11.38 9.10

8 万場川東 名古屋市：(緑政土木局） 8k150 ○ 0.40 4.32 10.80

9 万場 名古屋市：(緑政土木局） 8k300 ○ 0.71 5.40 7.61

10 砂子第一 大治町 8k951 ○ 0.47 1.50 3.19

11 三本木 大治町 9k673 ○ 1.51 3.00 1.99

12 八ツ屋第一 大治町 9k994 ○ 0.28 1.10 3.93

13 八ツ屋第二 大治町 10k821 ○ 0.05 0.21 4.20

14 萱津 あま市 11k470 ○ 1.58 1.60 1.01

16.09 105.00 6.53

15 下河原ポンプ場 清須市 12k740 ○ 0.12 0.14 1.17

16 土器野ポンプ場 清須市 13k600 ○ 0.32 5.13 16.03

17 二ツ杁ポンプ場 清須市 13k750 ○ 1.02 5.68 7.35

18 芳野ポンプ場（旧） 清須市 13k770 ○ 二ツ杁の一部 1.20 7.35

19 芳野ポンプ場（新） 清須市 13k891 ○ 0.63 6.22 9.90

20 豊田川ポンプ場 清須市 14k000 ○ 1.67 12.58 7.53

21 芳野樋門ポンプ場 清須市 14k308 ○ 二ツ杁の一部 0.60 7.35 ＊

22 助七ポンプ場 清須市 14k662 ○ 2.08 6.40 3.07

23 小場塚ポンプ場 清須市 14k800 ○ 2.02 14.40 7.72

24 弁天ポンプ場 清須市 14k940 ○ 小場塚の一部 1.20 7.72

25 水場川 河川施設（尾張建設） 16k000 ○ 11.32 40.00 3.53

26 中小田井 名古屋市：(緑政土木局） 16k400 ○ 1.81 14.40 7.96
H31.3.15

14.65m3/s

27 第二平田 名古屋市：(緑政土木局） 16k420 ○ 0.47 1.00 2.13

28 平田処理場 名古屋市：(上下水道局） 16k830 ○ 2.23 19.67 8.82

29 第一平田 名古屋市：(緑政土木局） 17k350 ○ 0.18 1.00 5.56

30 電車川 北名古屋市 17k900 ○ 0.90 7.50 8.33

31 鴨田川 河川施設（尾張建設） 18k000 ○ 7.10 25.00 3.52

32 鴨田川 北名古屋市 18k000 ○ 0.32 2.17 6.78

33 上小田井 名古屋市：(緑政土木局） 18k650 ○ 3.68 20.97 5.70

34 久地野ポンプ場 北名古屋市 19k517 ○ 0.40 7.42 18.55

35 久地野 北名古屋市 19k700 ○ 1.49 0.68 0.46

36 喜惣治 名古屋市：(上下水道局） 20k750 ○ 2.64 19.67 7.45

小計 40.40 213.03 5.27

37 高田寺 北名古屋市 0k600 ○ 0.68 0.84 1.24

38 中江川 河川施設（尾張建設） 1k180 ○ 6.35 25.00 3.94

39 自才ポンプ場 小牧市 8k870 ○ 0.39 1.25 3.20

小計 7.42 27.09 3.65

40 大輪 小牧市 0k040 ○ 0.05 0.95 18.27

41 向町 小牧市 0k420 ○ 0.04 0.00 0.00
H31.3.31

0.63 m3/s

小計 0.95

42 久田良木川 準用河川施設（豊山町） 0k750 ○ 4.80 9.90 2.06

小計 4.80 9.90 2.06

合計 52.62 250.02 4.75

43 中萱津 あま市 0k450 ○ 0.53 0.50 0.94

44 堀江ポンプ場 清須市 0k740 ○ 0.89 5.75 6.46

45 上萱津 あま市 0k850 ○ 0.79 0.33 0.42

46 梶村 あま市 2k000 ○ 0.31 4.00 12.90

47 西清洲ポンプ場 清須市 3k400 ○ 0.10 0.42 4.20

48 古城ポンプ場 清須市 3k800 ○ 0.08 1.50 18.75

49 春日 清須市 4k962 ○ 1.68 2.53 1.51

50 春日第二 清須市 6k307 ○ 0.60 1.17 1.95

51 下津 稲沢市 7k540 ○ 4.75 7.64 1.61

52 五日市場 一宮市 8k900 ○ 2.97 6.00 2.02

53 伝法寺 一宮市 9k600 ○ 0.03 0.70 25.74

54 鍛冶ヶ一色調整池 北名古屋市 10k083 ○ 0.51 0.56 1.10

55 北島 岩倉市 10k200 ○ 0.14 2.80 19.44

56 野寄 岩倉市 10k300 ○ 0.21 3.00 14.42

57 川井 岩倉市 10k500 ○ 0.56 0.75 1.33

58 大山寺 岩倉市 12k080 ○ 0.16 1.75 10.87

59 曽野 岩倉市 13k700 ○ 0.13 0.50 3.76

14.45 39.90 2.76

60 藤島 小牧市 0k040 ○ 0.58 3.00 5.17

61 小木 小牧市 0k500 ○ 4.51 3.30 0.73

62 大市場 岩倉市 6k600 ○ 0.32 4.60 14.38

5.41 10.90 2.01

63 東町 岩倉市 1k000 ○ 0.32 0.50 1.56

0.32 0.50 1.56

64 小山 一宮市 5k880 ○ 0.04 0.13 3.56

65 下浅野 一宮市 普通河川0k486 ○ 0.68 0.70 1.03 新般若井筋

0.72 0.83 1.16

66 猿海道 一宮市 1k000 ○ 0.40 0.25 0.63

67 猿海道第二 一宮市 1k075 ○ 0.15 0.50 3.33

68 あずら 一宮市 1k350 ○ 0.07 0.40 5.71

69 猿海道第三 一宮市 1k393 ○ 0.04 0.31 7.75

0.66 1.46 2.21

21.48 53.583 2.49

総合計 90.19 408.60 4.53

小計

合計

五条川

五条川

小計

巾下川

小計

矢戸川
小計

青木川

小計

縁葉川

新川上流

新川

＊17,18,20を一体

として比流量を算出

22,23を一体として

比流量を算出

合瀬川

原川

大山川

現況排水量

備考
距離標 左岸 右岸

新川下流
新川

合計

区分 NO. 排水機場名 管理者

位置
集水面積

（別表第二：第五条第二項関係）各単位流域の排水機一覧

排水量 比流量

(km2) (m3/s) (m3/s/km2)

1 藤前 名古屋市：(上下水道局） 0k100 ○ 1.08 14.95 13.84

2 藤高その1 藤高土地改良区 0k900 ○ 1.32 1.38 1.05

3 七島 藤高土地改良区 1k900 ○ 0.31 0.83 2.68

4 福田 名古屋市：(上下水道局） 3k120 ○ 2.54 20.75 8.17

5 助光 名古屋市：(上下水道局） 5k500 ○ 1.63 18.33 11.25

6 富田 名古屋市：(上下水道局） 6k560 ○ 2.96 20.25 6.84

7 伏屋 名古屋市：(上下水道局） 6k880 ○ 1.25 11.38 9.10

8 万場川東 名古屋市：(緑政土木局） 8k150 ○ 0.40 4.32 10.80

9 万場 名古屋市：(緑政土木局） 8k300 ○ 0.71 5.40 7.61

10 砂子第一 大治町 8k951 ○ 0.47 1.50 3.19

11 三本木 大治町 9k673 ○ 1.51 3.00 1.99

12 八ツ屋第一 大治町 9k994 ○ 0.28 1.10 3.93

13 八ツ屋第二 大治町 10k821 ○ 0.05 0.21 4.20

14 萱津 あま市 11k470 ○ 1.58 1.60 1.01

16.09 105.00 6.53

15 下河原ポンプ場 清須市 12k740 ○ 0.12 0.14 1.17

16 土器野ポンプ場 清須市 13k600 ○ 0.32 5.13 16.03

17 二ツ杁ポンプ場 清須市 13k750 ○ 1.02 5.68 7.35

18 芳野ポンプ場（旧） 清須市 13k770 ○ 二ツ杁の一部 1.20 7.35

19 芳野ポンプ場（新） 清須市 13k891 ○ 0.63 6.22 9.90

20 豊田川ポンプ場 清須市 14k000 ○ 1.67 12.58 7.53

21 芳野樋門ポンプ場 清須市 14k308 ○ 二ツ杁の一部 0.60 7.35 ＊

22 助七ポンプ場 清須市 14k662 ○ 2.08 6.40 3.07

23 小場塚ポンプ場 清須市 14k800 ○ 2.02 14.40 7.72

24 弁天ポンプ場 清須市 14k940 ○ 小場塚の一部 1.20 7.72

25 水場川 河川施設（尾張建設） 16k000 ○ 11.32 40.00 3.53

26 中小田井 名古屋市：(緑政土木局） 16k400 ○ 1.81 14.65 8.09

27 第二平田 名古屋市：(緑政土木局） 16k420 ○ 0.47 1.00 2.13

28 平田処理場 名古屋市：(上下水道局） 16k830 ○ 2.23 19.67 8.82

29 第一平田 名古屋市：(緑政土木局） 17k350 ○ 0.18 1.00 5.56

30 電車川 北名古屋市 17k900 ○ 0.90 7.50 8.33

31 鴨田川 河川施設（尾張建設） 18k000 ○ 7.10 25.00 3.52

32 鴨田川 北名古屋市 18k000 ○ 0.32 2.17 6.78

33 上小田井 名古屋市：(緑政土木局） 18k650 ○ 3.68 20.97 5.70

34 久地野ポンプ場 北名古屋市 19k517 ○ 0.40 7.42 18.55

35 久地野 北名古屋市 19k700 ○ 1.49 0.68 0.46

36 喜惣治 名古屋市：(上下水道局） 20k750 ○ 2.64 19.67 7.45

小計 40.40 213.28 5.28

37 高田寺 北名古屋市 0k600 ○ 0.68 0.84 1.24

38 中江川 河川施設（尾張建設） 1k180 ○ 6.35 25.00 3.94

39 自才ポンプ場 小牧市 8k870 ○ 0.39 1.25 3.20

小計 7.42 27.09 3.65

40 大輪 小牧市 0k040 ○ 0.05 0.95 18.27

41 向町 小牧市 0k420 ○ 0.00 0.00 0.00
R1.6.28完了予定

0.63 m3/s

小計 0.05 0.95 18.27

42 久田良木川 準用河川施設（豊山町） 0k750 ○ 4.80 9.90 2.06
R8

23.00m /s

小計 4.80 9.90 2.06

合計 52.67 251.22 4.77

43 中萱津 あま市 0k450 ○ 0.53 0.50 0.94

44 堀江ポンプ場 清須市 0k740 ○ 0.89 5.75 6.46

45 上萱津 あま市 0k850 ○ 0.79 0.33 0.42

46 梶村 あま市 2k000 ○ 0.31 4.00 12.90

47 西清洲ポンプ場 清須市 3k400 ○ 0.10 0.42 4.20

48 古城ポンプ場 清須市 3k800 ○ 0.08 1.50 18.75

49 春日 清須市 4k962 ○ 1.68 2.53 1.51

50 春日第二 清須市 6k307 ○ 0.60 1.17 1.95

51 下津 稲沢市 7k540 ○ 4.75 7.64 1.61

52 五日市場 一宮市 8k900 ○ 2.97 6.00 2.02

53 伝法寺 一宮市 9k600 ○ 0.03 0.70 25.74

54 鍛冶ヶ一色調整池 北名古屋市 10k083 ○ 0.51 0.56 1.10

55 北島 岩倉市 10k200 ○ 0.14 2.80 19.44

56 野寄 岩倉市 10k300 ○ 0.21 3.00 14.42

57 川井 岩倉市 10k500 ○ 0.56 0.75 1.33

58 大山寺 岩倉市 12k080 ○ 0.16 1.75 10.87

59 曽野 岩倉市 13k700 ○ 0.13 0.50 3.76

14.45 39.90 2.76

60 藤島 小牧市 0k040 ○ 0.58 3.00 5.17

61 小木 小牧市 0k500 ○ 4.51 3.30 0.73

62 大市場 岩倉市 6k600 ○ 0.32 4.60 14.38

5.41 10.90 2.01

63 東町 岩倉市 1k000 ○ 0.32 0.50 1.56

0.32 0.50 1.56

64 小山 一宮市 5k880 ○ 0.04 0.13 3.56

65 下浅野 一宮市 普通河川0k486 ○ 0.68 0.70 1.03 新般若井筋

0.72 0.83 1.16

66 猿海道 一宮市 1k000 ○ 0.40 0.25 0.63

67 猿海道第二 一宮市 1k075 ○ 0.15 0.50 3.33

68 あずら 一宮市 1k350 ○ 0.07 0.40 5.71

69 猿海道第三 一宮市 1k393 ○ 0.04 0.31 7.75

0.66 1.46 2.21

21.48 53.583 2.49

総合計 90.24 409.80 4.54

新川下流
新川

合計

区分 NO. 排水機場名 管理者

現況排水量

備考
距離標 左岸 右岸

位置
集水面積

新川上流

新川

＊17,18,21を一体

として比流量を算出

23,24を一体として

比流量を算出

合瀬川

大山川

原川

小計

合計

五条川

五条川

小計

巾下川

小計

矢戸川
小計

青木川

小計

縁葉川
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

318 ３ 日光川流域排水調整要綱

 （１） 日光川流域排水調整要綱 

（略） 

附 則

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。

（追加） 

（別表第一：第五条第１項関係）各単位流域の市町村 

（略）

（別表第二：第五条第２項関係）日光川流域の排水機一覧

３ 日光川流域排水調整要綱

 （１） 日光川流域排水調整要綱 

（略） 

附 則

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。

附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

（別表第一：第五条第１項関係）各単位流域の市町村 

（略）

（別表第二：第五条第２項関係）日光川流域の排水機一覧

排水調整要項

の排水機一覧

の更新に伴う

修正 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

No. 機場名 

所在

地 

※１市町

村 

管理者名 

 排出先河

川名 

位置 許可排

水量 

（ /ｓ） 

備考 距離

標 

左

岸 

右

岸 

1 東 小 川 

名古屋

市 

名古屋市 名古屋市 

日光川 

(準用東小

川) 

-3ｋ

552 

○   （14.60） ※２

2 戸 田 川 

名古屋

市 

名古屋市 名古屋市 日光川 
-3ｋ

100 

○   （50.00） ※２

3 工場排水 

名古屋

市 

名古屋市 

名古屋中

川金属工

業団地 

協同組合 

日光川 
-2ｋ

600 

○   0.94 

4 新 茶 屋 

名古屋

市 

名古屋市 

茶屋後土

地改良区 
日光川 

-1ｋ

400 

○   3.70 

5

福 田 川 

<福田前新

田> 

名古屋

市 

名古屋市 

福田悪水

土地改良

区 

日光川 
-0ｋ

800 

○   （90.00） ※２

6 協  和 

名古屋

市 

名古屋市 

協和土地

改良区 
日光川 

-

0k80

0 

○   1.60 

7 
福田前第

２ 

名古屋

市 

名古屋市 

協和土地

改良区 
日光川 

-0ｋ

275 

○   0.17 

8 蟹 江 川 

名古屋

市 

－ 

愛知県（建

設） 
日光川 

-0ｋ

200 

○   （52.00） ※２

9 福  屋 

名古屋

市 

名古屋市 

西福田土

地改良区 
福田川 

0ｋ

800 

○   0.70 

10 井  箱 

名古屋

市 

名古屋市 

協和土地

改良区 
福田川 

1k60

0 

  ○ 0.16 

No. 機場名 所在地 

※１市町

村 

管理者名 

 排出先河

川名 

位置 許可排

水量 

（ /ｓ） 

備考 距離

標 

左

岸 

右

岸 

1 東 小 川 名古屋市 名古屋市 名古屋市 

日光川 

(準用東小

川) 

-3ｋ

552 

○   （14.60） ※２

2 戸 田 川 名古屋市 名古屋市 名古屋市 日光川 
-3ｋ

100 

○   （50.00） ※２

3 工場排水 名古屋市 名古屋市 

名古屋中

川金属工

業団地 

協同組合 

日光川 
-2ｋ

600 

○   0.94 

4 新 茶 屋 名古屋市 名古屋市 

茶屋後土

地改良区 
日光川 

-1ｋ

400 

○   3.70 

5 福田川河口 名古屋市 名古屋市 

福田悪水

土地改良

区 

日光川 
-0ｋ

800 

○   60.00 

6 
福田川河口

第二 

名古屋市 名古屋市 

愛知県

（建設）
日光川 

-0ｋ

800 

○  （30.00） ※２

7 協  和 名古屋市 名古屋市 

協和土地

改良区 
日光川 

-

0k80

0 

○   1.60 

8 福田前第２ 名古屋市 名古屋市 

協和土地

改良区 
日光川 

-0ｋ

275 

○   0.17 

9 蟹 江 川 名古屋市 － 

愛知県

（建設） 
日光川 

-0ｋ

200 

○   （52.00） ※２

10 福  屋 名古屋市 名古屋市 

西福田土

地改良区 
福田川 

0ｋ

800 

○   0.70 

11 井  箱 名古屋市 名古屋市 

協和土地

改良区 
福田川 

1k60

0 

  ○ 0.16 
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11 福屋第一 

名古屋

市 

名古屋市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
1ｋ

800 

○   2.30 

12 千音寺 

名古屋

市 

名古屋市 名古屋市 福田川 
6ｋ

100 

○   0.13 

13 名西団地 

名古屋

市 

名古屋市 名古屋市 福田川 
6ｋ

900 

○   0.50 

14 
西福田第

２ 

名古屋

市 

名古屋市 

協和地区

湛水防除

協議会 

蟹江川 
0k00

0 

○   0.87 

15 小  川 

名古屋

市 

名古屋市 

小川土地

改良区 
戸田川 

0ｋ

050 

  ○ 0.54 

16 海東南 

名古屋

市 

名古屋市 

海東土地

改良区 
戸田川 

2ｋ

300 

  ○ 0.47 

17 海東北 

名古屋

市 

名古屋市 

海東土地

改良区 
戸田川 

3ｋ

100 

  ○ 0.24 

18 富  永 

名古屋

市 

名古屋市 

富田町土

地改良区 
戸田川 

4ｋ

500 

  ○ 1.36 

19 水  里 

名古屋

市 

名古屋市 

名古屋市

(下水） 
戸田川 

5ｋ

150 

  ○ 8.40 

20 戸  田 

名古屋

市 

名古屋市 

名古屋市

(下水） 
戸田川 

6ｋ

900 

  ○ 16.34 

小

計 
245.02 ※４

21 新 堀 川 一宮市 一宮市 一宮市 

日光川 

(準用新堀

川) 

19ｋ

300 

○   （20.00） ※２

22 玉  野 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
20ｋ

050 

  ○ 4.67 

23 萩  原 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
21ｋ

050 

○   0.60 

12 福屋第一 名古屋市 名古屋市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
1ｋ

800 

○   2.30 

13 千音寺 名古屋市 名古屋市 名古屋市 福田川 
6ｋ

100 

○   0.13 

14 名西団地 名古屋市 名古屋市 名古屋市 福田川 
6ｋ

900 

○   0.50 

15 西福田第２ 名古屋市 名古屋市 

協和地区

湛水防除

協議会 

蟹江川 
0k00

0 

○   0.87 

16 小  川 名古屋市 名古屋市 

小川土地

改良区 
戸田川 

0ｋ

050 

  ○ 0.54 

17 海東南 名古屋市 名古屋市 

海東土地

改良区 
戸田川 

2ｋ

300 

  ○ 0.47 

18 海東北 名古屋市 名古屋市 

海東土地

改良区 
戸田川 

3ｋ

100 

  ○ 0.24 

19 富  永 名古屋市 名古屋市 

富田町土

地改良区 
戸田川 

4ｋ

500 

  ○ 1.36 

20 水  里 名古屋市 名古屋市 

名古屋市

(下水） 
戸田川 

5ｋ

150 

  ○ 8.40 

21 戸  田 名古屋市 名古屋市 

名古屋市

(下水） 
戸田川 

6ｋ

900 

  ○ 16.34 

小

計 
245.02 ※４

22 新 堀 川 一宮市 一宮市 一宮市 

日光川 

(準用新堀

川) 

19ｋ

300 

○   （20.00） ※２

23 玉  野 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
20ｋ

050 

  ○ 4.67 

24 萩  原 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
21ｋ

050 

○   0.60 
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24 稔  川 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
21ｋ

500 

○   4.80 

25 小  信 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
22ｋ

300 

  ○ 12.16 

26 三  条 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
23ｋ

700 

  ○ 14.30 

小

計 
56.53 ※４

27 
十三沖永神

明 

津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

日光川 
4k83

0 

○   18.90 

28 市場(新) 津島市 津島市 

日光川西

悪水土地

改良区 

日光川 
5ｋ

739 

  ○ 7.29 

29 市場(旧) 津島市 津島市 

日光川西

悪水土地

改良区 

日光川 
5ｋ

739 

  ○ 4.30 

30 
十三沖永越

津 

津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

日光川 
7k20

0 

○   11.30 

31 越  津 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

日光川 
7k24

4 

○   4.17

32 古  瀬 津島市 愛西市 愛西市 目比川 
0ｋ

500 

  ○ （3.17） 

平成 30 年

11 月 3.28

/ ｓ 切 り

替え予定

25 稔  川 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
21ｋ

500 

○   4.80 

26 小  信 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
22ｋ

300 

  ○ 12.16 

27 三  条 一宮市 一宮市 一宮市 日光川 
23ｋ

700 

  ○ 14.30 

小

計 
56.53 ※４

28 十三沖永神明 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

日光川 
4k83

0 

○   18.90 

29 市場(新) 津島市 津島市 

日光川西

悪水土地

改良区 

日光川 
5ｋ

739 

  ○ 7.29 

30 市場(旧) 津島市 津島市 

日光川西

悪水土地

改良区 

日光川 
5ｋ

739 

  ○ 4.30 

31 十三沖永越津 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

日光川 
7k20

0 

○   10.40 

32 越  津 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

日光川 
7k24

4 

○   （4.17） 

平成 34 年

3月 4.20  

/ｓ切り替え

予定

33 古  瀬 津島市 愛西市 愛西市 目比川 
0ｋ

500 

  ○ （3.17） 

平成 31 年

11 月 3.28



愛知県水防計画  

90 

頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

33 五 八 津島市 津島市 

五八悪水

土地改良

区 

目比川 
1k20

0 

○   4.90 

34 葉 苅 (西) 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

目比川 
1k30

0 

  ○ 0.11

35 葉 苅（東） 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

目比川 
1k30

0 

○   0.14 

36 五八第２ 津島市 津島市 

五八悪水

土地改良

区 

目比川 
1k70

0 

○   5.15 

37 又 吉 津島市 津島市 

領内川用

悪水土地

改良区 

新堀川 
1ｋ

500 

○   0.10 

38 向  島 津島市 津島市 

領内川用

悪水土地

改良区 

新堀川 
2ｋ

100 

○   2.80 

39 向島第２ 津島市 津島市 

領内川用

悪水土地

改良区 

新堀川 
2ｋ

100 

  ○ 4.30 

小

計 
66.63 ※４

40 城  西 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
10ｋ

550 

  ○ 0.26 

41 黒  田 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日光川水

系排水対策協議

会 

日光川 
10ｋ

600 

○   5.00 

/ｓ切り替

え予定

34 五 八 津島市 津島市 

五八悪水

土地改良

区 

目比川 
1k20

0 

○   4.90 

35 葉 苅 (西) 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

目比川 
1k30

0 

  ○ （0.11）

平成 33 年

3月 0.31  

/ｓ切り替え

予定

36 葉 苅（東） 津島市 津島市 

十三沖永

悪水土地

改良区 

目比川 
1k30

0 

○   0.14 

37 五八第２ 津島市 津島市 

五八悪水

土地改良

区 

目比川 
1k70

0 

○   5.15 

38 又 吉 津島市 津島市 

領内川用

悪水土地

改良区 

新堀川 
1ｋ

500 

○   0.10 

39 向  島 津島市 津島市 

領内川用

悪水土地

改良区 

新堀川 
2ｋ

100 

○   2.80 

40 向島第２ 津島市 津島市 

領内川用

悪水土地

改良区 

新堀川 
2ｋ

100 

  ○ 4.30 
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42 嫁  振 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
10ｋ

800 

  ○ 0.32 

43 宮  浦 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
11ｋ

400 

  ○ 2.20 

44 平  和 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
11ｋ

500 

○   5.80 

45 半  六 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
11ｋ

690 

○   1.50 

46 下  起 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
12ｋ

200 

  ○ 0.04 

47 西 光 坊 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
12ｋ

480 

○   0.76 

48 西 光 坊 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
12ｋ

750 

  ○ 0.22 

49 西光坊杁上 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
13ｋ

625 

○   0.60 

50 丸  渕 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
14ｋ

100 

  ○ 2.83 

小

計 
65.73 ※４

41 城  西 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
10ｋ

550 

  ○ 0.26 

42 黒  田 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日光川

水系排水対策

協議会 

日光川 
10ｋ

600 

○   5.00 

43 嫁  振 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
10ｋ

800 

  ○ 0.32 

44 宮  浦 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
11ｋ

400 

  ○ 2.20 

45 平  和 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
11ｋ

500 

○   5.80 

46 半  六 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
11ｋ

690 

○   1.50 

47 下  起 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
12ｋ

200 

  ○ 0.04 

48 西 光 坊 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
12ｋ

480 

○   0.76 
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51 片原一色 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
15ｋ

470 

○   1.20 

52 三 宅 川 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
1ｋ

500 

○   2.00 

53 中 三 宅 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
2ｋ

500 

  ○ 0.33 

54 井  堀 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
3ｋ

600 

○   2.30 

55 須ヶ谷東 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
3ｋ

600 

  ○ 1.43 

56 儀 長 東 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
4ｋ

950 

○   0.10 

57 儀  長 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
5ｋ

300 

  ○ 1.20 

58 三 ヶ 月 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0k30

0 

○   2.20 

49 西 光 坊 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

日光川 
12ｋ

750 

  ○ 0.22 

50 西光坊杁上 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
13ｋ

625 

○   0.60 

51 丸  渕 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
14ｋ

100 

  ○ 2.50

52 片原一色 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

日光川 
15ｋ

470 

○   1.20 

53 三 宅 川 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
1ｋ

500 

○   2.00 

54 中 三 宅 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
2ｋ

500 

  ○ 0.40

55 井  堀 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
3ｋ

600 

○   2.30 

56 須ヶ谷東 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
3ｋ

600 

  ○ 1.43 
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59 平  六 稲沢市 稲沢市 

稲沢市建

設部土木

課 

領内川 
0ｋ

300 

  ○ 0.47 

60 六輪見取 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

400 

  ○ 0.07 

61 
塩川第１ 

<塩川> 

稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

600 

○   0.31 

62 塩川第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

800 

○   0.23 

63 
六輪第１ 

<六輪> 

稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
1ｋ

450 

○   0.23 

64 六輪第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
1ｋ

450 

○   0.83 

65 須ヶ脇第３ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

100 

○   （0.30） 

須ヶ脇第１

排水機場

供用開始

後使用停

止

66 五ツ屋第３ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

272 

○   0.05 

57 儀 長 東 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
4ｋ

950 

○   0.07

58 儀  長 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

三宅川 
5ｋ

300 

  ○ 1.20 

59 三 ヶ 月 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0k30

0 

○   2.20 

60 平  六 稲沢市 稲沢市 

稲沢市建

設部土木

課 

領内川 
0ｋ

300 

  ○ 0.47 

61 六輪見取 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

400 

  ○ 0.07 

62 
塩川第１ 

<塩川> 

稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

600 

○   0.31 

63 塩川第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

800 

○   0.23 

64 
六輪第１ 

<六輪> 

稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
1ｋ

450 

○   0.23 

65 六輪第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
1ｋ

450 

○   0.83 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

67 五 ツ 屋 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

300 

○   0.16 

68 五ツ屋第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

○   0.37 

69 甲 新 田 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5k80

0 

○   2.00 

70 
甲 新 田第

２ 

稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5k80

0 

〇   1.69 

71 牧川第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
6ｋ

885 

  ○ （3.50） 

平成 32 年

3月3.60  

/ｓ切り替え

予定 

72 二  俣 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

100 

○   （3.70） 

平成 31 年

3月5.22  

/ｓ切り替え

予定

66 須ヶ脇第３ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

100 

○   （0.30） 

須ヶ脇第１

排 水機場

供用開始

後使用停

止

67 五ツ屋第３ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

272 

○   0.05 

68 五 ツ 屋 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

300 

○   0.16 

69 五ツ屋第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

○   0.37 

70 甲 新 田 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5k80

0 

○   2.00 

71 甲 新 田第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5k80

0 

〇   1.69 

72 牧川第２ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
6ｋ

885 

  ○ （3.50） 

平成 32 年

3月 3.60  
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

73 流新田 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

100 

  ○ 0.12 

74 下 川 原 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

100 

○   0.37 

二俣排水

機場供用

開始後使

用停止

75 牧川第１ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

800 

  ○ 4.24 

76 光堂川第 1 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

光堂川 
0k45

0 

  ○ 2.80 

77 光堂川第 2 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

光堂川 
1k20

0 

  ○ 2.60 

78 千 代 田 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

目比川 
3ｋ

100 

  ○ 6.00 

79 千代田第２ 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

目比川 
3ｋ

100 

○   14.30 

80 千代田第３ あま市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系
目比川 

3ｋ

100 

  ○ 0.10 

/ｓ切り替え

予定 

73 二  俣 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

100 

○   （3.70） 

平成 31 年

3月 5.22  

/ｓ切り替え

予定

74 流新田 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

100 

  ○ 0.12 

75 下 川 原 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

100 

○   0.37 

二 俣排水

機場供用

開始後使

用停止

76 牧川第１ 稲沢市 稲沢市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
7ｋ

800 

  ○ 4.24 

77 光堂川第 1 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

光堂川 
0k45

0 

  ○ 2.80 

78 光堂川第 2 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系
光堂川 

1k20

0 

  ○ 2.60 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

排水対策

協議会 

小

計 
74.73 ※４

81 目比川河口 愛西市 愛西市 

目比川流

域排水 

対策協議

会 

日光川 
8ｋ

800 

○   30.00 

82 勝  幡 愛西市 愛西市 

勝幡地域

排水機 

運営協議

会 

日光川 
10ｋ

000 

○   4.33 

83 渕  高  愛西市 愛西市 愛西市 日光川 
13k0

00 

  ○ 0.32 

84 千  引 愛西市 愛西市 

勝幡地域排

水機運営協

議会 

目比川 
1ｋ

300 

  ○ 0.15

85 佐  折 愛西市 愛西市 

勝幡地域排

水機運営協

議会 

目比川 
1ｋ

700 

  ○ （0.10） 

平成 31 年

3月0.19  

/ｓ切り替え

予定

86 源 左 橋 愛西市 愛西市 

勝幡地域排

水機運営協

議会 

目比川 
2k40

0 

  ○ （0.15） 

平成 32 年

3月0.33  

排水対策

協議会 

79 千 代 田 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

目比川 
3ｋ

100 

  ○ 6.00 

80 千代田第２ 稲沢市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

目比川 
3ｋ

100 

○   14.30 

81 千代田第３ あま市 稲沢市 

稲沢市日

光川水系

排水対策

協議会 

目比川 
3ｋ

100 

  ○ 0.10 

小

計 
74.44 ※４

82 目比川河口 愛西市 愛西市 

目比川流

域排水 

対策協議

会 

日光川 
8ｋ

800 

○   30.00 

83 勝  幡 愛西市 愛西市 

勝幡地域

排水機 

運営協議

会 

日光川 
10ｋ

000 

○   4.33 

84 渕  高  愛西市 愛西市 愛西市 日光川 
13k0

00 

  ○ 0.32 

85 千  引 愛西市 愛西市 

勝幡地域排

水機運営協

議会 

目比川 
1ｋ

300 

  ○ （0.15）

平成 33 年

3月 0.65  
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

/ｓ切り替え

予定

87 大 縄 場 愛西市 愛西市 

勝幡地域

排水機運

営協議会 

三宅川 
0ｋ

100 

○   0.11 

88 根  高 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

700 

  ○ 7.00 

89 根高第２ 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

800 

  ○ 7.00 

90 五 軒 家 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
1ｋ

900 

  ○ 0.65 

91 須ヶ脇第２ 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

208 

○   （0.70） 

須ヶ脇第１

排水機場

供用開始

後使用停

止

92 
須ヶ脇第１ 

<須ヶ脇> 

愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

250 

○   （2.52） 

平成 31 年

3月4.15  

/ｓ切り替え

予定

86 佐  折 愛西市 愛西市 

勝幡地域排

水機運営協

議会 

目比川 
1ｋ

700 

  ○ （0.10） 

平成 31 年

3月 0.19  

/ｓ切り替え

予定

87 源 左 橋 愛西市 愛西市 

勝幡地域排

水機運営協

議会 

目比川 
2k40

0 

  ○ （0.15） 

平成 32 年

3月 0.33  

/ｓ切り替え

予定

88 大 縄 場 愛西市 愛西市 

勝幡地域

排水機運

営協議会 

三宅川 
0ｋ

100 

○   0.11 

89 根  高 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

700 

  ○ 7.00 

90 根高第２ 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
0ｋ

800 

  ○ 7.00 

91 五 軒 家 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
1ｋ

900 

  ○ 0.65 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

/ｓ切り替え

予定

93 元足立 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

250 

○   0.50 

94 草  平 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

450 

  ○ 0.12 

95 川  田 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

550 

  ○ 0.80 

96 阿  原 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

000 

○   0.33 

97 西 川 端 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

000 

○   （2.75） 

平成 31 年

3月2.75  

/ｓ切り替え

予定

98 西川端第２ 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

000 

○   5.00 

99 鷹  場 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

500 

  ○ (2.80) 

平成 32 年

3月2.40  

92 須ヶ脇第２ 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

208 

○   （0.70） 

須ヶ脇第１

排 水機場

供用開始

後使用停

止

93 
須ヶ脇第１ 

<須ヶ脇> 

愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

250 

○   （2.52） 

平成 32 年

3月 4.15  

/ｓ切り替え

予定

94 元足立 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

250 

○   0.50 

95 草  平 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

450 

  ○ 0.12 

96 川  田 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
2ｋ

550 

  ○ 0.80 

97 阿  原 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

000 

○   0.33 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

/ｓ切り替え

予定

100 鷹場第 2 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

500 

  ○ 3.00 

101 上  兼 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

200 

○   0.12 

102 開  治 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

600 

  ○ （3.00） 

平成 33 年

3月4.00  

/ｓ切り替え

予定

103 開治第 2 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

600 

  ○ 1.20 

104 杁ノ戸 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

900 

○   0.05 

105 下東川 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

607 

  ○ 0.45 

106 東川<野田> 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

  ○ 2.30 

98 西 川 端 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

000 

○   （2.75） 

平成 31 年

3月 2.75  

/ｓ切り替え

予定

99 西川端第２ 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

000 

○   5.00 

100 鷹  場 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

500 

  ○ (2.80) 

平成 32 年

3月 2.40  

/ｓ切り替え

予定

101 鷹場第 2 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
3ｋ

500 

  ○ 3.00 

102 上  兼 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

200 

○   0.12 

103 開  治 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

600 

  ○ （3.00） 

平成 33 年

3月 4.00  
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

107 八  開 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

  ○ 0.70 

108 八開第 2 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

  ○ 1.20 

小

計 
77.35 ※４

109 大神場第１ 弥富市 弥富市 

十四山土

地改良区 
宝川 

0k20

0 

  ○ 3.70 

110 大神場第 2 弥富市 弥富市 

十四山土

地改良区 
宝川 

0k20

0 

  ○ 2.21 

111 六  箇 弥富市 弥富市 

十四山土

地改良区 
宝川 

0ｋ

800 

○   3.10 

112 新孫宝 弥富市 弥富市 

孫宝排水

土地改良

区 

宝川 
1ｋ

000 

  ○ 28.00 

113 孫宝第 2 弥富市 弥富市 

孫宝排水

土地改良

区 

宝川 
1ｋ

000 

  ○ 19.80 

小

計 
56.81 ※４

114 土 吐 川 あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 

(普通土吐

川) 

9ｋ

600 

  ○ 5.00 

115 
小 切 戸 

<小切戸１> 

あま市 あま市 

小切戸湛

水防除事

業協議会 

蟹江川 
4k70

0 

○   3.64 

116 小切戸第２ あま市 あま市 

小切戸湛水

防除事業協

議会 

蟹江川 
4k70

0 

○   2.56 

/ｓ切り替え

予定

104 開治第 2 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

600 

  ○ 1.20 

105 杁ノ戸 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
4ｋ

900 

○   0.05 

106 下東川 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

607 

  ○ 0.45 

107 東川<野田> 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

  ○ 2.30 

108 八  開 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

  ○ 0.70 

109 八開第 2 愛西市 愛西市 

領内川用

悪水土地

改良区 

領内川 
5ｋ

800 

  ○ 1.20 

小

計 
77.35 ※４

110 大神場第１ 弥富市 弥富市 

十四山土

地改良区 
宝川 

0k20

0 

  ○ 3.70 

111 大神場第 2 弥富市 弥富市 

十四山土

地改良区 
宝川 

0k20

0 

  ○ 2.21 

112 六  箇 弥富市 弥富市 

十四山土

地改良区 
宝川 

0ｋ

800 

○   3.10 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

117 鯰  橋 あま市 あま市 

宝南悪水

土地改良

区 

蟹江川 
4ｋ

750 

○   1.84 

118 鷹  居 あま市 あま市 

宝南悪水

土地改良

区 

蟹江川 
5ｋ

300 

○   3.06 

119 神  尾 あま市 あま市 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

蟹江川 
5k60

0 

  ○ 0.65 

120 四 ヶ 村 あま市 あま市 

宝南悪水

土地改良

区 

蟹江川 
6ｋ

400 

○   （0.92） 

平成 30年

3 月 1.05

/ｓ切り

替え予定

121 秋  竹 あま市 あま市 

秋竹排水

機組合 
小切戸川 

3k20

0 

○   0.91 

122 篠  田 あま市 あま市 

篠田悪水

土地改良

区 

蟹江川 
8k20

0 

○   14.00 

123 篠田第２ あま市 あま市 

篠田悪水

土地改良

区 

蟹江川 
9k35

0 

○   10.70 

124 木  田 あま市 あま市 

木田排水

機組合 
蟹江川 

9k50

0 

  ○ 1.70 

125 蜂須賀 あま市 あま市 蜂須賀区 目比川 
2ｋ

500 

○   1.90 

126 花 ノ 木 あま市 あま市 蜂須賀区 目比川 
2ｋ

600 

  ○ 0.31 

113 新孫宝 弥富市 弥富市 

孫宝排水

土地改良

区 

宝川 
1ｋ

000 

  ○ 28.00 

114 孫宝第 2 弥富市 弥富市 

孫宝排水

土地改良

区 

宝川 
1ｋ

000 

  ○ 19.80 

小

計 
56.81 ※４

115 土 吐 川 あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 

(普通土吐

川) 

9ｋ

600 

  ○ 5.00 

116 
小 切 戸 

<小切戸１> 

あま市 あま市 

小切戸湛

水防除事

業協議会 

蟹江川 
4k70

0 

○   3.64 

117 小切戸第２ あま市 あま市 

小切戸湛水

防除事業協

議会 

蟹江川 
4k70

0 

○   2.56 

118 鯰  橋 あま市 あま市 

宝南悪水

土地改良

区 

蟹江川 
4ｋ

750 

○   1.84 

119 鷹  居 あま市 あま市 

宝南悪水

土地改良

区 

蟹江川 
5ｋ

300 

○   3.06 

120 神  尾 あま市 あま市 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

蟹江川 
5k60

0 

  ○ 0.65 

121 四 ヶ 村 あま市 あま市 

宝南悪水

土地改良

区 

蟹江川 
6ｋ

400 

○   （0.92） 

平成 33年

3 月 1.05
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

127 甚目寺第１ あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
9ｋ

600 

  ○ 1.70 

128 新居屋橋 あま市 あま市 あま市 福田川 
10ｋ

120 

○   0.08 

129 甚目寺第３ あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
10ｋ

400 

  ○ 1.75 

130 新居屋 あま市 あま市 あま市 福田川 
10ｋ

400 

  ○ 0.23 

131 甚目寺第２ あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
10ｋ

660 

○   3.35 

小

計 
54.30 ※４

132 西    條 大治町 大治町 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
7ｋ

300 

○   2.56 

133 西條第１ 大治町 大治町 大治町 福田川 
7ｋ

300 

○   1.64 

134 西條第３ 大治町 大治町 大治町 福田川 
7k55

0 

○   1.50 

135 円 楽 寺 大治町 大治町 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
8ｋ

300 

○   

5.18 

136 小切戸西条 大治町 大治町 

小切戸湛

水防除事

業協議会 

福田川 
8ｋ

300 

○   

137 円 楽 寺 大治町 大治町 大治町 福田川 
8ｋ

300 

○   1.07 

/ｓ切り替

え予定

122 秋  竹 あま市 あま市 

秋竹排水

機組合 
小切戸川 

3k20

0 

○   0.91 

123 篠  田 あま市 あま市 

篠田悪水

土地改良

区 

蟹江川 
8k20

0 

○   14.00 

124 篠田第２ あま市 あま市 

篠田悪水

土地改良

区 

蟹江川 
9k35

0 

○   10.70 

125 木  田 あま市 あま市 

木田排水

機組合 
蟹江川 

9k50

0 

  ○ 1.70 

126 蜂須賀 あま市 あま市 蜂須賀区 目比川 
2ｋ

500 

○   1.90 

127 花 ノ 木 あま市 あま市 蜂須賀区 目比川 
2ｋ

600 

  ○ 0.31 

128 甚目寺第１ あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
9ｋ

600 

  ○ 1.70 

129 新居屋橋 あま市 あま市 あま市 福田川 
10ｋ

120 

○   0.08 

130 甚目寺第３ あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
10ｋ

400 

  ○ 1.75 

131 新居屋 あま市 あま市 あま市 福田川 
10ｋ

400 

  ○ 0.23 

132 甚目寺第２ あま市 あま市 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
10ｋ

660 

○   3.35 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

138 円楽寺第２ 大治町 大治町 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
8ｋ

300 

○   3.02 

139 
小切戸排水

機場 

大治町 － 

愛知県（建

設） 
福田川 

8ｋ

800 

○   (7.30) ※２

小

計 
22.27 ※４

140 
鍋蓋新田

(二) 

蟹江町 蟹江町 

鍋蓋水利

組合 
日光川 

-1ｋ

000 

  ○ 0.32 

141 蟹江大澪 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
0k38

2 

○   9.00 

142 
蟹江大澪第

３ 

蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
0k46

4 

○   9.00 

143 大 海 用 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
0k73

5 

○   0.50 

144 大  膳 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

日光川 
2ｋ

173 

  ○ (2.74) 

平成 33 年

4月3.00  

/ｓ切り替え

予定

145 観 音 寺 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
3k30

0 

○   (6.25) 

平成 33 年

3月6.50  

小

計 
54.30 ※４

133 西    條 大治町 大治町 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
7ｋ

300 

○   2.56 

134 西條第１ 大治町 大治町 大治町 福田川 
7ｋ

300 

○   1.64 

135 西條第３ 大治町 大治町 大治町 福田川 
7k55

0 

○   1.50 

136 円 楽 寺 大治町 大治町 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
8ｋ

300 

○   

5.18 

137 小切戸西条 大治町 大治町 

小切戸湛

水防除事

業協議会 

福田川 
8ｋ

300 

○   

138 円 楽 寺 大治町 大治町 大治町 福田川 
8ｋ

300 

○   1.07 

139 円楽寺第２ 大治町 大治町 

福田川排

水対策協

議会 

福田川 
8ｋ

300 

○   3.02 

140 
小切戸排水機

場 

大治町 － 

愛知県

（建設） 
福田川 

8ｋ

800 

○   (7.30) ※２

小

計 
22.27 ※４

141 鍋蓋新田(二) 蟹江町 蟹江町 

鍋蓋水利

組合 
日光川 

-1ｋ

000 

  ○ 0.32 

142 蟹江大澪 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
0k38

2 

○   9.00 
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/ｓ切り替え

予定

146 鍋蓋新田 蟹江町 蟹江町 

鍋蓋地区

湛水防除

協議会 

善太川 
0ｋ

000 

○   1.40 

147 善 太 新 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

善太川 
2ｋ

000 

  ○ 23.49 

148 善太第３ 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

善太川 
2ｋ

000 

  ○ 10.90 

149 善太第２ 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

善太川 
2ｋ

000 

○   13.00 

150 舟  入 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

0ｋ

950 

○   1.45 

151 宝 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

２

K005 

〇   3.20 

152 
本町舟入

(四) 

蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

2k00

0 

○   2.50 

153 
本町舟入

(五) 

蟹江町 蟹江町 蟹江町 蟹江川 
2k00

0 

○  0.27 

154 今 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

3k00

0 

○   1.50 

155 須  成 蟹江町 蟹江町 

小切戸湛

水防除事

業協議会 

蟹江川 
3ｋ

600 

○   3.52 

143 蟹江大澪第３ 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
0k46

4 

○   9.00 

144 大 海 用 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
0k73

5 

○   0.50 

145 大  膳 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

日光川 
2ｋ

173 

  ○ (2.74) 

平成 33 年

4月 3.00  

/ｓ切り替え

予定

146 観 音 寺 蟹江町 蟹江町 

蟹江大澪

悪水土地

改良区 

日光川 
3k30

0 

○   (6.25) 

平成 34 年

3月 6.50  

/ｓ切り替え

予定

147 鍋蓋新田 蟹江町 蟹江町 

鍋蓋地区

湛水防除

協議会 

善太川 
0ｋ

000 

○   1.40 

148 善 太 新 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

善太川 
2ｋ

000 

  ○ 23.49 

149 善太第３ 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

善太川 
2ｋ

000 

  ○ 10.90 
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

※１ 市町村とは、第７条に規定する「単位流域内の該当市町村」を言う。

※２ 河川管理施設の排水機場のため、許可排水量ではないので括弧書

きとする。  

※３ 排水機場の増強と廃止を一体として行っている場合、現況どのく

らいの量の排水を行っているか把握するために、許可排水量の欄には括

弧書きで現況の排水量を記入し、備考欄に許可排水量が把握できるよう

にする。 

※４ 排水量の小計、合計は括弧書きのものを含む。 

156 蟹  宝 蟹江町 蟹江町 

小切戸湛

水防除事

業協議会

蟹江川 
3k60

0 

○   2.01 

小

計 
91.05 ※４

157 両  郷 飛島村 飛島村 

飛島土地

改良区 
日光川 

-4ｋ

000 

  ○ 0.44 

158 服  岡 飛島村 飛島村 

飛島土地

改良区 
日光川 

-1ｋ

940 

  ○ 4.10 

小

計 
4.54 ※４

合

計 
749.23 ※４

150 善太第２ 蟹江町 蟹江町 

日光川西

悪水土地

改良区 

善太川 
2ｋ

000 

○   13.00 

151 舟  入 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

0ｋ

950 

○   1.45 

152 宝 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

２

K00

5 

〇   3.20 

153 本町舟入(四) 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

2k00

0 

○   2.50 

154 本町舟入(五) 蟹江町 蟹江町 蟹江町 蟹江川 
2k00

0 

○  0.27 

155 今 蟹江町 蟹江町 

蟹江町土

地改良区 
蟹江川 

3k00

0 

○   1.50 

156 須  成 蟹江町 蟹江町 

小切戸湛

水防除事

業協議会 

蟹江川 
3ｋ

600 

○   3.52 

157 蟹  宝 蟹江町 蟹江町 

小切戸湛

水防除事

業協議会

蟹江川 
3k60

0 

○   2.01 

小

計 
91.05 ※４

158 両  郷 飛島村 飛島村 

飛島土地

改良区 
日光川 

-4ｋ

000 

  ○ 0.44 

159 服  岡 飛島村 飛島村 

飛島土地

改良区 
日光川 

-1ｋ

940 

  ○ 4.10 

小

計 
4.54 ※４

合

計 
748.04 ※４
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頁 変更前（平成 30年度）   変更後（令和元年度） 備考 

※１ 市町村とは、第７条に規定する「単位流域内の該当市町村」を言う。 

※２ 河川管理施設の排水機場のため、許可排水量ではないので括弧書

きとする。  

※３ 排水機場の増強と廃止を一体として行っている場合、現況どのく

らいの量の排水を行っているか把握するために、許可排水量の欄には括

弧書きで現況の排水量を記入し、備考欄に許可排水量が把握できるよう

にする。 

※４ 排水量の小計、合計は括弧書きのものを含む。


